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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２９年９月１２日 

自  午前１１時２０分 

至  午前１１時２３分 

於  第1別館第3会議室 

 
 

２、出席委員の氏名 

委 員 長 山本 由夫 君 

副 委 員 長 吉村 正寿 君 

委 員 三好 德明 君 

 〃   中山  功 君 

 〃   橋村松太郎 君 

 〃   坂本 智徳 君 

 〃   瀬川 光之 君 

 〃   久野  哲 君 

 〃   中村 和弥 君 

 〃   浅田眞澄美 君 

 〃   里脇 清隆 君 

 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し  

 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な  し  

 
 

５、審査の経過次のとおり 

 

― 午前 １１時１５分 開会 ― 
 

【山本(由)委員長】 ただいまから、文教厚生委

員会を開会いたします。 

 まず、会派構成変更に伴う委員席の変更につ

きまして、お手元に配布いたしております委員

配席表のとおりといたしたいと存じますので、

ご了承をお願いいたします。 

それでは、これより議事に入ります。 

まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。 

会議録署名委員は、中山委員、坂本智徳委員

のご両人にお願いいたします。 

本日の委員会は、平成29年9月定例会におけ

る本委員会の審査内容等を決定するための委員

間討議であります。 

 審査方法について、お諮りいたします。 

審査方法は、委員会を協議会に切り替えて行

うことにしたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。 

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。 

しばらく休憩いたします。 
 

― 午前 １１時２１分 休憩 ― 

― 午前 １１時２３分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者に正式に通知すること

といたします。 

ほかにご意見はございませんか。 

ほかにないようですので、これをもって本日

の文教厚生委員会を閉会いたします。 

大変お疲れ様でした。 
 

― 午前 １１時２３分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２９年 ９月２６日 

自  午前１０時 ０分 

至  午後 ４時 ５分 

於  第1別館第3会議室 
 
 

２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 山本 由夫 君 

副委員長(副会長) 吉村 正寿 君 

委    員  三好 德明 君 

 〃   中山  功 君 

 〃   橋村松太郎 君 

 〃   坂本 智徳 君 

 〃   瀬川 光之 君 

 〃   久野  哲 君 

 〃   中村 和弥 君 

 〃   浅田眞澄美 君 

 〃   里脇 清隆 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

 宮本 法広 君 
 
 

５、県側出席者の氏名 

総 務 部 長  吉浜 隆雄 君 

総 務 部 次 長 神崎  治 君 

学事振興課長  松尾 信哉 君 

 
 

教育委員会教育長 池松 誠二 君 

政 策 監 島村 秀世 君 

教 育 次 長  本田 道明 君 

総務課長(参事監) 田渕 和也 君 

県立学校改革推進室長 草野 悦郎 君 

福利厚生室長  前屋 信彦 君 

教育環境整備課長 野口 充徳 君 

教 職 員 課 長 柴田 昌造 君 

義務教育課長  木村 国広 君 

義務教育課人事管理監 松田裕見子 君 

児童生徒支援室長 高鍋  洋 君 

高校教育課長  林田 和喜 君 

高校教育課人事管理監 鶴田 栄次 君 

特別支援教育室長 池田 孝之 君 

生涯学習課長  原   洋 君 

新県立図書館整備室長 吉田 和弘 君 

学芸文化課長  金子 眞二 君 

体育保健課長   山本 忠敬 君 

体育保健課体育指導監  後藤 慶太 君 

教育センター所長 長谷川哲朗 君 

 
 

６、審査事件の件名 

〇予算決算委員会（文教厚生分科会） 

第71号議案 

 平成29年度長崎県一般会計補正予算（第2

号）（関係分） 

 
 

７、付託事件の件名 

〇文教厚生委員会 

 （1）議 案 

報告第16号 

 和解について 

 （2）請 願 

   な  し 

 （3）陳 情 

・平成三十年度離島振興の促進に関する要望等

の実現について 
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・要望書（平戸市立病院（市民病院及び生月病

院）の医師確保に関する支援について 外） 

・平成29年度要望書（長崎県の施策に関する要

望について） 

・平成29年度 長崎県の施策に関する要望・提

案書 

・要望書（幹線道路網の整備促進について 外） 

・県の施策に関する要望書 

・私学助成に関する意見書の提出について（要

望） 

・市政に関する要望について（「長崎の夜景」

の魅力向上を図る県の取組の推進について 

外） 

・身体障害者福祉の充実に関する要望書 

 
 

８、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 ０分 開会 ― 

 

【山本(由)委員長】 おはようございます。 

 ただいまから、文教厚生委員会及び予算決算

委員会文教厚生分科会を開会いたします。 

 それでは、これより議事に入ります。 

 今回、本委員会に付託されました案件は、報

告第16号「和解について」の1件であります。

そのほか、陳情9件の送付を受けております。 

 なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を文

教厚生分科会において審査することになってお

りますので、本分科会として審査いたします案

件は、第71号議案「平成29年度長崎県一般会計

補正予算（第2号）」のうち関係部分でありま

す。 

 次に、審査方法についてお諮りします。 

 審査は、従来どおり、分科会審査、委員会審

査の順に行うこととし、部局ごとに、お手元に

お配りしております審査順序のとおり、委員間

討議終了後、総務部、教育委員会、こども政策

局を含む福祉保健部の順に行うことといたした

いと存じますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。 

 それでは、これより審査内容等について協議

いたします。 

 各委員からの自由なご意見を賜りたく、委員

会を協議会に切り替えて行うことといたしたい

と存じますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。 

 それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。 

 しばらく休憩いたします。 

 

― 午前１０時 １分 休憩 ― 

― 午前１０時 ３分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

 以上をもちまして、審査内容に関する協議を

終了いたします。 

 ほかにご意見等ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ほかにないようですので、

これをもちまして委員間討議を終了します。 

 それでは、これより総務部関係の審査を行い

ます。 

 総務部においては、今回、委員会付託議案が

ないことから、総務部長から所管事項について

の説明を受けた後、提出資料について説明を受

け、その後、陳情審査を行い、「政策等決定過
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程の透明性等の確保などに関する資料」につい

ての質問、最後に議案外所管事務一般について

の質問を行うことといたします。 

 それでは、総務部長より所管事項の説明をお

願いいたします。 

【吉浜総務部長】 おはようございます。 

 私の方から、総務部関係の議案外の主な所管

事項につきましてご説明をさせていただきます。 

 「文教厚生委員会関係議案説明資料」の総務

部をお開きください。 

 今回ご報告いたしますのは、長崎県公立大学

法人の業務実績評価について、長崎県公立大学

法人職員の処分について、長崎県公立大学法人

とダナン市人民委員会外務局との包括連携に関

する協定の締結についてでございます。 

 「文教厚生委員会関係議案説明資料」の総務

部の1ページをご覧ください。 

 まず、長崎県公立大学法人の業務実績評価に

ついてでありますが、中期目標期間に係る業務

の実績に関する評価結果については、再編前の

学部におけるＴＯＥＩＣスコアや中国語検定の

目標を設定した外国語教育などにおいて、計画

を達成できていない事項があるものの、平成28

年度に学部学科の再編を実施していること、老

朽化した佐世保校について学部学科再編を踏ま

えた新たな機能を有する校舎の建替えに着手し、

教育環境の整備・充実に努めていることなど、

多くの事項において着実に成果を上げており、

「中期目標はおおむね達成されているものと認

められる」とされております。 

 また、平成28事業年度に係る評価については、

看護師合格率、管理栄養士合格率が国公立大学

の平均を下回ったことなど、計画を達成できて

いない事項がある一方、学部学科再編により導

入した実践的な教育の推進や各学部において高

い就職率を維持していること、公開講座・学術

講演会の参加者数が前年度より増加したことな

ど、教育・研究の充実に成果を上げているとさ

れております。 

 平成29年度からの第3期中期目標期間におい

ては、より高い社会人基礎力を有する人材等を

育成するための実践的な教育やグローバル化、

情報化に対応した教育を実施するとともに、県

内就職率の向上や佐世保校建替えの着実な推進

などに取り組んでいくこととしております。 

 県といたしましては、今後とも、長崎県立大

学の教育・研究の着実な質の向上や地域貢献の

より一層の充実が図られ、高校生や地元企業に

選ばれる魅力ある大学、地方創生に貢献し、地

域とともに発展する大学となるよう、大学法人

と一体となって取り組んでまいります。 

 次に、長崎県公立大学法人職員の処分につい

てでありますが、長崎県公立大学法人は、長崎

県立大学大学院人間健康科学研究科において、

平成28年度後期の授業が実施されず、さらに、

履修登録を行っていた学生について虚偽の成績

評価及び単位認定を行っていたことが職務専念

義務等に違反するとして、9月1日付で関係した

教員に対し、停職1月及び訓告の懲戒処分を行

いました。 

 この件に関しましては、教学の最高責任者で

ある学長が報酬月額の一部の自主返納を行うこ

ととしております。 

 また、地域創造学部の教員が学外の者に対し、

複数回にわたり文書を送付し、職務上知ること

のできた秘密に当たる特任教員の選考内容を記

載するとともに、特定の人物を特任教員に採用

するよう依頼を行ったことが守秘義務に違反す

るとして、同日付で戒告の懲戒処分を行いまし

た。 
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 長崎県公立大学法人では、職員の服務管理を

厳正に行うとともに、授業の実施状況を把握で

きるシステムを導入するなど、今後、このよう

なことが二度と発生しないように努めるととも

に、学生、保護者をはじめ、県民の皆様からの

信頼を回復できるよう、職員一同、全力を挙げ

て取り組んでいくこととしております。 

 次に、「文教厚生委員会関係議案説明資料（追

加1）」の総務部の1ページをご覧ください。 

 最後に、長崎県公立大学法人とダナン市人民

委員会外務局との包括連携に関する協定の締結

についてであります。 

 長崎県公立大学法人とダナン市人民委員会外

務局とは、本日9月26日、包括連携に関する協

定を締結いたします。 

 長崎県公立大学法人が設置する長崎県立大学

では、これまでも海外ビジネス研修の学生をダ

ナン市外務局で受け入れていただくなど交流を

進めてきておりますが、今回の協定締結を契機

に一層の関係拡大を図ることとしております。 

 以上をもちまして、総務部関係の説明を終わ

ります。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 次に、提出がありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について説

明をお願いいたします。 

【松尾学事振興課長】 資料は、縦長の5枚ほど

の資料でございます。 

 「政策等決定過程の透明性等の確保及び県議

会・議員との協議等の拡充に関する決議」に基

づき、本委員会に提出いたしました総務部関係

の資料について、ご説明をいたします。 

 附属機関等会議結果につきまして、本年6月

から8月の実績は、6月16日及び8月30日に開催

いたしました長崎県私立学校審議会2件、それ

から、7月24日及び8月18日に開催いたしました

長崎県公立大学法人評価委員会2件の計4件と

なっております。 

 会議の結果につきましては、資料2ページか

ら7ページに記載のとおりでございます。 

 以上で資料の説明を終わらせていただきます。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、陳情審査を

行います。 

 お手元に配付いたしております陳情書一覧表

のとおり陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。 

 審査対象の陳情番号は、27番、総務部、「私

学助成に関する意見書の提出について（要望）」

でございます。 

資料はありますでしょうか。陳情書につきま

して、何か質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 質問がないようですので、

陳情につきましては、承っておくことといたし

ます。 

 次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。 

 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。 

【中山委員】 今、学事振興課長から説明があり

ました第252回長崎県私立学校審議会の審査内

容について少しお尋ねしたいと思います。 

 これは9項目ありまして、鎮西学院等の学則

定数の変更からメトロ介護技術専門学校の設置

ということであります。 

 生徒の減少が続いている中で、聖和女子と九
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州文化学園について、委員から異議なく原案ど

おり承認されております。逆に、メトロ介護技

術専門学校、介護の需要が今後増加すると見込

まれているし、人材の育成も必要だなと思って

おりますが、これは継続審議になっているわけ

です。そこで、少し詳しくお尋ねしたいと思い

ます。 

 まず、メトロ介護技術専門学校の事業計画で

すが、どういう事業内容になっているのか、教

えていただけますか。 

【松尾学事振興課長】専修学校として介護人材

を育てる学校を設けたいということで申請が上

がってきております。長崎市の琴海町に場所を

設けて学校を設立したいということでございま

す。どうしても都市部ではないということもあ

りまして、生徒の確保の件等につきまして詳細

に確認をしたいということもございまして継続

審議になったところでございます。 

 ただ、そこにも書いておりますように、介護

人材につきましては、需要がある職種であると

いうことで、介護人材を育成する学校は必要で

あるということでございますので、今後、課題

について設立者で整理をしていただいて、次回、

再度審議に臨んでいただくという形にしたとこ

ろでございます。 

【中山委員】 これは定数は幾らになっています

か。定数はあるんでしょう。 

【松尾学事振興課長】 定数は40名ということ

で申請が上がってきております。 

【中山委員】 40名ですね、琴海町にというこ

とであります。そうすると、委員からの質問が、

他の介護福祉の専門学校は、学生確保に苦慮し

ているということでありますけれども、この辺

の現状を少し説明いただけますか。 

【松尾学事振興課長】 申し訳ございません。た

だいま手元に資料を持ち合わせておりませんが、

全国の状況でいいますと、定員充足率は46％程

度となっております。 

【中山委員】 全国は46％ということでありま

したけれども、ぜひ、これについてはきちんと

した県内の状況を委員会で出せるようにやって

おいていただきたいと思います。 

 需要予測がわからないので、なかなか質問し

にくいところもありますけれども、そうすると、

聖和女子学園とか九州文化学園は増員してます

よね、英語科とかね。これについて特段の意見

はなかったと書いていますけれども、そういう

状況ですか。 

【松尾学事振興課長】 聖和女子学園につきまし

ては、英語科で特色のある教育をされていると

いうこともございまして、近年、志願者が増加

しているということで、実際、入学者も定員を

上回っているという状況がございます。 

 それから、英語教育につきましては、小学校

3年生から必修化、5年生で教科化されると。将

来に向けても必要な分野であるということもあ

りまして、審議会の中では特に異論がなかった

ところでございます。 

【中山委員】 確かに、需要予測はあるかもしれ

ないけれども、今後、生徒が減っている中で増

やしていくということについては、ちょっとび

っくりしております。それに対して意見がなか

ったと。やはり今後の定員数を増やす場合は、

需給関係もあるかもしれないけれども、県内の

若者がどう定着するか、そういう視点も要るん

じゃないかと私は思います。 

 そうすると、私立学校の学則定員のここ5年

間の変化というか、これはどういう形になって

おりますか。 

【松尾学事振興課長】 平成26年度から申し上

げますが、平成26年度が4,384人、平成27年度

が4,354人、平成28年度は同じく4,354人、平成
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29年度が4,314人となっております。それから、

平成30年度におきましては、トータルで20人減

少になりますので4,294人になるということで

ございます。 

【中山委員】 若干減っているようですけれども、

そうすると、全体の定員の枠というのはどこで

調整するんですか。この審議会で調整するんで

すか。 

【松尾学事振興課長】 私立学校の定員を何人に

するかということでの調整というものはしてお

りません。ただ、公立学校と私立学校と協議す

るものを設けておりまして、その中で今後の中

学卒業生の動向を見ながら、まずは公立学校を

今後の中学卒業生の7割の定員にするというよ

うなルールにしております。 

 といいますのは、従来から公立7割、私立3割

という形をとってまいりました。公立の7割を

維持することによりまして、私立も3割程度を

維持していくという形で、その中で私立につき

ましては、それぞれの学校の判断で定員を削減

したり増やしたりということもあり得るという

ような枠組みにしております。当然、全体的に

中学卒業生の数は減っておりますので、全体と

しては私学としても減ってくるという中で、概

ね3割程度を維持しているという状況でござい

ます。 

【中山委員】 そうすると、この問題は、学事振

興課と私立学校と7対3に調整するというのは、

どの時点でやるんですか。 

【松尾学事振興課長】 公私立高等学校連絡協議

会というものを設けております。これは学識経

験者、公立高校の学校長、私立の中学、高校の

学校長、公立中の代表、その他長崎市、県の関

係者で構成されているところでございます。 

 この協議会につきまして、例年5月末あるい

は6月頃に会議を開きまして、公立学校の定員

について協議をしているところでございます。 

【中山委員】 そうすると、私立学校審議会との

関係はどうなりますか。公私立高等学校連絡協

議会と、この審議会の関係はどうなりますか。 

【松尾学事振興課長】 先ほど説明いたしました

公私立高等学校連絡協議会は、公立学校の定員

の大枠を決めるというものでございます。私立

学校審議会につきましては、それぞれの学校か

ら認可すべき事項の申請がありまして、それに

つきまして個別にその審査をいたします。 

【中山委員】 あうんの呼吸で7・3でうまいこ

といっているから、そう問題がないような感じ

がするんだけれども、これだけ見ると、私立学

校の定員については、審議会で増やしたり減ら

したり自由にできるような印象を受けるわけで

すね。それに対して、今後、人口減少という問

題がある中で、公立高校は公立高校で努力して

いる中で、一定の調整というか、この枠でやっ

ていくんだという数字があるのかなと思ったら、

そこまでは明確にはないような感じがするし、

とりあえず、公立の方で7割程度を維持してい

こうということが前提になっているような感じ

がします。 

 今後、人口が減少していく中で7対3の3割の

部分にしても、全体的に下がっていかなければ

いけないので、やはり学校経営というのは非常

に厳しい局面に至るんだろうと思いますので、

それを含めて減らす、増やすについては、審議

会でやると思いますけれども、一定の学校の規

模というのは、例えば、鎮西学園のように、一

方は減らす、一方は増やしてトータルにすると

いうか、こういう考え方がオーソドックスだと

思います。 

 それを含めて申し上げれば、今後、増員する

可能性も否定できないと思いますので、そうい

う意味からすれば、そういう需要予測と、もう
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一つは県内の定着率というか、そういう視点を

持って増員とか、そういうことに臨んでほしい

と思います。 

 この審議会については、県は、学事振興課は

何ら関与できないんですか。どういう立場にあ

るんですか。 

【松尾学事振興課長】 基本的に認可は県がする

ことになっております。その認可に当たりまし

て県から審議会に諮問をいたしまして、そこで

審議をし、意見をいただくことになっておりま

す。 

 したがいまして、その審議会の意見をもとに

県が最終的に認可することになっております。

しかしながら、法律で定められている審議会で

ございますので、審議会の結果については尊重

するといった関係になっております。 

【山本(由)委員長】 先ほどの県内の介護専門学

校の充足率の資料は、今はないということで、

あることはあるわけですか。それは後ほど出し

ていただくということでよろしいでしょうか。 

【松尾学事振興課長】 はい。 

【山本(由)委員長】 ほかに「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について、

質問はありませんか。 

【中村委員】 2ページに先ほど中山委員から質

問があったように私立学校審議会があっており

まして、これについては幼稚園の廃止の内容で

す。全国的にも待機児童の対策をとっています

よね、待機児童がたくさんいるからということ

で増やすようにという対策をとっているんだけ

れども、一方ではこういうふうにして園児の減

少によって廃止するところも出てきていると思

います。 

 県内の私立幼稚園についてはどういう現状に

なっていますか。ほかにもこういうふうに人数

が少なくなって廃止に追い込まれる現状の地域

もあるんですか、どうですか。 

【松尾学事振興課長】 私立学校審議会を所管し

ている関係で、今回、総務部からこういう形で

資料を提出させていただきましたが、幼稚園に

つきましての所管は、こども政策局になってお

りまして、大変申し訳ございませんが、私の方

でその点につきましての資料等は持ち合わせて

いないところでございます。 

【中村委員】 発言できないということですか。

経営内容については、発言できないということ

ですか。 

【松尾学事振興課長】 まず、幼稚園の認可等の

所管については、こども政策局になっておりま

す。私として所管をしていないということで、

そういったことに対する現状を把握していない

ということがまずございます。 

 それから、所管ではないということでござい

まして、この場で発言することは、大変申し訳

ございませんが、できないということでござい

ます。 

【中村委員】 所管してないということは私もわ

かっているんだけど、ただ、これだけの資料が

上がってきているんだから、担当外だとしても、

それぐらいの知識は持っとってくれんと、そう

でしょう。結局、先ほど中山委員が言われたよ

うに、私立高校とか私立中学校についてはある

程度の情報を持っていると思います。ただしか

し、これから先、これだけ子どもの人口が減っ

て、将来的に、要するに保育園も一緒、幼稚園

も一緒、中学校も一緒、高校も一緒、全ての学

校は経営的にもなかなか難しくなると思うんで

すね。ただ、公立と私立の生徒の分捕り合戦と

いう状況にまで今後発展するおそれもあるわけ

です。 

 そういう中で、各地域で地域性があると思う

んです。待機児童がたくさんいる地域もあるし、
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一方、周辺部にいったら待機児童なんて全く関

係なく、経営自体、存続することがなかなか難

しい状況のところもあると思うので、その辺は

ぜひ把握をしていただいて、今後、先ほど言っ

たように私学と公立の対立とか、そういうこと

に発展しないようなものにしてもらいたいと思

います。 

 先日、「私立高校の卒業生の進路状況」とい

う資料をいただきました。もちろん進学ですけ

れども、県内の私立高校から県内の4年制大学

に行っている比率と県外の学校に行っている比

率の差が非常に大きいんです。県外の4年制大

学に行っている私立高校の卒業生が64.5％、県

内には35.5％しか入っていない。ただしかし、

短期大学になりますと、これが逆転するんです

ね。県内が69.5％、県外が30.5％というような

逆転状況になっています。これはいろいろな理

由があると思うんだけれども、先ほど中山委員

が言われたように、できるだけ地元に残ってい

ただきたい。そしてまた、地元で仕事に就いて

いただきたいということで、就職については、

私立高校を卒業して県内で就職している方が

74.6％、これは非常にいい成績だと思います。

しかし、大学ということになれば、できるだけ

県内の大学に行っていただきたい。そうしなけ

れば、先ほど言ったように生徒数の減少につな

がる可能性もあるものですから、その辺につい

てはどういう考えですか。 

【松尾学事振興課長】 長崎県で育った子どもた

ちが長崎県の未来を背負っていただくことが一

番いい形ではないかと思っております。ただ、

それぞれの生徒さんたちの志望等もありますの

で縛るということはできませんが、県内の大学

に行っていただく、あるいは県内に就職してい

ただくという方向で、そこは県として考えてい

かないといけないと思っております。 

【中村委員】 もちろん、希望する、選考する学

科が県内の学校よりも他県の方がすぐれている

から、そちらに行くということはあると思いま

す。しかし、そういうことだけではなくて、逆

に言えば、担当として、いかにして県内の学校

に進学してもらうかということを考えないとい

けない。 

 だから、どういう学部を希望しているのか。

この間から委員会でも県立大学とか視察に行き

ましたよね。そういう中で私たちもお願いしま

したけれども、県内の高校生が望むような学部

をつくっていただきたい。そして、県内の大学

に行けるようなものをつくっていただきたいと

いうことでお願いしたわけですから、そういう

ことを考えれば担当課として、もちろん、県内

の学校に対して、どういうものをつくっていっ

た方がいいのか、どういうことをすれば県内の

生徒が県内の大学に進んでくれるのかというこ

とをこれからも十分協議していただきたいと思

いますので、ぜひこの審議会を活用していただ

いて、そういう中にちょっと踏み込んだところ

までこれからやるべきだと思うので、よろしく

お願いしておきたいと思います。 

【松尾学事振興課長】 県が所管しているのは私

立高校でございまして、あと、私立大学につい

ては文部科学省が所管しているということでご

ざいます。また、私立高校につきましては、そ

れぞれの設置者の考え方等もございますので、

こうしてくださいという形ではなかなか言えな

い部分があるかと思います。 

 まずは、私どもが所管している県立大学がご

ざいます。県立大学と公立高校の連携を図りな

がら、まずは県立大学に公立高校から進学して

いただくということにつきましては、教育委員

会とも連携してやっていきたいと考えていると

ころでございます。 
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【中村委員】 十分な体制をとっていただきたい

と思います。先ほど要望書も上がっていました

ね。毎年、私学に対する支援の拡大ということ

を協会から要望されています。先日、私たちも

話をしたんですけれども、この委員会でも私は

しょっちゅう言うんですけど、もう少し私学の

内容について私たちに報告できる分は報告をし

てくださいと。そうしなければ皆さんたち協会

が要望している、国に対する要望について私た

ちももっと強く言えるような立場になりたいと

いうことで、経営状況も含めて報告できる分に

ついて報告をお願いしたいということでこの間、

要望しましたので、その辺が上がってくれば、

もっと現状よりも強い立場で国に対しても要望

ができるし、もちろん、県に対しても強く要望

ができると思いますので、その辺についてはぜ

ひ協会ともそういう踏み込んだところで話をし

ていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

【松尾学事振興課長】 私どもも、私学協会とも

連絡をとりながら、いろんな取組を進めている

ところでございます。そういった中で、中村委

員から、そういったお話があったことも私学協

会から聞いております。 

 どういった形でできるのかということは、私

学協会でも今検討されているみたいですので、

そこは一緒に話をしながらやっていきたいと思

っております。 

【山本(由)委員長】 ほかに「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について、

ご質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ほかに質問がないようです

ので、次に、議案外所管事務一般について質問

をお受けいたします。 

 質問はありませんか。 

【浅田委員】 1点だけお伺いいたします。 

先日、一般質問でもお伺いさせていただいて

いたんですけれども、県立大学での国歌斉唱の

流れの中で明確なるご答弁がいただけなかった

点がございました。どういった形で国歌の斉唱、

国旗掲揚について学内で議論がされたのかとい

う点についてお伺いをさせていただきます。 

【松尾学事振興課長】 平成14年4月から国旗を

掲揚しているわけですが、その時の見解という

ことでよろしゅうございますか。 

【浅田委員】 平成14年から、この前、制定さ

れた教育法にのっとって県立大学も国旗は掲揚

されるようになった。それまでは創設以来、国

旗すら揚がっていなかった現状の中で、教育法

にのっとって国旗は平成14年から掲揚される

ようになりました。その中で国歌が歌われてな

かったということを私はこの間、問題にしたん

ですけれども、国旗に関しても、国歌に関して

も、いずれにしても、学内でどのような議論が

あって、あの時の総務部長の答弁によると、大

学の自主性に任せているということで学内の議

論にのっとってということだったものですから、

どのような議論がしっかりなされたのかという

ことをいま一度お伺いしたいと思います。 

【松尾学事振興課長】 平成14年4月の入学式か

ら県立大学におきまして国旗が掲揚されており

ます。当時は、県立大学はシーボルト大学と県

立大学がありましたが、シーボルト大学では国

旗が掲揚されているけれども、県立大学では掲

揚されていない、そういったことを発端としま

して、国旗を掲揚するべきじゃないかという議

論がなされたということでございます。 

 その結果、学内で議論して、大学のほうで自

主的に判断した上で国旗を掲揚することに至っ

たということでございます。 

 その際には、国歌については議論がなかった
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ということもございます。また、その後、特に

県立大学における国歌斉唱についての議論がな

かったということもございまして、今日までは

平成14年度の国旗を掲揚したという状況が続

いているところでございます。 

【浅田委員】 この間お伺いしたところによると、

国旗の場合は、大方の県立大学で掲揚されてい

るけれども、長崎県はされてなかったので、そ

れをきちんとやっていこうという流れにはなっ

たと。しかし、国歌のことは全く議論をされな

かったということでお話を伺いました。この間、

私は6月定例会で、そしてまた、ほかの委員の

皆さんからも、これに関して問題提起がありま

した。その中から、6月からこれまでの議論状

況を教えていただけますか。 

【松尾学事振興課長】 6月定例会における議論

につきましては、大学にお伝えをいたしました。

大学におきまして、その議論を踏まえまして検

討を始めたというところでございます。 

 ただ、学内にもさまざまな意見があると思わ

れますし、また、公立大学の8割でまだ国歌を

斉唱していないという状況もございます。 

 したがいまして、大学としては丁寧な議論を

重ねてコンセンサスを得る必要があると考えて

いるということでございます。 

 今後、学内の意見を聞きながら検討していき

たい旨、聞いております。 

【浅田委員】 ほかの学校も歌っていないからと

いうことも上がっておりましたが、国立大学と

一緒で県立大学についても、この間申し上げま

したとおり、37億円の県立大学の予算額のうち

県から17億円出ている、やっぱり税金で賄われ

ている。さまざまなご意見があることは、もち

ろん承知しておりますけれども、いま一度、議

会の中でもこのような意見があったということ

を踏まえて議論を俎上に乗せていただきたく、

要望といたします。 

 その後の進捗状況というのも、しっかりと議

論されているようだで終わるのではなくて、ど

のような議論がされているのかということまで

次の委員会の時にはきちっとお示しいただけれ

ばと思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに議案外につきまして、

質疑はございませんか。 

【中山委員】 それでは、県立大学法人職員の処

分についてでありますが、大学院人間健康科学

研究科の職員が年度後期の授業を実施せずとい

うことでありまして、1カ月の停職及び訓告と

いうことであります。 

 これは複数おったと思いますが、その中で私

が関心を持ったのは、教学の最高責任者である

学長が、「管理監督責任の重さを鑑み、自らの

申し出により、報酬月額の一部の自主返納を行

う」ということであります。これから見ると学

長の判断を非常に評価したいなという気もして

おります。 

 そこで、管理監督責任の重さに鑑みというこ

とについて、どういう形をとればいいのか。教

授の上には上司がおったと思います。学長は直

接の上司になるんですか、どうですか。 

【松尾学事振興課長】 組織的には大学院の研究

科がございますので、研究科長はおります。た

だ、学長が大学の最高責任者でございます。し

たがいまして、学長がその責任については負う

べきであるという考えのもと、学長が10分の1

について自ら返納すると。学長につきましては、

役員ということもございまして処分という形は

できません。そこで、それを自ら返納するとい

う形で申し入れがありまして、それに基づいて

今回のような措置をしているところでございま

す。 

【中山委員】 もう一つ、地域創造学部の教員が
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処分されておりますよね。いろいろあって、就

業規則に規定する守秘義務等に違反することで、

同日付で戒告、懲戒処分と、これも含めてとい

うことになりますか。 

【松尾学事振興課長】 今回の自主返納につきま

しては、授業をしていなかったという部分でご

ざいまして、今、委員からお話がございました

地域創造学部の教授の件につきましては、今回

の自主返納の理由としては入ってないというこ

とでございます。 

 といいますのは、職務に基づく行為ではなく

て、そこは個人的に行った職務外の行為である

ということで管理監督責任については問うこと

はしていないところでございます。 

【中山委員】 その辺が少し理解しにくいんです

よね。先ほど言ったように、課長であれば自分

の部下ですからわかるんですけれども、学長と

いうのは、職員ですから、業務を含めて不祥事

については全体責任という形であるならば、こ

れは両方にまたがらなければならない部分も出

てくるような感じがするんですよね。 

 そういう中で、ここに教学の最高責任者とい

うことで入れているけれども、せっかくならば

職員の不祥事については大学の学長としての責

任だと、そこまで一歩踏み込めば、もっと重み

が出てくるんだろうという感じがいたしました。

学長自身の判断については評価できると私は思

います。評価できるけれども、せっかくならも

う一歩踏み込んだ方が、より評価できるのでは

ないか、そういう思いがあったものですから質

問いたしました。それで結構です。 

【山本(由)委員長】 ほかに委員の方から議案外

についての質疑はありませんか。 

 委員長を交代いたします。 

【吉村(正)副委員長】 山本(由)委員長、どうぞ。 

【山本(由)委員長】 長崎県公立大学法人の評価

の件ですけれども、中期計画においても、また、

平成28年度の単年度においても、大学院の国際

情報学研究科、人間健康科学研究科がずっと定

員割れをしているという状況で、従来の取組で

は、これまで以上の学生の確保は難しいという

判断をされているんですけれども、これについ

て具体的に、「今後」と書いてあるんですけれ

ども、どういった形で、学科自体を見直すよう

な方向なのか、それともそれ以外の定員を増や

す方法を考えておられるのか、その方向性をお

伺いいたします。 

【松尾学事振興課長】 大学院につきましては、

現状の定員が充足されていないという点を踏ま

えまして、次期の中期目標に掲げておりますが、

大学院のあり方を検討して、再編を検討すると

いうことを掲げております。 

 社会のニーズに合致した形での大学院という

ものをつくる。それを目指して再編を図るとい

うことで、現在、検討しているところでござい

ます。 

 中期目標におきましては、平成32年4月に大

学院を再編、スタートできるよう、抜本的な再

編見直しを行うとしております。それに向かっ

て現在検討しているところでございます。 

【山本(由)委員長】 もう1点、先ほど中山委員

からもお話がありました。要は、授業をしてい

なかったのに単位をやってしまったという問題

ですけれども、これは大変な問題で、大学自体

の信頼を失ってしまうような内容かと思います。 

これについても授業が適正に実施されている

かどうか把握できるシステムでチェックができ

るようにということを報告されていますが、こ

れは県としてのチェック体制といいますか、そ

このところはしっかりしていただかないと、い

ろんな形で、語学教育であったり、地域フィー

ルドワークであったり、そういった形をしてい
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る中でこういった問題が起こるということは、

今いらっしゃる在学生にとってもそうですし、

今後、入学しようとしている方にとっても、本

当に信用を失墜させるような内容かなと思って

おりますので、県として今後それについてどう

対応していきたいと考えておられるのか、簡単

にご説明をお願いします。 

【松尾学事振興課長】 教学の部分、その目的を

達成させるために具体的にどういった手段を用

いて進んでいくかということは、一定、大学に

委ねられているところがございます。 

 今回は大学の方で自主的に再発防止策を検討

して、授業が行われているか、あるいは学生が

ちゃんと出席しているかといったことを把握で

きるシステムを導入することにしております。 

 県としましても、細かいところまで微に入り

細に入りというわけにはいきませんが、そうい

う状況についてはしっかり把握をして、適宜、

助言等を行いながらやっていきたいと考えてお

ります。 

【吉村(正)副委員長】 議事整理権を委員長にお

返しいたします。 

【山本(由)委員長】 ほかに議案外について質問

はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 
 

― 午前１０時４８分 休憩 ― 

― 午前１０時４８分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

 次に、自由民主党・県民会議より「私学助成

の充実・強化等に関する意見書」提出の提案を

受けております。 

 浅田委員から意見書提出についての提案趣旨

説明をお願いします。 

【浅田委員】 皆様のテーブルにお配りをさせて

いただいております「私学助成の充実・強化等

に関する意見書（案）」ということで、我が会

派から、今までも私立学校の公私間格差や少子

化による生徒数の大幅な減少等もあり、私立学

校への助成などの拡充強化を強く求めさせてい

ただいております。 

 私立学校の教育環境の整備充実や私立学校生

徒への修学支援制度の拡充強化が図られるよう

強く要望させていただいておりますので、ご理

解をいただきますようお願い申し上げます。 

【山本(由)委員長】 ただいま浅田委員から説明

がありました「私学助成の充実・強化等に関す

る意見書（案）」について、ご質問はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 
 

― 午前１０時５０分 休憩 ― 

― 午前１０時５２分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 意見書の提出について、採決を行います。 

 本提案のとおり、意見書を提出することにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、「私学助成の充実強化等に関する意

見書」については、提出することに決定されま

した。 

 なお、体裁の修正等につきましては、いかが

いたしましょうか。 

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、正副委員長にご

一任願います。 

 ほかに質問がないようですので、総務部関係

の審査結果について整理したいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 
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― 午前１０時５３分 休憩 ― 

― 午前１０時５３分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、総務部関係の審査を終了

いたします。 

 次に、教育委員会関係の審査を行います。 

 準備のため、しばらく休憩いたします。 

 11時10分に再開いたします。 

 

― 午前１０時５４分 休憩 ― 

― 午前１１時１０分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 それでは、委員会及び分科

会を再開いたします。 

 これより、教育委員会関係の審査を行います。 

【山本(由)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。 

 予算議案を議題といたします。 

 教育長より予算議案の説明をお願いします。 

【池松教育委員会教育長】 教育委員会関係の議

案について、ご説明いたします。 

 「予算決算委員会文教厚生分科会関係議案説

明資料」の教育委員会の1ページをお開きくだ

さい。 

 今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

71号議案「平成29年度長崎県一般会計補正予算

（第2号）」のうち関係部分であります。 

 教育委員会所管の補正予算額は、歳出予算、

特別支援学校費4,125万1,000円の減でござい

ます。この結果、平成29年度の教育委員会所管

の予算総額は、1,407億892万円となります。 

 次に、補正予算の内容について、ご説明いた

します。 

 平成29年度から平成30年度の2カ年で実施す

ることとしております諫早特別支援学校改築・

改修工事の基本設計及び実施設計について、設

計工程の内容に変更が生じたため、平成29年度

に要する経費として、特別支援学校施設整備費

4,125万1,000円の減を計上しております。 

 また、債務負担行為は、平成29年2月定例会

において、平成30年度に要する経費として承認

いただいておりましたが、このことに伴い、特

別支援学校施設整備費4,125万1,000円の増を

しようとするものであります。 

 以上で教育委員会関係の説明を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【山本(由)分科会長】 ありがとうございました。 

 次に、教育環境整備課長より補足説明を求め

ます。 

【野口教育環境整備課長】 第71号議案「平成

29年度長崎県一般会計補正予算（第2号）」の

関係部分について、補足してご説明いたします。 

 お手元にお配りしております「予算決算委員

会文教厚生分科会関係議案説明資料」の2ペー

ジをお開きください。 

 まず、歳出予算、特別支援学校施設整備費

4,125万1,000円の減についてであります。 

 諫早特別支援学校の改築・改修工事の基本設

計及び実施設計については、一定の現地確認と、

それまでの他の事例を参考といたしまして、一

連の契約として平成29年度に建物の配置や建

物ごとの間取りなど、改築・改修全体を設計す

る基本設計を行った後に、平成29年度から平成

30年度にかけて改築に係る詳細な実施設計を

行うこととしておりました。 

 ここに記載はしておりませんが、設計に係る

全体予算は、9,975万2,000円でありまして、こ

のうち本年度の予定分は7,125万1,000円、来年

度分は2,850万1,000円で計画していたところ
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でございます。しかしながら、設計内容の仕様

を固めるための現地調査をさらに行っていく中

で、改築先のグラウンドに校舎をどのように配

置するか、また、その配置や今後行われること

となっております地質調査の結果とも関係して

まいりますが、グラウンドの法面の保護が必要

かどうか検討が必要となったこと。また、改築

先の同グラウンドは、改修する校舎の敷地より

も一段低くなっておりまして、改築校舎と改修

校舎の渡り廊下について段差をなくす接続方法

の検討に時間を要することが見込まれること。

改修する校舎は、県有施設で初となります長寿

命化改修工事を行うこととしておりますが、そ

の計画策定のために柱や壁などの状態を詳細に

把握する必要が生じたこと。これらの検討や調

査を踏まえた総合的な工事計画の策定に時間を

要する見込みとなったことなど、基本設計に当

初の見込みよりも長い期間を必要とすることに

よりまして、基本設計を今年度いっぱい行うこ

ととしまして、平成29年度予算から今年度予定

をしておりました実施設計相当分の4,125万

1,000円を減額しようとするものでございます。 

 続きまして、横長資料の3ページであります。 

 これは、先ほどご説明いたしました設計の工

程の変更に伴い、平成29年2月定例会において

承認をいただいておりました平成30年度の債

務負担限度額2,850万1,000円に、今回の補正予

算で減額しようとしております4,125万1,000

円を加えまして6,975万2,000円へ増額しよう

とするものであります。 

 なお、諫早特別支援学校の改築・改修の工事

については、2月定例会及び5月の文教厚生委員

会現地調査でご説明しておりましたとおり、平

成33年度の完成となるよう取り組んでまいり

ます。 

 私からの説明は、以上でございます。よろし

くお願いいたします。 

【山本(由)分科会長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、これより予

算議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【中村委員】 諫早特別支援学校の建設について

報告がありましたけれども、グラウンドの高低

差があって新校舎と旧校舎を渡り廊下でつなが

なくちゃならないと思うんだけれども、今回の

新校舎は、耐震とか免震とかあるんじゃないで

すか、その辺の建築はどういう工法でやるんで

すか、最終的には。 

【野口教育環境整備課長】それがこれからの設

計の中身だと思っております。 

【中村委員】 実を言いますと、現在、諫早市役

所を新しく造っているんだけど、旧庁舎と新庁

舎を渡り廊下で結んだんだけれども、片方が免

震で、片方が耐震だったので、結局、つなぐの

が難しいわけです、揺れ方が全く違うものだか

ら。 

 だから、今回、新しい校舎をつくった時に、

その校舎と渡り廊下で結ぶわけだけれども、そ

の辺もよく考慮してやらないと諫早市役所のよ

うにちょっと失敗するわけですよ。あれは後で

話が出てきたものだからね。だから、そこら辺

も含めてぜひ検討していただきたいと思います。 

【野口教育環境整備課長】 設計、それから施工

ともに、土木部に対して私どもは依頼をしてお

ります。そういったことで、今、委員から頂戴

いたしましたご意見、お考えについては、技術

的にちゃんと解決できるように土木部に伝えて

いきたいと思っております。 

【中村委員】 それともう1点、今回、グラウン

ドの方にできるということですから、裏の方に
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法面がありますよね。例えば、重量物になって

きたら、その法面の保護なんかも入ってくると

思うので、実際、今計画をされている費用より

も、その法面の保護なんかが入ってきたら工事

費はかなりの額に上がると思うんですよね。そ

の辺についてはどうですか。 

【野口教育環境整備課長】 設計予算9,900万円

程度の中に地質調査費も含めております。そう

いったことも考慮した上でのことでありますの

で、その後、法面のことについても、コストの

こともありますので、そういったことも考慮し

ながら基本設計がなされていくものと考えてお

ります。 

【山本(由)分科会長】 ほかに予算に関する質疑

はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑がないようで

すので、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第71号議案のうち関係部分については、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は、原案のとおり可決すべきも

のと決定されました。 

【山本(由)委員長】 次に、委員会による審査を

行います。 

 議案を議題といたします。 

 教育長より総括説明をお願いいたします。 

【池松教育委員会教育長】 教育委員会関係の議

案について、ご説明いたします。 

 「文教厚生委員会関係議案説明資料」の教育

委員会の1ページをお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第16号「知事専決事項報告『和解につい

て』」であります。 

 これにつきましては、平成28年8月31日付で提

訴された長崎地方裁判所平成28年（ワ）第255

号損害賠償請求事件に関して、和解を受け入れ

ることについて、8月29日付で専決処分したも

のであります。 

 なお、詳細につきましては、この後、担当課

からご説明申し上げます。 

 続きまして、議案外の主な所管事項について、

ご説明いたします。 

 全国学力・学習状況調査の結果について。 

 本年4月18日に、小学校6年生、中学校3年生

を対象に、国語、算数、数学の全国学力・学習

状況調査が実施され、その結果が去る8月28日

に文部科学省から公表されました。 

 本県の正答率は、小学校調査において、全国

平均を1～3ポイント下回り、中学校調査におい

ては、全国平均と同程度でした。中学校調査の

結果については、今回の調査対象であった現中

学3年生が小学校6年生時の同調査において、全

ての調査で全国平均を下回っていましたので、

対策の成果があらわれたものと認識しておりま

す。 

 これまでの調査で課題となっていた内容とし

ては、自分の考えを書くなどの記述の問題につ

いて、中学校国語においては、改善傾向が見ら

れるものの、複数の情報を整理しながら理解し

たり、自分の考えをまとめたりすることについ

ては、両校種において、今後も継続して取り組

むべき課題となっております。また、小学校で
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は、基礎的な知識・技能の定着についても課題

が見られました。 

 一方、児童生徒の生活の様子等に関する質問

紙調査からは、他者への思いやりなどの道徳性

が高く、学校生活を肯定的に捉えていることが

うかがえるなど、昨年度に引き続き、多くの項

目において望ましい結果が出ております。 

 今回の結果を踏まえ、現在、大学教授を含む

専門委員会において、より詳細な結果分析や県

学力調査の結果分析とあわせた改善策等の検討

を行っております。 

 県教育委員会では、各学校が指導の改善や充

実等に役立てることができるような教職員研修

を実施するなど、実行性のある学力向上対策を

推進してまいります。 

 2ページをご覧ください。「長崎県いじめ防

止基本方針」の改定について。 

 「いじめ防止対策推進法」を受け、国が平成

25年10月に策定した「いじめの防止等のための

基本的な方針」をもとに、県及び県教育委員会

は、平成25年12月、「長崎県いじめ防止基本方

針」を策定いたしました。 

 本年3月、国の「いじめ防止等のための基本

的な方針」が改定されたことを受け、本県基本

方針に基づいて、長崎県いじめ問題等対策関係

機関会議等において検討し、必要な内容の改定

を7月に行いました。 

 主な改定の内容は、1点目が、いじめの認知

については、児童生徒が感じる被害性に着目し、

的確に判断すること。 

 2点目が、いじめが解消したと判断した場合

でも、再発する可能性を考慮し、日常的に注意

深く観察すること。 

 3点目が、学校いじめ防止基本方針を保護者

や地域住民に広く周知すること。 

 4点目が、学校いじめ防止基本方針の取組状

況を学校評価の評価項目に位置づけること。 

 5点目が、障害があるなど学校として特に配

慮が必要な児童生徒については、その特性を踏

まえた適切な支援を組織的に行うことの5点に

なります。 

 現在、「長崎県いじめ防止基本方針」の改定

内容の周知並びに各市町及び各学校が策定して

いる「いじめ防止基本方針」の改定に向けた指

導を進めており、引き続き、いじめの防止、い

じめの早期発見及び対処のための対策を総合的

かつ効果的に推進し、いじめ問題の根絶に努め

てまいります。 

 5ページをお開きください。県立上五島海洋

青少年の家の新上五島町への移譲について。 

 県立上五島海洋青少年の家については、県が

旧上五島町の海岸に面した町有地に80人宿泊

可能な海洋体験型の青少年教育施設として整備

し、平成元年に供用開始しています。現在、指

定管理として新上五島町が管理運営しており、

昨年度は年間延べ3,140人の方が利用しており

ます。 

 これまで県の行財政改革に基づき、建物敷地

が町有地であり、供用開始以降、町が管理運営

してきたことや地元利用率も高いことから、町

への移譲を協議してきたところ、より地元に密

着した地域振興に資する柔軟な運営ができるこ

とや、町において当分の間、大規模改修が必要

とならないよう、県が、今年度外壁改修などの

工事を実施することから、平成31年3月末の移

譲に向けて具体的な協議を進めていくこととし

ました。 

 今後とも、移譲後の施設運営が円滑に進むよ

う、新上五島町と十分に協議を行ってまいりま

す。 
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 6ページをご覧ください。新県立図書館の整

備について。 

 現在、大村市に整備を進めております「長崎

県立・大村市立一体型図書館及び大村市歴史資

料館」（仮称）については、多くの県民、市民

の皆様に親しみのある施設となるよう、施設愛

称を募集することといたしました。募集期間は、

9月1日から10月13日までとし、選考委員会によ

る選考を行った後、商標調査を経て、来年1月

に公表する予定としております。 

 愛称決定後は、広く県民、市民の皆様にとっ

て、親しみを持って身近に使っていただける社

会教育施設となるよう、大村市とも連携を図り

ながら広報活動に取り組んでまいります。 

 8ページをお開きください。教職員の不祥事

について。 

 平成25年から平成29年5月にかけて、県内外

のコインランドリーにおいて、落とし物かご等

にあった女性用の下着を自宅に持ち帰るという

行為を行った時津町内の小学校教頭に対して、

7月28日付で懲戒免職処分といたしました。 

 また、沖縄県のビーチで女子児童の水着姿を

デジタルカメラで撮影したとして、8月1日に沖

縄県の迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕され

た平戸市内の小学校教諭が、平成27年3月頃、

長崎県内において、18歳未満の女性が着替える

様子を撮影したとして、8月17日に児童ポルノ

法違反の疑いで再逮捕されました。事実関係を

慎重に確認の上、厳正に対処してまいります。 

 教職員による相次ぐ不祥事の発生を受け、県

内の教育関係者が総力を挙げて不祥事根絶と信

頼回復に向けて取り組んでいる最中、このよう

な不祥事が発生したことは、学校教育に対する

信頼と期待を裏切り、県民に失望と不信感を与

えるものであり、県議会初め、県民の皆様に対

し、深くお詫び申し上げます。 

 事案発生後、全21市町に義務教育課長が出向

き、服務を監督する市町教育委員会及び市町立

学校の管理職員に対し、直接指導いたしました。 

 また、不祥事に至った原因や背景、当事者の

心理状況等を不祥事根絶のための研修資料とし

てまとめ、全小中学校長に配布する予定です。 

 今後も、管理職員を含め、全ての教職員に対

して、児童生徒の教育に携わる職にあることの

自覚を厳しく促し、使命感や倫理観の高揚、服

務規律の徹底を図るとともに、全ての教育関係

者と連携し、不祥事根絶と信頼回復に向けた実

効ある取組の推進に全力を傾けてまいります。 

 そのほか、外国語教育の充実について、高校

生の活躍について、「しま」における体験活動

について、子どもたちの文化活動について、ス

ポーツにおける活躍についての内容と所管事項

の詳細については、「文教厚生委員会関係議案

説明資料」に記載させていただいております。 

 以上をもちまして、教育委員会関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

【山本(由)委員長】 次に、児童生徒支援室長よ

り補足説明を求めます。 

【高鍋児童生徒支援室長】 それでは、報告第

16号「知事専決事項報告『和解について』」に

つきまして、補足してご説明申し上げます。 

 お手元に配付しております「平成29年9月定

例県議会 文教厚生委員会説明資料」の1ページ

をご覧ください。 

 本事件は、新上五島町の当時中学校3年生の

生徒が、平成26年1月8日に自殺したのは、学校

側がいじめを把握して具体的な方策を講ずるべ

き安全配慮義務を怠ったためだとして、平成28
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年8月31日、両親が長崎地方裁判所に県及び新

上五島町を相手に損害賠償請求を求めて提訴し

たものでございます。 

 その後、同裁判所から和解勧告がなされ、平

成29年8月8日、新上五島町議会で和解案を受け

入れる議案が可決されたことから、本県におい

ても和解を受け入れることといたしました。 

 和解の内容につきましては、資料に記載のと

おりでございますが、本県に関する部分は、

「（5）被告長崎県の教育委員会は、前項に基

づく新上五島町のいじめ根絶に向けた取組を支

援する」であります。 

 県教育委員会といたしましては、和解内容を

重く受けとめ、新上五島町のいじめ根絶に向け

た取組を支援するとともに、市町教育委員会及

び関係機関との連携をさらに強化し、いじめ問

題に適切に対応してまいります。 

 以上をもちまして補足説明を終わります。 

 よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。 

【山本(由)委員長】 以上で説明が終わりました

ので、これより議案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

【里脇委員】 今、最後に説明のあったいじめの

部分について、和解の部分ですけれども、これ

は県としては、要するに金銭的な責任は負わず

にということの中で、「今後、新上五島町のい

じめ根絶に向けた取組を支援する」ということ

で、あくまでも補足的といいますか、主体とし

ては新上五島町が計画をつくり、それに取り組

んでいくということが主体となるんですけれど

も、現段階で具体的に県としてどういうことを

考えられているのか。あるいはこれは上五島町

だけの問題じゃなくて、いじめの問題について

は県下全域ということである中で、県として各

自治体に対しての指針というか、そういったも

のについてお考えがあられるのか、お尋ねいた

します。 

【高鍋児童生徒支援室長】 まず、最初にご指摘

のありました新上五島町の取組の支援というこ

とについてでございますが、このことにつきま

しては新上五島町が現在示しております再発防

止策の取組に対して情報の提供及び講師の派遣

等、最大限の支援をしてまいる予定でございま

す。 

 それから、県立の学校、他市町でのいじめ問

題の対応についてでございますが、再発防止等

の対応について、国の「いじめ防止対策推進法」

や「長崎県いじめ防止基本方針」に沿った学校

や教育委員会、家庭、地域のそれぞれの役割を

再度確認することや、現在、設置されているい

じめ防止等の対応のための組織等をしっかりと

機能させることなど、適切に対応していくよう

指導をしていきたいと考えております。 

【里脇委員】 総括的なお話だったと思うんです

けれども、具体的な点で、こういった部分をと

いうお考えはないんですか。 

【高鍋児童生徒支援室長】 まず、具体的なこと

に関しては、いじめというのが確実に学校に存

在するという教員たちの見とりをしっかりとす

るための研修会について、先ほど申しましたい

じめ防止基本方針等に盛り込んでおりますので、

そのことについて既に今年6月から7月にかけ

て各学校から1名、担当者を出しまして研修会

を行ったところでございます。 

 今後、各市町教育委員会の指導主事等が同様

の研修会を実施いたします。また、地域、家庭

も重要な役割を果たしていくことになりますの

で、県のＰＴＡ連合会等との協議の中で、いじ

め防止対策について理解を深めていくように進

めていこうと考えているところでございます。 
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【山本(由)委員長】 ほかに議案に対する質疑は

ございませんか。 

【中山委員】 和解ですね。非常に痛ましい事件

でありましたけれども、時間がかかったことに

ついて、教育長は、裁判には時間がかかるとい

う話もありましたが、いじめというのは非常に

難しいなと改めて感じます。 

 被告の真摯な謝罪とありまして、その下に｢平

成25年4月以降、級友たちによる悪口、無視、

嫌がらせ行為等のいじめが存在したこと｣とあ

りますが、これにあわせて｢平成25年9月の時点

でいじめの存在に気付き、それを防止する措置

を取り得たこと｣とあります。この辺がどういう

ことなのか、わかりそうで、わかりにくいんで

すよ。この解釈といいますか、どういう状況で

あったのか、この辺を教えてくれますか。 

【高鍋児童生徒支援室長】 いじめがあったとい

うことに気づけたということですが、明確に暴

力を振るうとか、教員の前でさまざまないじめ

行為があれば確実に把握できるのですが、この

場合は、教師の目が届かないところや、ライン

を通じた無視などの、いじめに値する行為があ

っていたということで、教員がなかなか気づけ

なかった。ただ、そういう中で被害者の生徒が

発していた言葉や作文など、そういうもので教

師がつかめたはずだということであります。 

 また、第三者委員会の報告の中でも、先ほど

申しましたように、そういうことをきちんと教

員に見とる力があれば早期発見ができたのでは

ないかという受け取り方をしているところでご

ざいます。 

【中山委員】 悪口なんかは、仲がよくても悪口

を言う場合もあるし、これは非常に難しいと思

うんですが、その中で「本件中学校の教職員が

その措置を怠った」ということであります。こ

の教職員というのは、校長を含めて職員全体を

いうのか、担任の先生を指すのか、その辺はど

うですか。 

【高鍋児童生徒支援室長】 一義的には担任が子

どもと一番長く接しますので、まず担任であろ

うと思いますが、今、私どもが示しております

いじめ対策基本方針等につきましては、担任が

必ず同学年であるとか、職員会議全体で情報を

共有するようにという指導をしております。い

じめ対策委員会というのが学校に設置されてお

りますので、これはおかしいのではないかとい

う事案がありましたら、必ずそこに報告して全

体で取り組むこととしておりますが、ここで幾

つかの場面での見落としがあり、そこで情報が

共有されない部分もあったのではないかと考え

ます。 

 ですから、今、中山委員がおっしゃった担任

か全体かということになれば、スタートは担任

もしくは近い教員、その後、管理職を含む全体

でということでございます。 

【中山委員】 そうなると、全体の子どもを見る

目というか、総合力が養われる必要があると考

えております。 

 そこで、ちょっと議案外にも入るけれども、

いじめ防止基本方針の中で1点だけ共通する部

分があるので、改正点の中の主な部分で、「い

じめの認知については、児童生徒が感じる被害

性に着目し、的確に判断すること」となってお

ります。この辺とつながってくるんじゃないか

と思いますけれども、この辺の「児童生徒が感

じる被害性に着目し、的確に判断」という、こ

の辺についてもう少し詳しく説明いただけます

か。 

【高鍋児童生徒支援室長】 ここに書いておりま

す中で、「たとえ、からかいに見えるようなも

のであっても」という表現があります。例えば、

よくある、じゃんけんをして負けた者が荷物を
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持って帰るという遊びがあるんですが、それが

私たち大人の目から見たら遊んでいるんだろう

なと見えるけれども、そこで持たされている子

が、ひょっとしたら無理やり持たされているの

かもというような、私たちがそういうような視

点を持って、その子に一言声をかけるというよ

うなこと、今までは遊びかなということで見過

ごしていたものを、ひょっとしたら被害者の方

としては遊びではなくていじめられていると受

けとっているのではないかというような、私た

ち自身がそういう見方を持って子どもたちに接

することが必要になってくると考えております。 

【中山委員】 これ以上は後でまた質問したいと

思います。この事件は痛ましい事件であります

けれども、子どもの立場で感じ取るとなると非

常に高度な感覚が要るし、それによって躊躇し

て適切な指導が怠られる可能性もあるのかなと

いう感じがするので、その辺を含めて指導は指

導としてきちんとやるべきはやらなければいけ

ないと思っておりますので、その辺のめりはり

をつけた指導ができるように教職員の研修等を

含めてやっていただくことを要望しておきたい

と思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに質問はございません

か。 

【吉村(正)副委員長】 私も、この和解の件で1

つご質問させていただきたいと思います。 

 2ページになりますか、和解をすることによ

って、いろんな免責事項とか、そういったもの

を羅列してあります。その中の一つで、「この

和解によって被告らと原告らとの間には和解条

項に定めるもののほかに何らの債権、債務がな

いことを確認する」、これはいいでしょうとい

うこととしても、その一つ上の段ですね、「本

件に関し、本件中学校の教職員に対する行政上

の責任追及を行わず」云々というのがあります。

ここの行政上の責任というのは一体何なのか、

どういう責任が挙げられるかということを口頭

でもいいから説明をしてください。いわば県が

和解金としてお金を払うことによって、全ての

責任は免責されますよというような印象しか受

けないんですよね。多分そうじゃないんだと思

うんですけどね。これがどういう意味をなすか

ということも、もしよかったらご説明を加えて

いただければと思います。市町が支払うという

ことについて。 

【高鍋児童生徒支援室長】 まず、教職員の責務

ということですが、この場合は安全配慮義務違

反ということで、本来、学校で安全に過ごさな

ければいけない児童生徒が何らかの場合に危害

を被る、事故に遭ったということに対しての指

導者としての責任を教職員がとらなければいけ

ないということがございます。 

そのことについて今回の自殺事案については、

教職員にいじめを見落としたというところの職

務安全義務違反があったということですが、そ

れに対しての損害賠償は求めないという内容で

ございます。そのことについては服務監督権者

でありますところの新上五島町が、その職員に

対してどういう責任があるかということを別途

検討すれば別ですけれども、そこにつきまして

は、今後、新上五島町の判断になってくるとい

うことでございます。 

【吉村(正)副委員長】 わかりました。ただ、安

全配慮義務とか善管注意義務というのが一般的

な法律用語になってしまっていて、何かこう、

人が一人亡くなっているんですよね、この件で

ですね、残念なことに。それを新上五島町が支

払ったことによって、全部あとはなしというよ

うな話じゃなくて。確かに、裁判所からの和解

の勧告があって、それに従ってされているんで

しょうけれども、もう二度と繰り返さないと言
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いながらも、何回も何回も繰り返されているい

じめの案件について、もうこれが最後だという

ような覚悟を見せるためにも、そこを教職員の

皆さん、それから当事者の皆さんにも強く意識

してもらうため、それは当事者というのは、い

じめた生徒も含めて、もっともっと厳しく自覚

してもらうために何か方策があっていいのかな

と。そこを考え出すのが役所の皆さんの一つの

仕事かなということを思ったりするんですが、

そのあたりで何かコメントがあれは一言お願い

いたします。 

【高鍋児童生徒支援室長】 実際にこの事案を経

験した教職員は、大きなショックを受けており

ます。そのことについて自分たちなりの反省を

しながら、二度とこういうことが起きないよう

なことに向けて自分たちなりの研修その他を行

っていくことになります。 

 また、今回の和解案にもございましたように、

新上五島町においては、確実に毎年、自殺予防

についての研修を行って、そのことの結果を、

どういうことをしたか、また、教職員がどうい

うような状況であるかということについて公表

するというように、当事者の新上五島町は対策

をとっております。 

 それを受けまして、私どもも同様に重く受け

止めまして、他人ごとではないということで、

預かっている子どもたちの命をしっかり守ると

いうことについて、きちんと、どのような方策

が立てられるかということについては、十分検

討しながら指導してまいりたいと考えておりま

す。 

【池松教育委員会教育長】 今回の議案に限って

申し上げますと、いじめられた子どもが、いわ

ゆる優等生で、明るく元気な子だったというこ

とで、先生方が、そういう子が元気をなくして

いる状況が見えてなかったという部分がありま

す。 

 そういった意味では、和解案にもありますが、

やはり先生方がアンテナをどう高く張るかとい

う認識を常に持っていてもらい、いじめは学校

で起こり得るものなんだという認識を常に持っ

て、担任だけではなくて、学年全体、学校全体

で子どもの様子をよく見るというような意識を

今まで以上に持っていただく必要があると思い

ますので、研修等を通じて、そういう意識改革

といいますか、よりそういう意識を持っていた

だくようなことに努めていただきたいと思いま

す。 

 それと、本会議で、先ほど中山委員からもご

指摘があったんですが、私が、長期化したこと

が裁判のせいだというようなことをマスコミが

報道しておりましたが、これは本会議で山田

（博）議員から長期化したことが非常に問題で

はないかというご質問があって、その中で私は、

3年もかかってしまったことは遺族の方々にと

っては長期間お苦しみになったことと思います

けれども、やはり裁判になったことによって長

期化した傾向もございますので、私どもといた

しましては、裁判に至る前に学校、教育委員会

または当該地方公共団体がご遺族の方と十分協

議をして納得いただくような結論を出すべきだ

と考えているという認識を持っております。 

 裁判になると、どうしても公判が月に1回と

か、そういうペースで進んでいきますから、よ

その県の事例を見ましても、長期間かかってし

まうというのは裁判制度の常でございますので、

私どもといたしましては、そこで起こった事案

というのを学校が真摯に受け止めて、遺族側に

寄り添った対応、また、同級生にそういういじ

めを今後起こさせないような教育をするために

どうすればいいかということについては、十分

話し合いをした上で対応していくべきだと考え
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ております。 

 いじめ防止については、今後とも、県教委、

市町教委、また、学校現場と連携を密にしなが

ら取り組んでいきたいと考えております。 

【山本(由)委員長】 ほかに質疑はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ほかに質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。 

 報告第16号は、承認することにご異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、報告第16号は、承認すべきものと決

定されました。 

 ここで午前中の審査を終了いたしまして、午

後は1時30分より再開いたします。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午前１1時４７分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

 次に、提出がありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について、

説明をお願いいたします。 

【田渕総務課長】 「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたして

おります教育庁関係の資料について、ご説明い

たします。 

 対象期間は、本年6月から8月までであります。 

 まず、1ページであります。これは県が箇所

づけを行って実施いたしております市町等に対

し、内示を行った補助金についての実績であり

まして、直接補助金、公立学校施設整備費負担

金など計6件となっております。 

 次に、2ページです。これは1,000万円以上の

契約案件についての実績でありまして、計7件

となっております。そのうち競争入札の結果に

ついては、3ページから13ページに記載のとお

りであります。 

 次に、14ページから28ページであります。こ

れは知事及び部局長等に対する陳情・要望のう

ち、県議会議長宛にも同様の要望が行われたも

のでありまして、内容は、長崎県町村会の県に

対する要望など計12件となっております。 

 次に、29ページから32ページであります。こ

れは附属機関等会議結果を記載しておりまして、

第4回長崎県社会教育委員会など計3件の会議

結果を記載しております。 

 以上で説明を終わります。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、これより、

まず陳情審査を行います。 

 お手元に配付いたしております陳情書一覧表

のとおり陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧ください。 

 お手元の陳情書一覧表の14、15、16、21、

24、26、28が対象となります。 

 陳情書につきまして、何かご質問ありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 陳情につきましては、質問

がないようですので、承っておくことといたし

ます。 
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 次に、所管事務一般に対する質問を行うこと

とします。 

 まず、先ほど説明がありました「政策等決定

過程の透明性等の確保などに関する資料」につ

いて、ご質問はありませんか。 

【中村委員】 今回、調理の、学校給食の点で入

札があっているんですけれども、別段、見た目

では問題ないと思うんですけれども、ただ、ご

存じのとおり、最近、学校給食を残す子どもが

多いという話がたくさん出ています。問題にな

っています。 

 それで、今回、落札した業者というのが2者

あるようですけれども、Ｃ地区を落札した業者

の技術評価点が200点満点のうち170.9点です。

一番最後にＢ地区の学校給食を落札している会

社の技術評価点は135.4点しかないわけです。こ

の点数の差というのが、私個人の考えだけれど

も、要するに、先ほど言った料理の内容にも結

びつく可能性もあるのかなと。そうなった時に

は子どもたちが本当においしく食べれる給食な

のか、それとも先ほど言った問題になるような

給食なのか、そこら辺の判断というのはどうい

うふうにやられているんですか。 

【山本体育保健課長】 技術点につきましては、

合計200点ということで評価しておりまして、

安全管理、衛生管理、業務経営体制などでそれ

ぞれ点数を振っております。また、それぞれ足

切りラインとして半分以上の点数が必要として

おりまして、これについては外部の大学の先生

等の有識者に審査をしていただいております。

審査をするに当たっては業者からのプレゼンテ

ーションを実施し、どういった内容の給食を提

供するのかや安全管理の面についてはどういう

ところに配慮するのかということを総合的に審

査いたしまして、一定、基準以上の得点を得て

いるということで合格として、あと残りの300

点満点中100点につきましては、価格というと

ころの競争性を評価いたしまして、それを点数

化して、点数が高い方を落札業者としたところ

でございます。 

 ご心配の安全であるとか調理の内容につきま

しては、きちんと担保できるように審査をして

いる状況でございます。 

【中村委員】 私が心配しているのは、合計点数

でもこれだけ差があるのは事実ですね。ただし

かし、学校給食提供の姿勢とか、安全衛生管理

とか、業務運営体制とか、事業実施主体の適格

性とか、全て差があるわけです、この両者が。

そうした時に、これだけの差があって同じよう

な内容で料理をつくったり提供したりすること

が可能なのかというところを心配しているんで

すよね。 

 逆に言えば、Ｂ地区を落札してますよね。そ

の業者に対して適正な指導をして、今後はもう

1者と同等のような点数になるような努力をさ

せるべきだ、してもらわなくてはならないと私

は思うんだけれども、その辺についてはどう指

導していますか。 

【山本体育保健課長】 請負業者に関しましては、

社員教育ということで調理員の方にしっかり研

修をするように、技術的指導をするようにお願

いしております。県においても、請け負われた

調理員の方を全て集めまして、実際の給食が始

まる前、8月にちゃんとした食の安全が担保さ

れるような研修を行っているところでございま

す。 

 また、請負業者においても年間を通して、そ

のような研修については適宜行っていくことと

しております。 

【中村委員】 履行期間が3年間ありますよね。

その3年間でどのぐらい会議を開くかわからな

いけれども、結局、3年間にこの点数の差は必
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ず埋め込んでほしいわけです、私たちとすれば

ね。子どもたちも、例えば、学校が違って給食

が違った時に、もしそれがいろんな意味で公表

されたとか、そういう時に子どもが食べる給食

の内容が違うとか、そういうことになってもま

た困るわけだから、その指導に当たっては、こ

れだけの点数の差があるというのは、何かある

んじゃないかと私は心配しているものだから、

それがないように3年間で、できるだけ早い時

期に追いつくような体制をとらせなければいけ

ないと思うので、的確な指導をしていただきた

いと思います。 

 でき上がった給食を給食センターの所長あた

りが試食するわけでしょう、毎回。そういった

時に、例えば、いい方の食事と点数が低い方の

食事と、どれだけの差があるのか、私たちも見

てみたいわけだけれども、その辺については、

あなたたちは行って現場を見たりとかもしてい

るんですか。 

【山本体育保健課長】 実際の給食の調理につい

ては、それぞれの学校での調理場を活用して、

調理の方がそこに入って請負という形で調理を

していただいております。 

 献立、給食のメニューについては、それぞれ

県の栄養教諭ないしは栄養士が献立をつくって、

日々の食の管理というのは適切にしております。 

 また、実際の給食の管理は学校長が責任を持

って行うということで、日々の検食については、

学校の管理職が検食をするようになっておりま

す。 

 私どもも、先般、学校に出向きまして調理内

容については試食をして確認をさせていただい

ております。 

 今後とも、食の安全については、県と学校が

一緒になってしっかりやっていきたいと思って

おります。 

【中村委員】 ぜひお願いしたいと思います。あ

れだけのことを報道されている時に、どこの学

校の子どもたちも一緒の内容のおいしい食事を

食べさせたいというのが保護者の理想でもあり、

考えだと思うから、その辺は十分注意していた

だきたい。 

 先ほど言われた栄養士がメニューを考えてい

ると思うんだけれども、ただ、栄養士の年齢に

よっても食事に差が出てくるらしいんだ、聞い

たところによればね。だから、その辺について

は、栄養士の皆さんたちとたまに一緒に協議を

したりして、同じような、各学校の給食が平等

になるような体制をとっていただきたいと思い

ますので、できる限り努力をしていただいて、

食べ残しがないように、おいしい食事を子ども

たちに与えていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

【山本(由)委員長】 ほかに、「政策等決定過程

の透明性等の確保などに関する資料」について

質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、「政策等決定過

程の透明性等の確保などに関する資料」につい

ての質疑を終了いたします。 

 次に、議案外所管事務一般についてご質問を

お受けいたします。 

 議案外所管事務一般について質問はございま

せんか。 

【里脇委員】 県立上五島海洋青少年の家の新上

五島町への移譲についてということですが、ま

ず、県が設置して町が指定管理者でということ

で、現在の運営の内容について、どういう指定

管理のやり方をされているのか。 

 この質問の趣旨は、これが今後、県の方で外

壁改修工事を実施して町に移譲するということ

ですけれども、この辺について恐らく無償で移
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譲されると伺っています。改修工事に係る費用

負担を県がやっているので、維持費や施設運営

については、町の方で見てくださいということ

で移譲を考えておられるのかどうかということ、

その辺のところを知りたい。 

 まず、指定管理の現状をお聞きしたいという

ことです。 

【原生涯学習課長】 今の指定管理者につきまし

ては、施設の供用開始時に管理事務及び使用料

の徴収事務等を旧上五島町に委託しており、町

が管理運営をしてまいりました。その経緯や上

五島海洋青少年の家が新上五島町の施策と関連

していることから、指定管理者制度導入時に新

上五島町を指定しております。 

 今、職員が4人おりますが、4人の中の3人が

新上五島町の職員と併任で、うち1人の町職員

の方が中心の仕事をされております。そういう

ことで、町が主体的に管理運営を行っていると

いう現状でございます。これが1点目でござい

ます。 

 また、この移譲につきましては、町の要望で

整備した施設で、建物の敷地が町有地であるこ

と、それから、開設当時から町が実質的に運営

をしてきたことや、地元の利用率が高いことか

ら、これまで県の行財政改革に基づきまして移

譲についての協議をしてまいりました。協議の

結果、町の方で地元により密着した地域振興に

資する運用が柔軟にできるということと、大規

模な改修をこれまでやっていなかったというこ

ともございまして、本年度、外壁改修工事等を

実施するということから移譲を具体的に進めて

いくことにしております。 

【里脇委員】 ということは、今まで県が費用負

担をしていたというわけではなくて、全て町の

方で維持と運営面についてやっておられたとい

うことですね。 

【原生涯学習課長】 運営経費の費用負担につき

ましては、町が全体経費の3分の2を、県が3分

の1を負担してまいりました。県の負担金が約

400万円でございます。 

【里脇委員】 もう一度、最初の質問ですけど、

この移譲については、要するに、無償で移譲と

いうことで考えておってよろしいんですか。 

【原生涯学習課長】 県の「県有財産の交換・譲

与等に関する条例第3条」で、「国または地方

公共団体が公用もしくは公共用、公益事業の用

に供するためには譲与または」という条項がご

ざいます。町も、これまでどおり青少年教育施

設として使用していくと伺っていますので、無

償での移譲を予定しているところです。 

【里脇委員】 今までの県の費用負担3分の1に

ついては、移譲後はどういうふうになるんです

か。 

【原生涯学習課長】 移譲後は、財政的な援助を

行う予定はございません。ただし、これまでと

同じように活動内容とか広報とかは、県内にあ

る青少年教育施設でございますので一緒に行っ

て、町に移譲した後もきちっとした運用ができ

るように助言していこうと思っております。 

【山本(由)委員長】 ほかに議案外所管事務一般

について質問はございませんか。 

【中山委員】 災害対応トイレ等の推進について

ということでお尋ねします。 

 まず、災害時の避難所に指定されている県内

の小・中・高校の拠点数は幾らありますか。 

【野口教育環境整備課長】 避難所として指定さ

れております公立学校の数ですが、県立学校で

いいますと、本校69校のうちの61校が指定され

ております。小中学校につきましては、509校

のうち455校が避難所として指定されていると

いうことであります。 

【中山委員】 かなりの率、8割か9割程度が指
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定されているということでありますので、指定

についてはかなり進んでいると思います。 

 そこで、耐震性の貯水槽などがあって飲料水

の確保ができている箇所、また、非常用の備蓄

があるところのパーセント、そして、災害無線

など通信手段を確保している等、指定校につい

てどういう状況になっているのか教えてくれま

すか。 

【野口教育環境整備課長】 先日、文部科学省が

全国調査をした内容が公表されております。そ

の内容でいいますと、備蓄に関する防災機能、

備蓄倉庫を保有する学校数の割合ですが、本県

につきましては34.2％ということであります。

また、飲料水に関する防災機能、耐水性貯水槽

等を保有する割合が16.4％。それから、断水時

のトイレに関する防災機能を保有する割合が

3.1％ということでございます。あと2項目ほど

ございまして、電力に関する防災機能を保有す

る割合が16.2％。通信に関する防災機能、通信

設備を保有する割合が44.9％というような割合

でございます。 

【中山委員】 特に耐水性貯水槽等を保有する割

合が16.4％ということでありまして、全国平均

が66％になっていますよね。この辺は、やろう

と思えば、そう難しい問題ではないような感じ

がするんですけれども、この辺をどう取り組ん

でいくのかという問題。 

 もう一つ、災害時の断水時も使えるトイレの

整備の状況は3.1％ということでものすごく低

いわけです。これをどういう形で整備率を上げ

ていくのか、その辺が課題だと思います。 

 もう一つ、現在の公立小・中・高校のトイレ

の洋式化の進捗状況はどういうふうになってお

りますか。 

【野口教育環境整備課長】 まず、防災機能につ

いて、どういうふうに今後取り組んでいくのか

ということでございます。 

 避難所に指定されている学校に求められる防

災機能については、地域の防災計画全体の中で

防災担当部局が中心となりまして、教育委員会

は、その関係する機関になりますが、教育委員

会でありますとか、福祉・保健の部局でありま

すとか、上下水道等の関係部局及び地域住民等

と連携しながら取り組んでいくものとされてい

るところであります。そういった全体的な計画

の中で、学校を所管する教育委員会としての役

割を果たしていくことになるものと思っており

ます。 

 委員がおっしゃるとおり、率として非常に低

いわけでありますが、これを受けまして、私ど

もが、全ての市町教育委員会にいろいろとお尋

ねしたところ、教育委員会レベルで推し進めよ

うとしてもなかなか進むものではないというこ

ともあり、全体の防災計画を立てていく部局が

中心となって、その中で教育委員会も役割を果

たしていくということに今後もなっていくので

はないかと思っております。 

 また、この結果については、県の防災担当部

局にも直ちにお伝えした上で、関係するところ

が連携し合いながら、市町の防災の機能が進ん

でいくように今後も連携しながら働きかけてい

くことが大切であろうという話になったところ

であります。 

 それと、トイレの現状ということでございま

すが、小中学校の洋式化されたトイレの現状は、

全体の30.3％であったと記憶しております。 

【中山委員】 トイレの洋式化は、まだ30％程

度ということで、今後、かなり整備する必要が

あるのではないかと思っております。 

 トイレについては、洋式でなければトイレを

我慢するとか、いろいろ健康上も無理がある生

徒もいると聞いておりますので、時代に合わせ
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てトイレの洋式化については、ぜひ進めてもら

いたいと思います。 

 そして、断水時に使えるトイレの整備は3.1％

ですから、これをどう進めていくのか。教育環

境整備課は、「文部科学省の補助制度を周知し」

とありますけれども、周知するだけで進むのか

どうか。やはり一定の補助制度を設けて促進す

るのも一つの方法なんですね。そこまで踏み込

んで取り組んでいく意思があるのか、再度お尋

ねしたいと思います。 

【野口教育環境整備課長】 こういった防災機能

の整備充実については、国の補助制度、文部科

学省が持っております防災機能強化の制度もご

ざいますし、平成32年度までの緊急防災・減災

事業債といったものもございます。そういった

市町が有利に使える制度を紹介していって十分

活用していただきたいと考えているところでご

ざいます。 

 市町が指定する指定避難所の整備について、

県として何か財政的な支援をということについ

ては、ご存じのとおり、県の財政事情も非常に

厳しいところがございますので、財政的な支援

を県がするということは非常に困難なことであ

ると思っております。先ほど申し上げたことの

繰り返しになりますが、国の制度等周知をして

いって、それともう一つ、市町における防災機

能の強化については、防災担当部局を中心とし

て、関係する部局で予算等についても考えてい

ただいて連携しながら取り組んでいくものであ

ると考えております。 

【中山委員】 今までそういう形できたと思いま

すが、いずれにいたしましても、災害時のトイ

レの費用については、そうお金がかかるのかな

という気がします。本県は3.1％、全国は50％ぐ

らいまでいっているんですね。 

 それで、周知させてやれるならば、それが一

番いいんだけれども、そう簡単には、今までが

3％ぐらいしか関心がないわけだから、その辺

は財政を負担すべきところはして、これは人命

にかかわる問題なんです。その辺はよく考えて、

災害があっては困るけれども、今、災害という

のは、いつ、どこであってもおかしくないよう

な状態なんですよ。市町が指定するにしても、

市民であり、県民なんですよ。そして学校施設

ということでありますからね、それを含めて県

として何らかの財政負担というか、補助制度を

つくって促進すべきだと考えておりますが、最

後にもう一度お尋ねいたします。 

【野口教育環境整備課長】 避難所という点から

考えますと、先ほどの小中学校については455

校が避難所に指定されているというお話をしま

したけれども、県下全体でいきますと1,600カ所

以上あると聞いております。その中で公立小中

学校が455カ所ということでありまして、避難

所全体の整備は、やはり学校だけの整備という

ところではないのではないかと思っております

ので、県として学校の整備について補助制度を

つくって云々ということについては、なかなか

難しいんじゃないかと思っております。 

【中山委員】 視点を変えて、防災に限らず、県

下の公立学校のトイレの洋式化については教育

環境整備課でやれるわけでしょう。これは全体

の30％ぐらいです。これをどう高めていくのか。

これがかなり上がると災害時も使える可能性が

出てくるわけでしょう。学校のトイレ洋式化の

今後の取組について少し教えてくれませんか。 

【野口教育環境整備課長】 小中学校のトイレの

洋式化については、率にして50％以上を洋式化

していきたいと86％ぐらいの市町が思ってい

る、そのような計画を持っているということで

あります。 

 今年度について言いますと、国庫補助を活用
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してトイレ洋式化の整備をしていくところが県

下で19校ございます。また、来年度の計画とし

て小中学校でトイレを整備していきたい学校が

24校ございます。これは国の補助金の制度であ

りますので、24校が全て採択されるかどうかは

来年度になってみないとわかりませんが、そう

いったところで毎年少しずつではありますが、

洋式化は進んでいる状況でありまして、市町に

おいても進めていくという考えをお持ちである

ということであります。 

【中山委員】 市町については、少しずつ取り組

んでいるわけでありますから、それをできれば

加速してほしいなと思います。 

 県立高校のトイレの洋式化は、100％完了し

ているんですか。 

【野口教育環境整備課長】 申し訳ありません。

今、資料が手元にありませんので。 

【中山委員】 市町に協力していただくことはい

いけれども、県立高校が69校あるということで

すが、100％済んでいないようであれば、割合

がわかれば教えてくれますか。 

【野口教育環境整備課長】 県立学校のトイレの

洋式化の率でありますが、高校、特別支援学校

を合わせまして36.8％であります。 

【中山委員】 そうすると、市町とあまり変わり

ませんね。これについては市町に遠慮する必要

はないわけでありますから、県教育委員会の主

導でやれるわけでありますから、今後、高校と

特別支援学校で36.8％ということでありますけ

れども、これをどういう形で洋式化を進めてい

こうと考えているのか、お尋ねしたいと思いま

す。 

【野口教育環境整備課長】 県立高校については、

それぞれの学校が経過した年数等もございまし

て、老朽化等もございます。そういった老朽化

などの大きな改修がありますので、そういった

機会を捉えてトイレについても整備をしていき

たいという考えが1つございます。 

 あと、学校の要望に応じて、トイレのみの改

修というものもやってきておりますので、学校

とよく話をしながら進めていきたいと思ってい

るところであります。 

【中山委員】学校の要望ということより、トイ

レの洋式化については常識ですよ。そうなると、

36.8％をとりあえず50％に何年度までにもっ

ていくとか、80％に何年度までにもっていくと

か、計画的に整備すべきだと思います。計画的

に整備する、整備計画を立てる考え方はござい

ませんか。 

【野口教育環境整備課長】 各学校で洋式化され

ているところがないという学校はないわけであ

りますので、今後、洋式化が進んでいくように

努力をしていきたいと思っております。 

【中山委員】 学校に洋式トイレがないわけじゃ

ないんだという話ですよね。捉え方の問題です

よね。生徒が多いところでは1,000人以上おるわ

けでしょう。そういう捉え方というか、やるか

らには徹底してやらなければいかんですよ。洋

式トイレがあるからいいじゃないかと、その辺

の意識の問題ですよね。以前は我々は洋式トイ

レじゃなくてもやれたけれども、今の子どもは、

そうはいかんですよ。そうであればきちんと計

画を立てて、金がかかったとしてもやっていく

べきだと私は考えておりますので、ぜひそうい

う方向で、今、急に言ったからそこまで考えて

いないと思いますけれども、今後、小学校、中

学校あわせて、高校も含めて、高校がモデルに

なるような形で市町を引っ張っていく形が望ま

しいと思いますので、ぜひそういう形で取り組

んでいただくことを要望しておきたいと思いま

す。 

【山本(由)委員長】 ここでしばらく休憩いたし
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ます。 
 

― 午後 ２時 ６分 休憩 ― 

― 午後 ２時 ７分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 意見書についての審査をいたします。 

 今回、公明党より、「小中学校におけるプロ

グラミング必修化に対して支援を求める意見

書」提出の提案があっております。 

 ここでお諮りいたします。 

 宮本議員より、意見書提出の趣旨説明のため

委員外発言をしたい旨の申し出があっておりま

すが、これを許可することにご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、委員外議員の発言を許可することに

いたします。 

 それでは、宮本議員より意見書提出について

の趣旨説明等をお願いいたします。 

【宮本議員】 お時間をいただきまして、ありが

とうございます。 

 それでは、「小中学校におけるプログラミン

グ必修化に対して支援を求める意見書（案）」

について、説明をさせていただきます。 

 この意見書につきましては、さまざまな支援

を要望するものであります。コンピューターを

動かすプログラムをつくることを目的に、論理

的に考える力をもっともっと養っていこうとい

うことを目的にされ、本年3月の学習指導要領

の改訂を受けまして、2020年度から小学校にお

きましてプログラミング教育というのが必修化

されることになりました。それを受けまして今

回の意見書になります。 

 現在、インターネットの普及であったり、 

ＩｏＴの活用拡大、そしてまた、ＡＩの開発、

第四次産業と言われているものが今非常な転換

期を迎えているという現状があります。 

 先ほど申しましたとおり、2020年にプログラ

ミングが小学校において必修化されるというこ

とから、各都道府県においても、教育委員会に

おいても、人材育成であったり、指導内容につ

いては、さまざまな試行錯誤が繰り返されてい

る現状があろうかと思います。そしてまた、ど

の分野に力を置いていいのか、そして、どのよ

うな人材をつくっていくべきなのか、その課題

が今後非常に大きな問題として挙げられており

ます。 

 そういった中、地域間の格差を是正するため

にも中核となる指導内容については、全国共通

となるべきものですよということが求められて

いこうかと考えております。 

 現在、小学校におきましては、プログラミン

グ授業を先行実施している一部基礎自治体もあ

りますけれども、その基礎自治体との整合性な

ど幾つかの課題も挙げられております。 

 そこで、次の3つに対して国に対して、要望、

支援を求めるものであります。 

 1つ目が、早期にプログラミングの指導の概

要について明らかにしていただきたい。 

 2つ目、円滑な指導を行うために自治体間の

格差を是正するために必要な財政措置を行って

ください。 

 3つ目、民間の人材の積極的な活用をしてく

ださい。または小規模な自治体などにおいては

適正な人員配置が困難な場合などは広域での対

応を認めるなど弾力的な人材配置を求めてくだ

さい。 

 このような形で国に対して小中学校における

プログラミング必修化に対して支援を求めると

いう意見書を今回会派から提出させていただき

ました。 
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委員各位の賛同を賜りますように、何とぞよ

ろしくご審議をお願いいたします。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 ただいま、宮本議員から説明がありました「小

中学校におけるプログラミングの必修化に対し

て支援を求める意見書（案）」について、ご質

問はございませんか。 

【浅田委員】 この中には先行基礎自治体という

ことが出ておりますが、長崎県内で、実際問題、

どこかこれから検討するところとか、現状など

はどうでしょうか。 

【木村義務教育課長】 まず、プログラミング教

育でありますが、先ほど説明にもありましたよ

うに、本年3月、学習指導要領の改訂の中で初

めて小学校に盛り込まれました。平成24年度の

改正から、中学校では既に技術・家庭科で10時

間程度しておりました。 

 今回、特に小学校にかかわるものだと思いま

すので、本県では小学校の先行実施というのは

しておりません。 

【浅田委員】 中学校で今やられている科目があ

ろうかと思いますけれども、その状況、あと生

徒の反応だったり、やってみての現状を把握し

ておられれば教えてください。 

【木村義務教育課長】 先ほど言いました技術・

家庭科で10時間程度行っています。 

 内容につきましては、コンピューターを利用

した計測制御で基本的な仕組みを知ること。ま

た、情報処理の手順を考え簡単なプログラムを

作成できることということであります。実際に

は、例えば、操作をしまして自動車等の動きを

コントロールしたり、また、そのためのコンピ

ューターの手順の図を書いたりということであ

ります。 

 子どもたち一人ひとりの感想等は取りまとめ

てはいませんが、各学校で適切に行われている

ということで、ここに特段問題はありません。

学習指導要領の内容ですので、当然のことかと

思います。 

【浅田委員】 わかりました。ありがとうござい

ました。 

 私も、ご提案のありました意見書の中身のプ

ログラミングは、今後、必ず求められてくるも

のだと思っていますので、どういった状況で検

討できるか、県でもまた考えていきつつ、こう

やって要望が出せればと思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに意見書についての質

問はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、しばらく休憩し

ます。 
 

― 午後 ２時１３分 休憩 ― 

― 午後 ２時１３分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

 意見書の提出について、採決を行います。 

 本提案のとおり、意見書を提出することにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、「小中学校におけるプログラミング

の必修化に対して支援を求める意見書」につい

ては、提出することに決定されました。 

 なお、体裁の修正等については、いかがいた

しましょうか。 

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、正副委員長にご

一任願います。 

【宮本議員】 ありがとうございました。 

【山本(由)委員長】 議案外所管事務一般につい

て質疑を再開いたします。 

【中村委員】 午前中、中山委員がいじめについ
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ての話をされておりました。以前からお話をし

ようということを思っておったんですけれども、

最近といいますか、以前からいじめの抜本的な

対策がないということは、私たちも理解してお

りますし、皆さんたちが一生懸命やってくれて

いるということも理解しています。 

 ただ、何というのかな、いじめを受けている

生徒が、例えば保護者にも話をすることができ

ない。また、学校で先生に話をすれば、友だち

の誰かが見ていた。そうすれば、結局自分がま

た逆にもっといじめられる可能性が出てくると

いうようないろんな理由から、いじめをされて

いる本人がほかの人に相談をする機会がないと

いうことで発展していることが非常に多いと私

は思います。 

 それで、以前試されたかどうかということは

私も定かじゃないけれども、できれば学校内で

全ての生徒たちが何か相談ごとがあっても話す

ことは無理だと思うので、手紙なら手紙に書い

て、その手紙を例えば直接担任の先生に送れる

ようなシステムを何とかできないかなと。ただ

しかし、それを学校で配布した、また、それを

家庭に郵送した、その難しさですよね。学校で

渡す場合は全生徒に渡して、悩みがある子が家

に帰ってから書いて、それを担任に直接郵便で

送るとか、そうすれば何とかできる可能性もあ

るのかな。ただしかし、学校でアンケートをと

った場合には、これはまず無理ですよね。みん

なほかの生徒が見ている。だから、また結局繰

り返すことになってしまうということがあるか

ら、何とかしてそういうシステムをできないか

なと。 

この間、委員会で北陸の方に行った時に、そ

れに似たようなアンケート調査をやっていると

いうようなことをちょっと聞いたような記憶が

あるんだけれども、ただ、学校自体でアンケー

トじゃなくて、要するに、学校で例えば送れる

状況にある封書を全生徒に配って、何かあった

ら担任の先生に相談をしてくださいというよう

な格好をとって、それを帰ってから書いて担任

に直接送れるような、ポストに投函するとか、

そういうことができないかな。それで解決する

とは限らないと思うし、逆に、それがまた要因

でいじめの、あの子がポストのところにおった

ばいとか、そういう話が出てくる可能性も出て

くるんだけど、その辺は出すのは、保護者に、

お父さん、お母さんに頼んで、これを後でポス

トに入れとってくれんねという感じですること

もできるのかなと思います。 

何とかしていじめを撲滅するような体制がで

きないかなと。郵送料を含めた予算はかかりま

すけどね。全校生徒となれば相当な金額がかか

ると思うけれども、しかし、それをやることも

必要なのかなと。 

先ほど副委員長も言われたけれども、一人の

命が亡くなった、この重さを考えた時に、それ

だけの予算がかかったけれども、それで未然に

防ぐことができるということも一つの方法じゃ

ないかなと。逆に、相談するところはたくさん

あるけれども、直接、本人が電話をしてそこに

相談をするということが一つの大きなネックに

なっていると思います。 

だから、一つの方法として、そういうことを

ぜひ部署内で協議をしてほしいなという考えも

あるんだけれども、どうですか。 

【高鍋児童生徒支援室長】 今、中村委員からご

指摘があったとおり、子どもたちのいじめをど

うやって発見するかということが教員全体の大

きな課題となっております。アンケートにつき

ましても、年間、複数回やっている学校は既に

100％でございますが、その中でなかなか書け

なということも確かに事実であろうかと思いま
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す。 

 そこで、いろいろな取組をしているところで

すけれども、小学校、中学校においては、「生

活ノート」というものがありまして毎日提出を

する。それにいじめがあったことを書けるよう

な雰囲気づくり、特別に出すんじゃなくて、毎

日提出している提出物の中にそういうコーナー

を設けるとか、あるいはアンケートも難しいも

のじゃなくて、毎週、例えば月曜日なら月曜日

に、「何か気になることはありませんか」とい

うことを本当に短い文章とかペーパーで出させ

るような学校があります。そうやってみんなが

出している中で拾い上げる等、それぞれの学校

で工夫をしているところでございます。 

 また、今おっしゃったように、封書を渡して

いつでも投稿できるということにつきましても

検討していく必要もあろうかと思います。 

県の教育委員会としましては、今年の7月か

らメールによる相談も受け付けておりますので、

そういうふうに多方面から子どもたちの悩みを

すくい上げられるような方策を考えてまいりた

いと思っております。 

【中村委員】 今年から新しい試みでメールも使

ってやっているということは私も知っている。

ただ、この間、現地調査に行った時に、ノート

により連絡をとっていったという事例がありま

した。これはいいことだなと。 

要するに、全ての生徒がそれに対応すればい

いんですよね。一人の悩みのある子どもが、そ

れに対してやったら、絶対またいじめの対象に

なるわけですから、全部の生徒が全て提出でき

るような内容にすればいいんだけれども、それ

でもやっぱり隣に席がありますから、どうして

も見えるわけです。そういうことを考えた時に、

果たして正直に書くかなというところもあると

思います。 

 そういうことを考えれば、さっき言ったメー

ルでもいいと思うんだけれども、何かしらの要

因で、どこからかそれが漏れて、結局また最初

に戻ったという話も聞くものだから、いろんな

やり方があると思うけれども、ぜひ試行錯誤し

ながら、本当に自分の心の中にあるような悩み

を直接、担任の先生に、本来であれば保護者に

話すことが一番いいんだろうけれども、なかな

かそこも難しいところがあるようだから、その

辺を含めてぜひ、新たな対策としてずっと続け

てもらって何か確立できるようなものを、それ

が全国的に長崎県でいいことをやっているねと

いうことを発表できるような体制をとってやっ

てもらえばなと思っています。ご存じのとおり、

今までたくさんの事件も起きていますからね。

そういうことを含めながら対処していただきた

いと思います。教育長、いかがですか、その辺。 

【池松教育委員会教育長】 午前中も申し上げま

したけど、いじめをどう認知するかということ

がまずスタートラインであります。中村委員が

おっしゃるように、いじめの構造の中では、い

じめる子どもと、いじめられる子ども、それと

傍観者という構造があるわけです。おっしゃる

ように、いじめられる子だけが突出して何か目

立つことをやると、なかなかいじめということ

自体も情報発信、先生方にも言えない部分があ

ると思いますので、先ほど申し上げたメールや

電話相談など、いろんな手法を考えていきたい

と思っております。 

 要は、周りの子どもも含めて、そういう事象

が起こっているということを保護者なり担任、

学校なりに躊躇なく伝えられるような手法を、

ご提案がありました手紙も含めて今後検討して

いきたいと思います。 

【中村委員】 いじめが要因で命を絶ったとか、

そういう現状は、ほとんど亡くなった子どもを
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持つ保護者の方たちは、現状を見たら、学校側

に一番責任を感じているという場合が多いです

よね。私自体、本来はその形じゃないと思うん

です。やっぱり自分の子どもですから、最終的

な責任は保護者が持つのが本当だと思うんだけ

れども、現状を考えれば、いじめについては学

校でが一番多いということで、結局、今回の件

も一緒だと思うんだけれども、学校側が責めら

れるわけです。 

 学校の先生たちも一生懸命、できる範囲で子

どもたちを見守っているつもりだと思うんです

よね。ただ、それが逆に仇になって保護者から

責められてしまうということが、結局、こうい

う補償問題になってしまう。 

だから、そういうことがないように、先生た

ちが、子どもたちの話を、悩みを直接聞けると

いう体制を確立しないと、これはもうなくなら

ないと思いますから、この辺にぜひ力を入れて

頑張っていただきたいと思います。 

 それともう1点ですけど、この間、いろんな

方たちと話をしていたら、この話が出てきたん

ですけれども、一つは、高校のスポーツ枠の入

学の件です。 

 現在、いろんなスポーツの競技で各高校が熾

烈な争いをしながら、インターハイ、そしてま

た、全国大会も含めながらいろんな大会に出て

います。その中で、公立高校の文化、スポーツ

を合わせての推薦入学は5名という枠が入って

います。私立高校においては、その定員の枠は

全くないと思うんです、私が知っている範囲で

ですよ、定かじゃありませんけれども。 

 そうした中において、県立高校は、県内の生

徒しか入学することはないと。ただ、私立高校

に至っては全国津々浦々の地域から子どもが入

ってくる。強い子どもたちが入ってくれば、そ

のスポーツはその学校で盛んになって強くなっ

ていくというシステムだと思うんですね。 

 なぜ公立高校の特別推薦入学の枠が5名なの

かということを私は知りたいんだけど、これは

どういう定義があって、こうなっているんです

か。 

【林田高校教育課長】 高校入試に関して大きく

3つの方法がございます。皆さんご存じのとお

り、学力検査を受けて入る入試が一般入試と言

われるものです。それと、各学校、これは全日

制に限っての話でありますけれども、定員の

5％から40％を割いて一般推薦入学という形で

学力検査を課さないものがございます。これが

大きな2つの流れです。それに対して、今、委

員からご指摘のあった文化・スポーツ特別推薦

というのは、平成15年度の入試改革からスター

トしたもので、もう15年近くたちますけれども、

各学校の教育活動をより活性化する、あるいは

将来的にはスポーツ振興にも資するという目的

で導入されたものでございます。 

 なぜ定員が5名なのかということに関して申

し上げますと、高校に入るということは中学生

にとって非常に大きな関門でございます。そん

な中で公平で客観的な形で中学校までどういう

学びをしたのか、学力がどれだけあるのか、競

技力がどれだけあるのかということをはかるの

が最も的確な入試だろうと思います。そことは

少し違いまして、自己推薦でもって、その学校

の競技とか文化活動に資する目的で入学を果た

すということですから、やはり一定の枠組みが

必要であろうということで5名という数字が出

てきたのではないかと考えております。 

【中村委員】 あなたたちの立場もわかるし、そ

ういう考えであったということは私もわかるけ

れども、今いろんな競技の中でどこが強いかと

いったら、やっぱり私立高校でしょう、スポー

ツでいったらね。それはなぜかといったら全国
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津々浦々からすばらしい選手を集めてやってい

るから、それだけのレベルに達しているわけで

あって、逆に考えれば、どういう形であれ、母

校の生徒たちが頑張って全国大会とかに出場し

てくれれば喜ぶＯＢがたくさんいるんですよ。 

 ところが、この間、ある話ですけれども、母

校が全国大会に出場した。ところが、選手に地

元の生徒が一人もいない。それをある方がフェ

イスブックにたまたま載せたそうです。それが

炎上して、すごい範囲に広がって、学校の代表

者からもクレームがついたという話を聞いたも

のだから、それも一つどうなのかなと。 

 ただ、私も私立の卒業だけれども、やっぱり

自分の学校がいろんな大会に出場する時に、や

っぱり地元の子どもたちがたくさんおったら、

それだけうれしいものであって、たくさんの応

援者がつくものであると私は考えるわけです。

そういうことを考えた時に、なぜ公立高校は5

人の枠しか持たないんだろうと。 

 資料をいただいたんですけれども、長崎で国

体があった時には、13人とか、11人とか、15

人とっているところもあったわけです。だから、

別段5名という規制に当てはまらなくてもいい

んじゃないか。結局、それだけの能力があって、

長崎県内の高校に行って、自分はもっとレベル

アップしたいんだという気持ちがある子がたく

さんいるのであれば、それはその学校に入って

もらって、もっと頑張ってもらうということも、

もう少しあってもいいんじゃないかと私は思い

ます。何とかこの枠を、5名という枠を何とか

変更できないかなと思うんだけど、どうですか。 

【林田高校教育課長】 激励ありがとうございま

す。公立高校の一部の声の中にも、こういった

枠組みをもう少し増やしてもらいたいというご

意見はあります。 

 ただ、現状を申し上げますと、そういうふう

に枠を5名設けて5名を全て満たしているとこ

ろもあれば、1名もとれないという学校もござ

います。例えば、離島の学校とか小さな規模の

学校ですと、特別推薦枠による入学者は少のう

ございます。 

 したがって、この枠を無制限に拡大しますと、

当然、定員規模の大きな、今でもスポーツの盛

んな学校にどんどん生徒が集まるような状況が

生じるのかなと思っております。その懸念が1

点あります。 

 もう1点は、本来は、その学校で学校生活を

するという前提で入学するわけで、競技力があ

って、当然目的を持って来るんでしょうけれど

も、入学の手段としてこの制度が乱用されかね

ないという問題もございます。 

 また、生徒側からすると、特定のスポーツと

か文化の部門ですぐれた実績を残したとしても、

例えばけがとか、いろんなアクシデント等で自

分の持っている能力が高校で開花するかどうか

という問題もございますし、けが等でのリタイ

ヤということもございます。いろんな課題があ

りますので、せっかくのご提案ですから、我々

としては慎重に考えながらも少しずつ前向きに

検討をしてまいりたいと考えております。 

【中村委員】 なぜ私がそう言うかというのは、

先ほど言われたように、余りにも一つの学校の

一つの競技にすぐれた生徒が集まり過ぎてもよ

くないというのはわかるんだけれども、しかし、

5名の枠があった時に、団体競技であれば9人、

11人とか人数が要るわけじゃないですか。その

時に、本当は7名とったら、うちは勝てるんだ

けどという気持ちがあった時に、枠が5名だっ

た。そしたら、すぐれた2人の残りがどこかの

学校に行ってしまった。それは当然、対戦相手

として非常にいい格好になるわけですけどね。

そうした時に全国レベルで戦って優勝を狙いた
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いという学校、また、そういう生徒たちが集ま

った学校で、それができるのであれば5名の規

制枠に入らなくても何とかしてもう1人、2人増

やしてもいいから、何とかこの学校を日本一の

学校にしたいという気持ちをもってすれば、で

きないことはないと思います。 

 ただしかし、先ほど言ったようないろんな弊

害も出てきますから、この中にも書いてあるよ

うに、ちゃんと毎年5名とっているところもあ

れば、3人しかとれなかった、2人しかとれなか

った、1人もとれなかったという学校がありま

すよね、島の学校とかありますよね。だから、

そういう差がつくのはよくないと思うんだけれ

ども、一つの案として、今回までずっと5名と

いう最大枠を設けているけれども、これは各学

校と話をしながら、何とかして規制をとけるも

のであればときながら、その学校が日本一にな

りたいという希望があれば、その辺については

時と場合の対処によって、何とかしてその枠を

取っ払ってでもやってやろうという気持ちを持

ってほしいと私は思いますので、ぜひ、先ほど

言われたように考慮しなから準備をしていただ

きたいと思います。 

【林田高校教育課長】 せっかくのご提案でござ

います。前向きに考えてまいりたいと思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに議案外につきまして

質問はありませんか。 

【久野委員】 私の方から1点だけお尋ねしたい

と思います。 

 いじめの問題は、大変重要な問題であります

けれども、同時にまた、教職員の不祥事の問題、

やっぱり子どもたちを教育、あるいはまた指導

するという立場の教職員の皆さん方が、こうい

う事件が相次いでマスコミ等にも乗るんですけ

れども、管理監督というような立場から、特に

校長、あるいはまた教頭先生、こういう方たち

が記載されているような事件を起こしている。

これ自体が本当に教育の管理監督する立場の中

で、一体何を考えているのかなと。本当に自分

達の身分を忘れて、こういうことに走ってしま

っているんですけれども、これは本当に指導す

る立場でこういう事件を起こすこと自体が間違

っていると私は常に思っております。中には、

教職員の皆さん方、私は今年の6月に子どもた

ちの部活の問題等について話をしました。学校

の先生たちも一生懸命になりながら、子どもた

ちのいわゆる部活の活動を自分の時間を割きな

がら、あるいは家庭の時間も犠牲にしながら一

生懸命されている教員もおるわけですね。そう

いう中で校長とか教頭とか監督する立場にある

人がこういうことをやっていること自体が、私

は本当に合点ならん。教育委員会も本当に恥な

んですよ、たった何人かのあれでね。非常にイ

メージが、この点について悪くなっていると私

は思うんです。 

 今から実効ある取組をしていくということが

ここに記載されておりますけれども、実効ある

取組とはどういうことなのか。そこあたりを少

し詳しく教えていただければと思います。 

【木村義務教育課長】 まず、今ご指摘の内容で

ありますけれども、私も教頭、校長をしてここ

に立たせていただいております。同職についた

者として、一つは、大変悔しく思います。また、

何とか根絶できないものかということで、今ま

でも取り組んできたつもりなんですが、引き続

き取り組んでいるところであります。 

 一方で、その管理をしているのが私でありま

すので、自分の力不足はないのかということを

今考えているところでもあります。 

 まずもって今取り組んでいるところは、今ま

でのことも継続しながら、8月10日以来、各市

町を回らせていただいているんですが、大きく
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4点、その中で話をさせていただきました。 

 1点目は、まさに管理職員としての職の重さ、

また、周囲から寄せられている信頼とか期待、

もう一つは、職そのもののやり甲斐、そういう

ことをきちっと自覚できているのか。恥ずかし

い話ですが、普段の生活の営みの中で、それが、

例えば忙しさとか、日々の生活の中で紛れてし

まっていないかということについて、改めて話

をさせていただきました。そして、管理職員が

起したことの影響を話したところであります。 

 2点目は、管理職員にとどまらず、これまで

指導してきたにもかかわらず、職員の中には引

き続き、まだ指導が行き届いていない、心に届

いていない者が、これも残念ながらいるという

ところをえぐらなければならないということ。 

 3点目は、教職員同士がそういう自覚、やり

甲斐、使命感のもとに教職員同士で不祥事をし

ない、させないという同僚性や、例えば、先ほ

どいじめの話も出ましたが、何でも相談できる、

気になれば話しかけることができるような働き

やすい職場環境の構築について。 

 そして、4点目としては、何よりもあらゆる

不祥事を根絶しようとする長崎県の教職員自身

の自浄力であります。 

 具体的には、今までもさまざまな取組をして

きましたので、もう一度さらにというところで

は、今日、午前中に教育長からも話がありまし

たが、その不祥事を起こした者のその時の心、

また、背景等をしっかりつかんで、それをもと

に研修をしたいということ。もう一つは、今後、

21市町の教育長とともに、その徹底について具

体的な取組の一つ一つを明らかにしながら進め

ていきたいという思いを持っているところであ

ります。 

【久野委員】 わかりました。やっぱり私が考え

ていましたように、自覚が足らん、あるいはま

た倫理観に欠けているとか、こんなことがいろ

いろ出てくると思うんですけれども、二度と県

内からこういう不祥事が起きないように、ぜひ

ひとつ監督指導を徹底していただきたいという

ことだけ申し上げたいと思います。（「関連」）

と呼ぶ者あり） 

【中山委員】 今、久野委員から質問があって義

務教育課長が真摯に答弁されましたので、その

取り組む姿勢については理解いたしました。こ

れを何とかなくすために、もっと知恵がないの

かなという気がするわけです。 

 そこで、1点お尋ねしますけれども、「不祥

事に至った原因や背景、当事者の心理状況等を、

不祥事根絶のための研修資料として取りまとめ

た」とあります。どのようなメンバーで取りま

とめたのか。 

 もう一つは、これを「全小中学校の校長に配

布」とありますけれども、なぜ全職員に配布で

きないのか。 

 まず、この2点についてお尋ねしたいと思い

ます。 

【松田義務教育課人事管理監】 根絶のための研

修資料につきましては、このような冊子をつく

って配布しております。 

 配布先につきましては、まずは管理職員に渡

すようにしております。内容等については、よ

り具体的に記載して職員一人ひとりが自分たち

の身近なものとして危機意識をしっかり持てる

ようにという形で作成しておりますので、中身

については、まずは管理職員におろしまして、

それを自校の教職員におろしながら協議をし、

不祥事根絶のための取組につなげていく資料と

して活用しているところです。 

 実際に作成しているものは、現在、服務を取

り扱っております人事班が主になって作成し、

その後、義務教育課の中で課長の決裁を受けて



平成２９年９月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（９月２６日） 

- 39 - 

からという形で検討を進めて作成している段階

でございます。 

【中山委員】 原因とか背景とか、資料について

は人事班でいいと思うんですね。ここで発想の

転換をして、教職員、特に事件を起こした人も

入れて、その中で協議してもらって、どうすれ

ば防止できるかという逆の発想、上から下じゃ

なくて、もう一回職員の中で、これをつくらせ

ていこうじゃないかと。 

 そして、さっき義務教育課長が言ったように、

職員同士でお互いに防止するのが最大のポイン

トだと思うんですよ。このコミュニケーション

が今少し弱くなっている部分があります。学校

というのは20人から30しかおらんのですよ、は

っきり言えば。腹を割って話をすれば防止でき

る可能性があるんですよ。 

 そこで、もう一回、この資料をつくるのはい

いけれども、今後、この分については職員に練

らせて、その上で人事班も入ってやっていいと

思うけれども、原案については逆の発想、職員

の意見をまず聞く、起こした人の意見を聞くと

いう形でつくり上げた方がいいのかなという気

がしているんですけれども、提案でございます、

どうでしょうか。 

【松田義務教育課人事管理監】 まず、言葉が足

りませんでしたが、現在は、この不祥事につい

ては、不祥事を起した者から、その動機や背景、

原因等についても詳しく調書をとって、こちら

の方も把握している段階でございます。それを

もとにこちらも検証しながら、この資料を作成

しているというのが大きな第一段階になります。 

 作成後につきましては、現在は、この作成資

料を、服務規律委員会等の校内でどのようにそ

れを活用して研修をし、協議し、根絶につなげ

ていくかという協議の場を各学校で持ちながら、

今、進めさせていただいているところでござい

ます。 

 委員ご指摘のとおり、さまざまな視点から、

この資料がより活用できるような形で改善を図

っていきたいと思います。 

【中山委員】 活用じゃなくてね、発想の転換で

すよ。要するに、事件を起こした人から聞き取

るということだけれども、ひょっとしたら、そ

の人がつくる立場だった場合と話す場合は違う。

ひょっとしたら心の病があったかもしれない。

その辺がここには出てこない。 

 教育長始め、皆さんが一生懸命やっておられ

ることはわかっております。しかしながら、出

てくるんだから、何か方法を変えていかなけれ

ば、上から下だけでは、なかなかおさまりがつ

かないんじゃないかと思います。こういう機会

にもう一回見直しをしてやる方法も考えていい

と私は思います。その辺についてどうですか。 

【木村義務教育課長】 ご指摘、本当にありがと

うございます。実は、この資料の初版をつくっ

たのが6年ほど前でありました。その時の発想

が、まさに今ご指摘いただいた発想でありまし

た。本当にその人はどんな気持ちでその時いた

んだろう、事件後、どんな心の動きがあったん

だろう、なぜそう突き動かしたんだろうと。今

ご指摘があったとおり、それを今までは供述書

等を中心にまとめて上げてきました。 

 一方で、もう一つ、各学校からのボトムアッ

プ型の不祥事対策ということで、先ほど少し出

ましたが、各学校に服務規律委員会をつくって、

それぞれが各学校でどんなことができるかとい

うことも想像してもらい、まとめるという取組

もしてまいりました。 

 ただ、そうしながらも、いまだ根絶に至って

いないというところについては、まだまだ工夫

が足りない部分や発想の転換をしなければいけ

ないところがあるのかなと思っています。やは
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り不祥事を起した者の気持ちをしっかりつかむ

ことが対策には一番つながることだと思います。

また、各学校の先生たちが、その学校できちっ

と考えてくれることが対策につながることだと

思います。 

 このあたり、2つをあわせもって、今やって

いることをどう変えることができるか、発想の

転換を含めて検討させていただきたいと思いま

す。 

【中山委員】 職員がつくったんだという意識を

持たせなければ直らんですよ。いじめの問題も

一緒ですよ、みんな関連している、これ一つじ

ゃない、不祥事だけじゃない。そうなると、昔

の学校文化を復活させんばいかんとさ、これは。

お互いに困ったらよく話し合いをする、ここを

きちんと押さえていけば、ここを押さえてない

んですよ、はっきり言って。上からもってきた

ところで、それは人ごととしか考えない。その

辺の、ボトムアップ方式でやったと言われるけ

れども、やり方が適切であったのか、何か他に

も方法がなかったのか。 

 それと、実際に事件を起こした人を中に入れ

んばだめですよ。深層心理があるわけだから、

表面的なことを聞き取るだけじゃなくて、一緒

に入れて議論をしてみて、そこで基本的に練っ

て、あくまでも職員がつくったという意識を持

つような冊子に今後していくべきだと考えてお

ります。もう少し知恵を出していただいて進め

ていただいて、ぜひこういう事件を少なくする

ように、さらなる努力をしてほしいと思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【橋村委員】 職員採用の年齢制限についてちょ

っとお尋ねをしておきたいと思います。 

 私、不勉強で、実際こういうことになってい

るとは思ってもおりませんでした。資料を提出

してもらって改めて確認しました。文部科学省

の「平成29年度教員採用等の改善に係る取組事

例」ということで資料をいただいたわけです。

その中で新規採用職員については年齢制限があ

って、大学卒業から一定期間、6年か7年ぐらい

というようなことで制限があって、それから先

は応募できないと認識しておったわけですね。

ところが、最近いろいろ情報を仕入れてみると、

年齢制限が撤廃されておるところすらあるとい

う実情にびっくりしたんですよ。びっくりした

というより、ああ、なるほどな、そういうふう

になっておるのかという現況を再確認したとい

うことなんです。 

 そういう中にあって、いろいろ国の方針も、

働きやすいとか、採用に対しても余り制限をし

ないようにと、応募する資格要件もあんまりフ

ィックスしないようにというような傾向の中で

非常にフレキシブルになっておるのかなという

思いです。 

 そこで、尋ねたいんです。資料によりますと、

47都道府県の中で18県が年齢制限が全く撤廃

されているんですね。制限そのものも今までは

しとったけれど、福岡県なんか、40歳で頭打ち

にしていたけど、もうこれは撤廃した、佐賀県

が39歳までだったのを49歳まで延長した、大分

県も40歳から50歳、北九州市においては、政令

指定都市ですけれども、40歳が59歳ということ

で、実質的には撤廃されているというような経

緯になっておるわけですけれども、そこら辺に

ついて県教委としての採用の制限に対しての考

え方、あるいは将来はどうあるべきなのか。現

在の考え方と、将来に対する考えについてお尋

ねをしておきたいと思います。 

【鶴田高校教育課人事管理監】 教員採用試験の

受験年齢の上限についてのお尋ねでございます

が、現在、本県では、2年前の採用試験から従

来の39歳から44歳に引き上げたところでござ
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います。この引き上げによって一定の受験者、

それから倍率の確保を果たしているところでご

ざいます。 

 また、今年の採用試験から社会人特別採用選

考という、一定期間、民間企業で経験を積んだ

方の受験については、高校に限っては49歳に引

き上げているところでございます。 

 本県の現状といたしましては、50歳代の教員

の数が非常に多いという中で、年齢制限の撤廃

といったことをしていきますと50歳代も当然

合格者が増えていく可能性があります。その分、

若い教員の採用、門戸が閉ざされる、年齢構成

のバランスが崩れていくといった懸念もござい

ます。 

 将来的な考え方でございますけれども、現在、

九州各県では、先ほど委員からご指摘があった

とおり、福岡県、大分県、佐賀県では、年齢制

限を撤廃、あるいは引き上げているところでご

ざいます。九州各県でも優秀な人材の確保とい

うことで競争しているというような現状もござ

います。 

 そういった、本県もより優秀な人材を確保し

ていくという点で、今後とも、採用試験、受験

年齢も含めまして改善をさらに重ねていきたい

と考えております。 

 今年の実施分で九州各県で引き上げておりま

すので、今後の動向についても注視していきた

いと考えております。 

【橋村委員】 私がなぜこれを尋ねておるかと言

えば、幾つがいいのかという結論は私自身も持

ち合わせてないんですよ。それと、今、紹介が

ありましたように、若い人を制限してしまう、

タイトにしてしまうということもある。だから、

どこがいいだろうかと思いつつも、担当職員が

資料を持ってきたので、私もはっきりしていな

いけれども、少なくともしかし県教委として現

行ではどういう捉え方をしているのか、あるい

は全国の趨勢として、政令都市は別ですけれど、

47都道府県のうち18県は全部撤廃している。恐

らく数年後には過半数を占めるんじゃないだろ

うかという思いがあるんです。政令都市をカウ

ントすると、かなりの数が撤廃しているという

状況にあるので、将来はステップを重ねていっ

て、そうあるべき、あるいは「改善」という言

葉を使われましたけれども、文部科学省として

も将来はそういう方向を指向していくようにと

いう指導があっているのかどうなのか、そこら

辺のところもお尋ねしておきたいと思います。 

【鶴田高校教育課人事管理監】 幾つまでがよい

かというご指摘ですが、我々もそういう思いを

持っております。先ほども申し上げましたとお

り、九州各県が、宮崎県と鹿児島県は40歳まで

ということで現状維持ですけれども、北部、中

部の九州各県が年齢を上げておりますので、そ

のあたりの、その上げた分の受験生がどれだけ

多いのか、そういったところも含めて情報交換

をさせていただいて、本県として一番よい年齢

制限を検討していきたいと考えております。 

【橋村委員】 したがって、ほとんどが撤廃して

いる、ほとんどというわけではないですけれど

も、そういう流れにあるならば、制限を加えて

おくことの方が理由づけが難しいんじゃないの

かと、私なりに考えた時にですね。それと、確

かに若い人の職場がだんだん少なくなってくる

のでというのは否めない事実です、明らかな。 

 しかし、今度は例えば一旦退職をした人が再

就職をしようと、教員に復帰しようとした時に、

私はある程度、5年ぐらいでも休職期間を確保

してやるということも、子育てをして、そして

また再復帰して教育に当たるということも考え

ていくべきだと思っているんですよ。 

 だから、無給でも結構、子育て期間の5年な
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り10年でもいい、そして、再採用というか、復

帰させるということも考えていっていいのでは

ないかという思いと、あるいは県外に就職され

ておって郷里に帰りたい、家庭の事情もあると。

そうした時に自分は教職の免許を持っていたん

だ、あるいは家庭教師をした経験があるんだと

いうようなことで、手っとり早くと言うと少し

語弊もありますけれども、そういう能力を持っ

た人には復帰のチャンスというか、あるいは再

就職のチャンスがあってもと。 

 先般、私は、県内の人口減少に歯止めをかけ

るために県外からの移住促進という視点で質問

をいたしましたけれども、そういうきっかけづ

くりも、県外に出ていた人たちが。それは一般

的に社会体験をされていた人が学校教職員にな

ってという人も特別枠で採用されていると。そ

ういうコンセプトを酷似したような感じで改め

て県外から帰ってこられる人たちにもチャンス

をつくることがあってもいいんじゃないかと。 

 だから、おいておく、とどめておく、制限を

かけておくよりも、オープンにしていた方が、

そういうチャンスを広く与えるということにな

ってくるので、そういう方向が望ましいのでは

ないかという思いがあるんです。 

 したがって、文部科学省あたりの見解につい

てお尋ねしておきたいと思います。 

【鶴田高校教育課人事管理監】 採用につきまし

ては、各都道府県が定めておりますので、文部

科学省の見解というのは、特に現状ございませ

ん。 

 今、委員がご指摘なさった、子育てが終わっ

て復帰したいとか、本県出身者が他県で先生を

していて戻りたいとか、そういった経験豊かな

方を再度本県で採用するという視点は非常に重

要な視点だと考えております。そういう方向性

で社会人特別選考も49歳に引き上げたところ

でございます。 

 こういった考え方を生かせるように研究を進

めていきたいと思っております。 

【橋村委員】 文部科学省の方でも全国的に撤廃

をするようにという、ある意味でのアナウンス

があっておるのかどうか、あるいは働き方改革

みたいなことでいろんな面でフレキシブルにや

るというような感じの中で、あんまり制限はか

けないようにという動きがあるのかなと思った

ものだから、そういう質問をしたわけです。 

 いずれにいたしましても、私は、制限しない

方が、もっとフレキシブルに対応した方が、い

い人材を受け入れる絶好のチャンスになるので

はないかと思っております。 

 過当競争になったとしても、質の高い教職員

を採用するべきだと思うんですよ。子どもたち

には二度と取り返せないジェネレーションだか

ら、その世代、その世代に的確な教育、そして

技術力のある教育者の教育を受けておくべきだ

という思いもあるので、単に若い人たちの就職

のチャンスという微視的な視点ではなく、もっ

と大局的な視点で取り組んでほしいと思ってお

ります。 

 それともう一つ、先般の新聞でしたけれども、

臨時採用職員についての記事でしたが、臨時採

用職員の処遇ということについて私はよく理解

してなかったんです。その点について再確認の

意味で臨時採用職員の処遇はどうなっているの

か、概略をご説明していただきたいと思います。 

【柴田教職員課長】 ただいま、臨時的任用職員

の処遇についてということでお尋ねでございま

す。 

 臨時教員の現在の待遇ということでお答えを

させていただきたいと思います。 

 現在、臨時教員の給与等につきましては、条

例及び給与の取扱要領というもので定めがござ
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います。小中学校でございますと、「市町村立

学校県費負担教職員の給与等に関する条例」、

それから、県立学校でありますと「職員の給与

に関する条例」、そういう条例の中で臨時職員

の給与については、予算の範囲内で（「内容だ

け簡単に」と呼ぶ者あり）承知しました。 

 現在、臨時教員につきましては、1級の53号

給という給料を最大の上限としております。講

師で、大学卒で入りますと1級21号給というこ

とでございますが、それから約8年分の経験ま

では上限として認めるというようなことでござ

いまして、現在の上限といたしましては24万

6,200円という金額になっております。 

【橋村委員】 質問に答える時には簡潔に、何々、

何々、1級の何号どうのと、そんなことは私が

知るわけでもないので、それよりか、新規採用

からすれば何年間までは年次経緯で昇給してい

くと、どこで止まるんだと。だから、8年した

ら31歳か30歳で頭打ち、その後は昇給しません

と言えば、それだけのことで結構なんですよ。 

 だから、それに対して私は思うんだけれども、

30歳で頭打ちをしておるその根拠は何なのか

ということをまず確認しておきたいと思います。 

【柴田教職員課長】 30歳で頭打ちということ

でございますが、これは取り扱いを定めました

当時の教員採用の試験の出願資格ということで

29歳以下、4月の採用時点で30歳ということで

ございます。 

 そういうことで新卒から8年分は、そこで選

考採用で出願資格としてあるということに着目

しまして、経過する分を、その分の経験を見る

ということで8年分、1級53号給までということ

で考えられております。 

【橋村委員】 恐らくそうかなと思いましたね。

しかし、最近、教職員の受験者の話を聞いてみ

ると、言われるのは、臨採してから平均5～6年

ぐらいで合格してますよというようなことを聞

くわけですよ。それからすると、過去ではそれ

ぐらいだったのかなという思いもあるけれども。 

 したがって、正採用までに、それぐらいの時

間がかかる。30歳までだったら臨採でずっとお

ってもハンディキャップはない。だから、30歳

で採用試験に合格して正採用になれば、また全

然変わらんような感じで進んでいくというよう

なことであったかもしれない。仮にそういうこ

とで採用の頭打ちが29歳か30歳であったから、

そこもそうでしとったとするならば。だとすれ

ば前提条件が違ってくるわけですね。40歳まで

でも受験資格をしていくならば。 

 したがって、仮に正式採用と同等という昇給

をさせる、それが一番理想かもしれないけれど

も、そうした時に正式採用者と臨時採用者との

公平性というのに、私自身も臨時採用をやって

みたり、雇用するにはどうした方が一番いいの

かと。余りにも人件費の節約だけでやってはい

けないという自戒もしつつでした。 

 そういう中にあって、例えば、40歳まで年齢

制限がなくなったとするならば、40歳までは一

定の昇給をやるというのが今までの制度であれ

ば、それがそっちの方に反映されてもおかしく

ないということにもなってくるわけですよ。年

齢制限が全廃されたとするならば、臨時採用職

員であっても昇給は一定パラレルで昇給してい

くというのもそうだろうと思います。 

 ただ、それにつけては正式採用の人とニアリ

ーイコールというのは逆平等ということになり

はしないかと。だから、幾らかはハンディーを

とすれば、8割ぐらいを手当てをしていくとい

う処遇の方法もあろうし、そこら辺の今後の考

え方について、時間がないので、ちょっとだけ

まずもって聞かせていただきたいと思います。 

【柴田教職員課長】 ただいまお尋ねになりまし
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た今後の考え方でございますけれども、確かに、

臨時教員の方の個人の生活等も考えますと、給

料の引き上げ等も今後検討していく必要もある

のではないかと考えております。 

 ただ、なかなか厳しい財政状況でありますと

か、各県の上限額の設定を見ますと、長崎県の

額は中位ということもございます。現時点では、

なかなか改定に至るということは難しいとは考

えておりますけれども、今後の他県の動向等も

注視して検討してまいりたいと考えております。 

【橋村委員】 時間が20分近くなりましたので、

後程質問させていただきたいと思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに質問はございません

か。 

 しばらく休憩します。 

 3時20分から再開します。 
 

― 午後 ３時 ９分 休憩 ― 

― 午後 ３時１９分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

 議案外所管事務一般についての質疑を続行し

ます。 

 質疑はありませんか。 

【浅田委員】 幾つか質問させていただきます。 

 前回も質問させていただいていたんですけれ

ども、特別支援学校で雨の時に子どもたちが通

路が途切れていて大きな傘を先生たちがさされ

て、大変苦労している姿を見たわけですが、今、

それを整備中ということです。前回、地図を見

せてもらった時には、やっぱり途中で駄目だっ

たような状況で雨に濡れるというのが免れない

ような状況だったんですけれども、その後、い

ろいろとまた協議をしていただくということだ

ったわけですけれども、そのあたりをご説明い

ただけますでしょうか。 

【野口教育環境整備課長】 長崎特別支援学校の

本体校舎と、それから別棟で建てておりますと

ころとの行き来のお話があったかと思っており

ます。 

 現在、長崎病院が病棟建て替えの工事、それ

と外構工事をしておりまして、その外構工事の

一環として、病院に入院している子どもで長崎

特別支援学校に通っている子どもたちの通学に

使う渡り廊下ということで、そういった計画が

あるというふうに聞いたものですから、教育委

員会としましても、別棟を通っていくような計

画であれば、同じように長崎特別支援学校の生

徒たちもそこが使えますので、そういった検討

ができないものかどうか、長崎病院にお願いを

しておりましたところ、病院側としても前向き

に検討していただきまして、今聞いているとこ

ろでは、10月中には屋根付きの渡り廊下が別棟

の横を通るというような計画があるということ

で、それができました暁には、今まで雨に濡れ

て行っていたような子どもたちが濡れずにそこ

に移動できることになろうかと思っております。

そういうことで進んでおります。 

【浅田委員】 非常にありがたいお話で、多分、

病院側のご理解もあったと思います。 

 以前、雨の時にお伺いした時には、車から校

舎に入る、別棟に行くのにまた濡れている状況

だったんですね。実際に渡り廊下ができれば、

ほとんどの生徒たちが車で通う学校ですから、

車で横づけして濡れないような形になるんでし

ょうか。最終的に全てのところから移動する子

どもたちが。 

【野口教育環境整備課長】 来年度の工事という

ことで、長崎特別支援学校そのものの増改築の

工事を計画しております。今年度は、その設計

をしている段階ですが、生徒用の玄関のところ

から雨に濡れずに校舎に入ることができるよう

なことも含めて、現在、設計をしているところ
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であります。 

【浅田委員】 ということは、今の段階で別棟を

使ってというところまでは行けるけれども、そ

うじゃないところは、まだ駐車場から濡れる可

能性があるということですよね。それが濡れな

くなるのは、大体何月ぐらいの予定なのかとい

うことは決まっているんでしょうか。若干濡れ

るところが、まだまだ生じるということですね、

今の段階でいうと。病院側の理解を得て、私が

以前お願いしていた付け替え用のところの通路

は大丈夫だけれども、全体的に子どもが学校に

通学してからの後の移動が幾つかの教室があっ

たものですから。 

【野口教育環境整備課長】 通学してから後、別

棟に移動するというのは、先ほど申しました病

院がつくる渡り廊下で屋根付きになりますので、

通学してから後、濡れるということは今後はな

くなるということであります。 

【浅田委員】 わかりました。いろいろとお願い

していただいた経緯、非常に感謝申し上げたい

と思います。病院側にもこれはぜひとも。かな

りひどい雨の中、多くの先生たちが、3人、4人

がかりで子どもたちをお一人お一人、傘をさす

人、車椅子を押す人、扉を開ける人というよう

な状況でご苦労なさっていたのを目の当たりに

したものですから、改善できるということで非

常にありがたいと思っております。ありがとう

ございます。 

 続いての質問ですけれども、先ほど来からい

じめ問題のことがずっと出ていました。その中

で教育長も、メールだったり、いろんな形での

対応を今後検討していくということで、その中

で、今、中学生、高校生がラインを使用してい

ますよね。それを11月から、試行にはなります

が、ラインの会社と大津市、大津市もいじめ問

題でいろいろあったものですから、そこが連携

をとってラインでの相談窓口を設けると。 

このラインだったら、例えば、これが非常に

難しい問題だと思うんですが、ライン自体でい

じめがあっているわけですから、それをまたラ

インで報告というのは、非常に相反する感じが

あるのは私もわかるんですけど、ライン上で、

いじめられている状況をスクリーンショットで

撮ってラインに相談窓口に送れると。実際の経

緯をきちっと伝えていけるというような状況が

あって、多分、メールよりも、子どもにとって

は一番簡易に現状を間違いなく伝えられるツー

ルになろうと思うんですが、そのあたりの調査

だったり、大津市に聞いたりとか、ラインの会

社に聞いたりとか、現状なさっているのか、お

伺いいたします。 

【高鍋児童生徒支援室長】 今、浅田委員がご指

摘のとおり、子どもたちが使っているツールに

ついて私たちがいろいろ利用していくことは今

後検討していかなければいけないと思っており

ます。まず、そのことによってどういう問題が

想起されるかというような基本的な部分につい

ての検討もまだ十分できていないところであり

ます。 

 ご指摘があったように、ラインなど大津市に

ついて確認しているかということですが、現在

のところ、まだしておりません。 

 ですから、今後、情勢等を見ながら必要に応

じて検討していくべきと思っているところでご

ざいます。 

【浅田委員】 情報環境は、多分、皆様方より子

どもたちは日々の進歩率が高く、小学生でも今

はスマホを扱えるような、保護者が与えるかど

うかというような部分もあろうかと思うんです

が、進めていって次から次にいろんな現状が起

こっております。文部科学省自体もラインを使

った動向調査だったり分析をしていこうという
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ような現状を聞いておりますので、そういった

ところを少しスピードアップしてやっていただ

きたいなと思っております。これは要望にかえ

ます。 

 反面、ラインが、要はいじめの温床みたいに

なっているところがあります。皆さんもご存じ

のとおり、今年はラインで自分で撮った児童ポ

ルノが、自撮りをしたことがいろんな兼ね合い

の中でどんどん発信されていって、それによっ

てさらなるひどい事件に発展をしているという

ことが全国でもあるんですけれども、長崎県で

現状そういう事実関係があるのかどうかという

点と、ラインに関しての子どもたちに対する指

導状況、指導要綱、チラシとかそういったもの

があるのかどうか、お願いします。 

【高鍋児童生徒支援室長】 プライバシーの問題

がありますので詳細には申し上げられませんが、

実際にそういう事例はあります。 

 その指導についてですが、メディア関係につ

いては、こども政策局と連携しながら、それぞ

れチラシとかパンフレットを使って指導してお

ります。すみません、今ここには持っておりま

せんので、ご要望がありましたら、こども政策

局と相談しましてご提示できるかと思っており

ます。 

【浅田委員】 こども政策局にもまたお伺いした

いと思います。それは実際、学校に配布なのか、

子どもたちに配布なのか、保護者に配布なのか、

そこはどうでしょうか。 

【高鍋児童生徒支援室長】 これは子どもを通じ

て家庭に配布する形になっております。 

【浅田委員】 子どもたちは、小学生ぐらいから

ラインを使っている、中学生も使っているとい

う状況の中で、子どもの判断ではなかなかでき

ないところがありますので、保護者に対しても

っと危機管理を込めて、お子さんを守るという

意味を込めて、これがまた恐ろしいことに、女

の子だけじゃなくて男の子ですら狙われるよう

な現実があるわけですよね。そういうところを

もっともっと実態に合った形でそこはお願いを

したいなと思っております。よろしくお願いし

ます。 

 続いての質問ですが、私が6月定例会で質問

したと思うんですけれども、家庭の事情だった

り、妊娠だったり、介護だったりということで、

昇格じゃなくて降格制度というのがあって、長

崎県は先進的にそれを用いたということがあり

ました。 

 それ自体はすばらしい制度だなと思ったわけ

ですが、先日、確認させていただいたところ、

それは全く使われていないというような現状で、

この使われていないのは周知徹底が足りないだ

けではなくて、もっと違う要因があるのではな

いかという気もしたわけですけれども、そうい

った分析等は現状どんな感じでしょうか。 

【松田義務教育課人事管理監】 管理職員の希望

降任制度、その後の再昇任を無試験で行うとい

う本制度につきましては、女性のワーク・ライ

フ・バランス等を勘案した時に、40代後半から

50代は家庭的に厳しい状況になるという女性

が制度的に管理職を目指すという面でも、この

制度を設けることで、その支障となるものが少

しでも勘案されればということも大きな狙いの

一つでございました。あわせて管理職員が実際

に介護や家庭の事情等で降任した後に、再度、

その事情が解消されたら無試験で再昇任できる

という、この2点が大きな狙いでございます。 

 昨年度からこの制度を実施いたしました。周

知については、このような制度を実施する時は、

必ず市町教育委員会、それから学校の校長を通

じて全教職員に周知するという方法をとってお

り、通常の周知の仕方をとっております。管理
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職員のみではなく、全ての教職員に周知するこ

とで管理職員を目指す者が増えるという視点で

も周知を図ってきているところでございます。 

 昨年度は、この制度を利用する者はございま

せんでした。実際に降任という形で降任した者

はおりました。しかしながら、その方々も選択

ができるようになっております。降任するだけ

なのか、それとも再度その案件がなくなった時

に無試験で再昇任したいということを選べるよ

うになっておりますが、その方々については、

希望降任のみという形で報告が上がってきてい

るという状況でございます。 

【浅田委員】 管理職の対象者が1,378人いらっ

しゃるということですが、その中に実際、降任

をした方は何人ぐらいいらっしゃいますか、現

在まで。 

【木村義務教育課長】 降任制度を実施し始めた

のは平成15年度からであります。昨年度末まで

で、義務の小中学校の資料しか持ち合わせてな

いんですけれども、30名が降任をしております。 

【浅田委員】 30名が降任をして、そこからの

昇格がゼロですよね。高校はどうでしょうか。 

【鶴田高校教育課人事管理監】 平成17年度か

ら昨年度まで、県立学校におきましては7名が

降任制度を利用して降任しております。 

【浅田委員】 さまざまなご事情で、家庭環境だ

ったり、いろいろあろうかとは思うんですが、

中には、自分はなってはみたものの、向いてな

かったわとか、いろんな方が含まれるんじゃな

いかなと思うんです。私の想像でありますが。

義務教育の中で30人いらっしゃって、高校で県

立が7名ということで、その状況を県では、ど

ういうことによって降格をして、どういう状況

で戻ってないのか。逆に言うと、戻るためにせ

っかくこういう制度をつくった中で、これを使

うことを周知する前に、その分析だったり、逆

に戻りづらいというふうになっているのであれ

ば、そのフォローの仕方を今後考えていかなけ

ればいけないと思うんですね。そのあたり、ど

うでしょう。 

【木村義務教育課長】 希望降任制度がスタート

したのは平成15年度からでありまして、それを

活用したのが30名です。今話題になっている再

登用というのは昨年度の末からでありますので、

昨年度末、義務教育で降任した者は4名であり

ますので、この再登用制度を活用できるのは4

名ということになります。 

 30名につきましては、その背景につきまして、

理由を文書でいただいておりますので、全て把

握しております。例えば、家庭の事情であった

り、本人の疾病であったりということでありま

す。 

【浅田委員】 わかりました。せっかくある制度

であるということと、さっき私も質問しようと

思っていたんですけれども、橋村委員からも話

があったように、ある一定の世代の人たちがご

そっと抜けていってしまう。その世代の人たち

が管理職に就いているわけですから、こういっ

た方々を今後どうしていくかとか、その世代の

あり方とか、今実際その制度を使った方が戻り

やすい環境なのか。いろんな環境整備をするこ

とでこの制度自体のあり方が変わってくるので

はないかと思うんですね。 

 昨年度からということで、残りの26名の方も、

活用できるんですよね。それはできない。昨年

度からだから、その方たちは1回降格している

からできないということになってしまっている

という現状ですね。わかりました。 

 いずれにしても、これから先生たちの世代間

の問題等も出てくるかと思います。一方で、上

の方が抜けることによって、今度、小学校、中

学校の義務教育課程においては、すごく若い先
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生方が増えてしまっていると。若い世代が増え

ると、いろんな今までの状況が把握できてなか

ったり、そういうふうな問題を聞いたりするこ

ともあるんですね。「若い先生しかいないから、

やっぱり経験値が」というような保護者の声等

もあって、ここのバランスをどう保っていくか

が非常に難しいと思っているんですが、長崎県

の課題の中でそれを考えている部分は、フォロ

ーしようとしているところはどういったところ

でしょうか。 

【松田義務教育課人事管理監】 女性管理職員を

増やしていくという点で、まず1点ございます。

現在、女性管理職員が少ない理由ということの

分析ということから説明を差し上げてもよろし

いでしょうか。（発言する者あり） 

 その理由として先ほど申し上げましたように、

ワーク・ライフ・バランスという点が大きく1

つあると考えております。この年代で子育ての

進学を迎えるとか、介護を迎えるとか、そのよ

うな視点で家庭生活の比重が大きくなる。あわ

せて管理職員としては職場での責任が重くなる

ということと、勤務時間が長くなる、管理職員

としての異動等々の不安が管理職員への道を躊

躇させているところが大きなことの一つの要因

だと考えております。 

 また、実際に女性管理職員が今若干減少して

いる状況にありますので、その点についても分

析をしながら、女性のキャリアアップを図った

り、その課題克服のために今進めているところ

でございます。 

【長谷川教育センター所長】 管理職員に限らず、

教職員の世代交代の大きさというのは本県だけ

ではなくて全国的な課題になっております。 

 そういう背景を踏まえて、国の方で教員の研

修を定めている教育公務員特例法、通称、教特

法といいますが、これが改正されて、全ての都

道府県で教員の資質向上のための指標を定める

となっております。つまり大幅な世代交代があ

ることを踏まえ、上の人たちが築いた教育財産、

教育技術を下の世代につないでいくために、そ

れぞれのキャリアとか年齢に応じて、生徒指導

であれば、こういう力を身につけておいてほし

いとか、子どもの見方については、こういう力

がないといけないということを各キャリアごと

に指標として定めて、それを活用しながら教員

を育てるという仕組みが全国的に現在整えられ

ているところでございます。 

 したがって、教育センターとしても、その指

標を踏まえて今後の教員研修のあり方を全体的

に見直して、世代交代によるマイナス点が起こ

らないように、そこは埋めていきたいと考えて

おります。 

【浅田委員】 この質問はこれで終わりますが、

そういう制度だったり、先生方のあり方、バラ

ンスが直接的に子どもたちの学力やいろんなと

ころに反映されるかと思いますので、また、こ

のことは詳しくお伺いさせていただければと思

います。 

 残りの質問は後ほどさせていただきます。 

【山本(由)委員長】 ほかに質問はございません

か。 

【瀬川委員】 新県立図書館の運営についてお伺

いをいたしたいと思います。 

 現状の図書館においては、図書の納入に関し

ては、地元の書店あるいは書店組合に発注をさ

れて、各本の情報に関するデータを地元の書店

さんが処理して、そして納入されていると伺っ

ておりますが、新しい図書館になった場合、そ

こら辺の発注の方法といいますか、その方針と

いうのはどういうふうに考えておられるか、そ

の考え方についてお伺いいたしたいと思います。 

【吉田新県立図書館整備室長】 新たに整備いた
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します大村の一体型図書館につきましては、県

立、市立の施設区分のない一つの図書館として

運営することになっております。 

 効率的な選書を行った上で購入いたしますが、

その選書を行う上では県立図書館、市立図書館

の職員が協力して行うことになっております。

そのため、選書、購入方法につきましては、大

村市と今後協議をしなが、やり方も含めて検討

していくことになっております。 

【瀬川委員】 今の答えでいきますと、必ずしも

現在の発注の方法には限らないというふうにも

聞こえるんですが、やはり地元の書店あるいは

書店組合に発注すべきだろうと、私はそう思う

んです。県外業者に発注してしまうと地元とし

てのメリットはどこにあるのかと。地元で、揃

えきらないならば仕方ないんですが、地元で揃

えきれるわけでありまして、何の理由をもって

県外の業者に発注するということが考えられる

のか。そこは一定、基本的な考え方として県内

の書店組合、あるいは書店から納入するよとい

う考え方をもって大村市と協議をすべきじゃな

いかと。私は、考え方としてはそう思うんです

が、どうですか。 

【吉田新県立図書館整備室長】 委員がおっしゃ

いますように、従来から、特に長崎県立図書館

におきましては、地元の書店を育成するという

観点を持ちながら、現在、図書納入協同組合か

ら購入しているところでございます。 

 今後、大村市に移ったといたしましても、当

然ながら、県内業者への優先発注でありますと

か、そういうことは十分に踏まえて、地元書店

の育成のあり方につきましては、大村市とも十

分検討した上で進めてまいりたいと考えており

ます。 

【瀬川委員】 なぜこういうことを言うかといい

ますと、地元の書店組合、書店さんたちの経営

的な問題、経済的な効果等ももちろんあります。

そのほかにも全国の自治体で書店がない自治体

がどんどん増えているという記事が載っており

まして、長崎県でも3つの自治体に本屋さんが

ないんですよ。自治体内の図書館とか学校図書

とか、そういったところが率先して地元の書店

を使うということをすれば、少しでも生き残る

可能性があるのではないかなと私は思うわけで

す。やはり本屋さんが自治体にないというのは、

ちょっとこれは知の財産を自らなくすというよ

うなことにつながりかねないというのが一つ。 

 もう一つは、例えば、地元の書店に発注して

いただいて、フィルムを貼ったりとかいろいろ

作業が要ると思うんですが、例えば、障害を持

っておられる方々の通所の施設にその作業をお

任せする。障害を持っておられる方々の仕事と

いうのは、これまで限られた仕事がほとんどで、

例えば、清掃業務であったり、そういうことが

多いという話を聞いておりますが、障害者の

方々の仕事を少しでも確保するという観点から

も、そういったことに取り組んでやっておられ

る自治体も何県かあると聞いております。そう

いった総合的な視野で検討を進めていただきた

い。この検討の方針の結論というのは時期的に

いつぐらいまでと考えたらいいんですか。 

【吉田新県立図書館整備室長】 先ほど委員がお

っしゃいました書店が、地域によってはなくな

りつつあるという点、特に公共図書館にとりま

しては、地元の書店というのは迅速かつ的確な

図書を納入していただけるという重要な部分が

ございます。そういうことは十分踏まえた上で

今後進めてまいりたいと思っております。 

 また、障害者の通所施設等にお願いしたらと

いうお話がございました。全国的なそういう例

も今後研究してまいりたいと思っております。 

 いつまでに検討するのかということにつきま



平成２９年９月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（９月２６日） 

- 50 - 

しては、今、建設中の建物は平成31年1月に完

成する予定になっております。その後、移転等

をして開館に向けた準備を進めてまいります。 

そのため、実質的には平成31年度からの図書

の購入、予算的にはそういうことになるんだろ

うと考えております。よって、平成30年度まで

は現状の県立、市立それぞれの購入方法で行い

ますので、平成30年度中に新しい一体型図書館

の購入方法につきましては方針を出していきた

いと考えております。 

【山本(由)委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【橋村委員】 引き続き質問したいと思います。 

 先ほど、臨時職員の処遇についてということ

で聞き漏らしておりました。 

 30歳ぐらいを頭打ちにしておるということ

で、全国からすると全国平均ぐらいだというこ

とでしたけれど、高いところではどういうふう

な処遇をやっているのか、お尋ねしておきたい

と思います。 

【柴田教職員課長】 全国の状況でございますが、

8県におきまして制限がないということでござ

います。給料表が決まっておりますので、一番

上の給料の額までいきますと、それ以降は昇給

しないという状況でございます。 

 額につきましては、それぞれ給料表が違いま

すので、30万5,000円から32万1,000円、そうい

う幅が上限という状況でございます。 

【橋村委員】 先般の新聞報道では、頭打ちがあ

って、子どもさんを育てるについては就学援助

か、そういうものに依存しているかのような報

道があったやに記憶しております。そういうこ

とでワーキングプアーみたいな感じになってし

まってもいかんと。むろん、人件費をある程度

節減しなきゃならんという雇用者側の立場もわ

かるけれど、だからといって、冷遇しておいて、

そういう形を、何にも言えない人は、それで雇

用を継続しておるというのは、いささか行政対

応としてどうなのか、あるいは国の流れからし

ても、そういう処遇改善、あるいは最低賃金に

ついても、今の内閣ではどうだとか、いろいろ

言われている中であります。これをよしとする

のではなく、どれが適切なのか、どう運用して

いくべきなのかということと、先ほど申し上げ

たように、年齢制限についても採用年次の応募

制限も撤廃しておるというようなこともあると。 

 ただ、そういう中で、どの給料表を使って三

十何万で頭打ちするのかというのが、40万円ぐ

らいになるんじゃないかなという思いですけれ

ども、三十何万というのは、どの給料表なのか

と思うんですが、再度、簡単に答えてください。 

【柴田教職員課長】 義務の教員でありますと教

育職給料表（三）、県立の教員でありますと教

育職給料表（二）ということで、その中に1級

から4級まで定めがございますが、それぞれの1

級を対応していると。講師といいますか、臨時

の教員の方の対応の級は1級ということになっ

ておりまして、ほぼ同じでございますが、各県、

人事委員会の勧告等がありまして、改定をする

時に、そこの額が、同じ号給であっても若干違

うという状況が全国ではございます。 

【橋村委員】 一般の教職員の場合と、それはこ

ろっと変わってしまうんですか。頭打ちは、正

職だったら頭打ちが幾ら、臨採は幾ら、その点

で答えてください。 

【柴田教職員課長】 それぞれ、2級が（「等級

はいいって」と呼ぶ者あり）はい、ちょっとお

待ちください。 

 小中学校の一般の教員の最高が40万4,600円

でございます。 

【橋村委員】 それで、臨採の給料表というのが

あるやに今発言されたかと思うんですが、それ

は頭打ちは、それと並行すれば幾らですか。 
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【柴田教職員課長】 30万5,900円でございます。 

【橋村委員】 そうであれば、一般職とか現業職

という場合に給料はぐっと格差がついているの

で、臨時職員の給料表がそうであるとすれば、

今、私、それ以上の知識も資料も持ってないの

で。 

 ただ、いずれにしても、今後、県教委として

も、著しく高いというのはいかがかと思います

けれども、適正とはどの程度なのかということ

を十分勘案しながら対応、改善をやっていただ

きたいと思っております。 

 それともう一つですけれども、2020年から英

語の6年、5年というのが教科になろうかと思っ

ております。それから先、また4年、3年となっ

ていくわけですけれど、その中で授業時間数を

どう確保するのかということになってきますけ

れど、そういう場合、ますがなければ、それを

分割して1日5分でやっていくとかありますけ

れども、最悪の事態、分割してやるとすれば、

どういうことが考えられるのか、義務教育課長

に聞いておきたいと思います。 

【木村義務教育課長】 5・6年生は、週に1コマ

増えますので1単位時間、45分増えます。やり

方の一つの考え方として、それを15分ずつの3

つに分ける方法があります。または15分と45分

と合わせて60分、このあたりは裁量に任されて

います。15分授業をするとなりますと、1単位

45分のものを細かく切るわけでありますので、

そこに向けては、例えばどういう指導をするか、

どういう教材を並べるかということについて、

一定工夫をしないと、なかなか難しい面もある

のではないか。日課的にはとりやすくはありま

すが、内容的には工夫しなければならないとこ

ろもいろいろ出てくるのではないかと思ってい

ます。 

【橋村委員】 要するに、1週間に45分、1こま

を消化するということについては、それででき

るんですね。しかし、一般の授業の1こまとい

うのは45分というようなセッティングをして

いるわけでしょう。だから、最低限、1教科に

対して1単元、45分は必要最小限の授業時間数

だと、最初から終わりまでの流れの中で。そう

いうことで45分が設定されているとするなら

ば、15分で分割するというのは、それは理論的

におかしな、変則的な、ただ時間を消化するだ

けに終わるんじゃないかと思いますが、その点

に対して、じゃ、英語以外で、算数でも、国語

でも、そんな分割することがあり得るのかどう

か。もう一度。 

【木村義務教育課長】 15分のモジュール制と

いうのは、他教科でもこれまでにありました。

ただ、15分であっても、そこは一つの授業時間

としてのまとまりですので、めあてもあれば、

評価もしなければならないということになりま

す。 

 そういう中でありますから、15分というのが

教科、教科で適切かどうかということをきちん

と各学校で考えていただいて、どのような内容

にすれば15分モジュールでも授業ができるか

というところは、もしも採用するならば、しっ

かり考えなければならない。ここは文部科学省

も提言していることでありますので、十分気を

つけながら対応していきたいと思います。 

【橋村委員】 とにかく強引に英語を導入しなけ

ればいかんという頭からの、押しつけみたいな

ものですよ、現場に対しては。現場で、じゃ、

どう消化するかとすれば、こま数を15分ずつに

分割するというようなことになってきますけれ

ども、ノーマルなやり方がイレギュラーなやり

方になってしまうんですね。それを恒久的にや

っていけるわけないと思うんですよ。 

 だから、一時期はそうやって正常化するまで
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はということだけれども、本当に授業として位

置づけをするならば、そういう変則的なやり方

では、対応が無責任だという思いがするんです。 

 したがって、そこら辺についても、後日また

質問することがあろうかと思いますけれども、

教育に対して、そういうテクニカルなやり方で

はなくて、本質をちゃんと見きわめて、子ども

たちに責任を持って、そして責任を果たせるよ

うな教育を、ただ、文部科学省の言いなりにな

って、さあ、15分ずつで1こま、ちゃんと消化

してますというような、何か実績づくりのため

にやる、大人のずるさというのがあらわれない

ように、教育の本質ということを心して対処、

そしてまた、対応できるような体制を整えてほ

しいと思います。 

 先ほど言いました臨時採用職員についても、

そうだということで、どこが適正なのかという

ことを、もう一度、教育委員会でよく協議をし

ながら、予算がないからと言ってしまえば終わ

りなんですよ。しかし、どこを目指さなければ

ならないかということを教育委員会でよく議論

してほしいと思っております。 

 時間があればいろいろ質問したいところであ

りますけれども、今日のところは、これで終わ

りたいと思いますが、とにもかくにも責任の重

さを十分痛感しながら対応していただきたいと

いうことを申し上げ、質問を終わります。 

【浅田委員】 幾つかあるんですが、取り急ぎご

質問させていただきたいのが、文化財について

であります。 

 小島養生所、これは今、長崎市で問題になっ

ている案件ではあるんですが、日本最初の近代

的病院ということで、その養生所があったとこ

ろに学校を建てると。その学校を建てる前に地

元説明会の中でも、この遺構が発見されたこと

を言わずして地元の状況を伺って建てるという

ようなことが今問題になっております。 

 教育委員会でも文化財の保存についての審議

等をなされるわけですが、まず、現状について

どのような感覚でお考えなのかをお伺いできれ

ばと思います。 

【金子学芸文化課長】 文化財を担当する課長と

してという答弁でよろしいでしょうか。（発言

する者あり） 

 埋蔵文化財の包蔵地で遺物を発掘した場合に

ついては、発掘をするというのが文化財保護法

にあります。その文化財保護法に基づいて長崎

市においては適切に発掘調査が行われていると

考えております。 

【浅田委員】 確かに、文化財が出てきました。

でも、そこに学校を建てますと。本来であれば、

それをきちっと事前に説明をした上で、そうい

う地元説明とか公にした上でそれを決定しなけ

ればいけなかったけれども、その順序が間違っ

て、じゃ、建てましょうとなった後に、それが

今問題になっているわけですけれども、不適切

な場合においては県からの指導とかはなさらな

いんでしょうか。 

【金子学芸文化課長】 文化財保護法におきまし

て、さっき言われた文化財保護審議会は地方自

治体に置くことができることとなっております。

県は県の条例に基づいて、市は市の条例に基づ

いて文化財保護審議会を設置されます。まずは

そこにご相談されるんだと思うんですね。遺跡

の取り扱いについてどうするか。市は市の土地

の中で出てきた遺跡をどうしようというのは、

あくまでも市内部の判断でありますので、そこ

に対して県がこうせろ、ああせろということに

ついてはできないと考えております。 

【浅田委員】 今の問題に関しては、ここで熱く

なってもしようがないわけですけれども、数百

メートルの差の、この中にも出身校の人がいら
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っしゃると思いますけれども、仁田佐古、昔と

比べて子どもが大分減っている中で、もともと

はどっちが適切かというところで、その遺跡が

見つかったところにつくることが決まったわけ

ですけれども、その後に地元の人たちとか、世

界的な大学の教授だったり、歴史家の人たちが、

これはおかしいだろうと。でも、市が、「これ

は1回決めたことだから」というふうに、ずっ

と今、討論されているわけですね。 

 ただ、長崎県にとってもこれは非常に重要な、

例えば、この案件に限らず、長崎県にとって本

来は残すべきだろう、誰が考えてもと思うよう

なものが出てきた時に、その市の担当者だった

り、首長の判断が、文化とか歴史に対して余り

教養がない、教養がないと言うと言葉があれで

すが、重きを置かない方々の場合に、もう決ま

ったことだからということで、それを粛々とや

ってしまうようなことが起きた場合に、長崎の

大きな文化財、歴史を失うことにつながろうと

思うんですね。 

 これは教育長にお伺いしたいんですけれども、

そういうことがあると、後世にひびが入ってし

まうような状況になろうかと私は思うんですが、

それでもやっぱり教育長、これは市の問題だか

らというところで済ませていいような問題なん

でしょうか。これは今、小島養生所に関して私

は聞いているんですけれども、それ以外でも

往々にして起きることが考えられる時に、県と

市のつながりの中でとめることが果たしてでき

ないものなのかという観点でお伺いしたいと思

います。 

【池松教育委員会教育長】 法律上の話を申し上

げれば、先ほど学芸文化課長が申し上げたとお

り、県でとめる権限はないということでありま

す。 

 その文化財の価値について、歴史的な価値と

か、医学的な価値とかいろいろあると思うんで

すけど、私は実際に見ておりませんし、長崎市

からも相談を受けておりませんので何ともコメ

ントできませんが、なぜ長崎市の文化財保護審

議会がものを申さないかということになると、

県がいろいろ言う前に、地元の文化財保護審議

会なるものが何らかの価値判断を示すのがまず

筋ではないかと思います。長崎市が総合的に判

断をして、その遺跡の価値と、現在の子どもた

ちの教育のありようを比較して、そういう判断

をなさったのではないかと。これは想像ですけ

れども、そう思っておりますので、現在のとこ

ろ、県教委として長崎市にものを申す考えはご

ざいません。 

【浅田委員】 わかりました。県としては、実際、

今、そういう立場ではないと。これを考えると

するならば長崎市の文化財保護審議会が、きち

っと、それが本当に価値があるか、価値がない

かの判断ができるか、できないかというところ

をいま一度問うべきではないかというようなこ

とだったと思います。 

 県としての現状をとにかく私はお伺いしたか

ったので、この質問は、これにて終わりたいと

思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに質問はございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ほかに質問がないようです

ので、教育委員会関係の審査結果について整理

したいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ４時 ４分 休憩 ― 

― 午後 ４時 ４分 再開 ― 

 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 これをもちまして、教育委員会関係の審査を
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終了いたします。 

 明日は、午前10時より、こども政策局を含む

福祉保健部関係の審査を行います。 

 本日は、これをもって散会します。 

 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ４時 ５分 散会 ― 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ 日 目 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２９年 ９月２７日 

自  午前１０時 ０分 

至  午後 ２時４３分 

於  第1別館第3会議室 
 
 

２、出席委員の氏名 

委員長（分科会長） 山本 由夫 君 

副委員長（副会長） 吉村 正寿 君 

委 員 三好 德明 君 

 〃   中山  功 君 

 〃   橋村松太郎 君 

 〃   坂本 智徳 君 

 〃   瀬川 光之 君 

 〃   久野  哲 君 

 〃   中村 和弥 君 

 〃   浅田眞澄美 君 

 〃   里脇 清隆 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

な  し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

 宮本 法広 君 
 
 

５、県側出席者の氏名 

福 祉 保 健 部 長 沢水 清明 君 

福祉保健部次長 園田 俊輔 君  

福 祉 保 健 課 長 上田 彰二 君 

福祉保健課企画監 
（福祉保健総合計画 
・企画予算担当） 

今冨 洋祐 君 

監 査 指 導 課 長 磯本 憲壮 君 

医 療 政 策 課 長 村田  誠 君 

医療人材対策室長 太田 勝也 君 

薬 務 行 政 室 長 古賀 浩光 君 

国保・健康増進課長 小田口裕之 君 

長 寿 社 会 課 長 小村 利之 君 

障 害 福 祉 課 長 桑宮 直彦 君 

原爆被爆者援護課長 林  洋一 君 

 
 

こども政策局長 永松 和人 君 

こども未来課長 中野 嘉仁 君 

こども家庭課長 吉田 弘毅 君 

 
 

６、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 
 

【山本(由)委員長】 おはようございます。 

 委員会及び分科会を再開いたします。 

 なお、橋村委員から所用により、本委員会へ

の出席が遅れる旨、連絡があっておりますので、

ご了承をお願いいたします。 

 これより、こども政策局を含む福祉保健部関

係の審査を行います。 

【山本(由)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。 

 予算議案を議題といたします。 

 福祉保健部長より予算議案説明をお願いいた

します。 

【沢水福祉保健部長】 福祉保健部関係の議案に

ついて、ご説明いたします。 

 1ページをご覧ください。 

 今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

71号議案「平成29年度長崎県一般会計補正予算

（第2号）」のうち関係部分であります。 

 歳入予算は、中ほど、福祉保健部合計で2億

9,639万5,000円の増、歳出予算は、福祉保健部

合計で3億39万5,000円の増となっております。
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なお、各科目につきましては、記載のとおりで

あります。 

 補正予算の内容につきましては、まず社会福

祉施設等耐震化等臨時特例基金返還金について、

平成21年度に造成した長崎県社会福祉施設等

耐震化等臨時特例基金の事業終了に伴う同基金

の解散にあたり、基金残高を国へ返還するため

に要する経費として、2億9,464万5,000円の増

を計上いたしております。 

 2ページをお開きください。 

 次に、地域生活定着支援センター運営委託事

業費について。高齢又は障害により福祉的な支

援を必要とする矯正施設退所者に対し、退所後、

直ちに福祉サービスを受けるための相談・支援

に要する経費として、175万円の増を計上いた

しております。 

 次に、移譲施設支援事業費について。つくも

苑跡地を活用して佐世保市が行う観光公園整備

事業の実施設計に対する助成に要する経費とし

て、400万円の増を計上いたしております。 

 以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【永松こども政策局長】 おはようございます。 

 引き続きまして、こども政策局関係の議案に

ついて、ご説明をいたします。 

 同じ資料でございます。こども政策局をお開

きいただければと思います。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第71号議案「平成29年度長崎県一般会計補正予

算（第2号）」のうち関係部分の1件でございま

す。 

 第71号議案「平成29年度長崎県一般会計補正

予算（第2号）」のうち関係部分について、ご

説明をいたします。 

 歳入予算は、こども政策局合計で1,977万

6,000円の増、歳出予算は、こども政策局合計で

2,100万2,000円の増となっております。 

 各科目につきましては、記載のとおりでござ

います。 

 補正予算の内容につきましては、保育士人材

確保等事業費について。保育士等の処遇改善の

円滑な施行を図るため、各施設への周知や専門

家による説明会に要する経費として、202万

2,000円の増。また、私立学校助成費につきまし

ては、ＩＣＴ化の促進により幼稚園教諭等の業

務負担軽減を図るため、業務改善のための支援

システムの導入等に要する経費として、1,327

万8,000円の増。引き続きまして、児童福祉施設

整備費につきましてでございますが、児童養護

施設の防犯対策を強化するため、センサー付ラ

イト等の設置に要する経費として、368万円の

増。児童保護費につきましては、児童養護施設

等職員の処遇改善の円滑な施行を図るため、各

施設への周知等に要する経費として、202万

2,000円の増をそれぞれ計上いたしております。 

 以上をもちまして、こども政策局関係の説明

を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【山本(由)分科会長】 以上で説明が終わりまし

たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。 

 質疑はありませんか。 

【中村委員】 まず最初の福祉保健部の1ページ

のところですけれども、社会福祉施設等耐震化

等臨時特例基金の返還金についてなんですけれ

ども、担当課のほうから、どういう施設なのか

ということと、どのくらい残っているのかとい
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う資料をいただいたんですけれども、結構な施

設が今回、特例の基金を活用しての耐震化がで

きなかったということをお聞きしました。中身

については、なかなか負担金の関係があって、

できないところが多いんだと私も予想はしてい

たんですけれども、ただしかし、数的に言って

11施設ぐらいあるんですけれども、その施設が

今後、全てが建て直しとかいう計画を持ってい

ればいいんですけれども、耐震化ができない状

態で、このままこの施設を継続していくとなっ

た時に、非常に心配するわけです。こういう特

例の基金を使ってでもできない施設があるとい

うことに対して、その施設の今後の県としての

体制、どういうふうな支援をしていくのか、お

尋ねをしたい。 

【上田福祉保健課長】 この社会福祉施設等耐震

化等臨時特例基金というのは平成21年度、造成

をされまして、当初、平成23年までの計画だっ

たのですが、執行率が悪いということで、平成

24年、平成25年、平成26年と3年間延長されて

きた事業でございます。委員がおっしゃるよう

に、耐震化に関しては、対象施設が65施設ある

のですが、耐震化済みの施設は48ということで、

残り17施設あります。このうち、県の所管とい

うことでいいますと12施設あります。その中で、

障害児の施設が11ございまして、先ほど委員が

おっしゃったとおりでございますが、今後の予

定といたしましては、この基金はなくなったと

ころでございますが、ほかの補助金ということ

で、社会福祉施設等施設整備費補助金というも

のがございます。これは国が2分の1、県が4分

の1、各法人が4分の1ということで、今後は、

この事業を活用して耐震化を進めていきたいと

考えております。 

【中村委員】 ただ、その4分の1という資金、

もちろん上限もあるんだろうけれども、そうい

う中でも、なかなか最終的にできないところも

あると思うんですよね。だから、そういうとこ

ろについては極力支援をしてやっていただいて、

その施設がそのまま継続をできるような体制を

とってもらわなくては、せっかくの入居者の人

たちも、そこが気に入って入っている方もいら

っしゃいますから、例えば、その施設がもう使

えませんよとなった時に、ほかの施設に移動し

てくださいという話になるのかどうなのかわか

らないけれども、ただしかし、そういうところ

が残らないような体制を今後はとっていただけ

ればと思っています。 

 それともう一点、こども政策局のほうですけ

れども、「児童福祉施設整備費について」とい

うところで、防犯対策をするため、センサー付

ライトやカメラ付インターホン、フェンスなど

の経費として上がっているんですけれども、こ

れは防犯カメラじゃないんですか。ただのセン

サー付ライト、カメラ付インターホンと書いて

あるんだけれども、これは防犯カメラの部分も

入っているのかどうなのか。 

【吉田こども家庭課長】 今、施設のほうで予定

をしておりますのは、駐車場に誰か入ってきた

らライトがついてわかるという形で、防犯カメ

ラとは違うというか、そういった機能も備えて

おりますけれども、防犯カメラ、プラスアルフ

ァの来訪者をカメラで撮れるというような整備

を考えているとお聞きしております。 

【中村委員】 どうせやるのなら、センサーライ

トを付けても意味ないと思うよ。それなら、も

う少し金額的には高くなると思うけれども、最

初から防犯カメラを設置してやったほうが、い

ろんな方たちに対する阻止機能というのは強い

と思うんですよ。だから、当然負担金なんかも
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絡んでくるんでしょうから、そこら辺も考慮し

て、施設の方たちとよく話をして、適切な攻略

法になるようなものを付けていただきたいと思

うんだけれども、どうですか。 

【吉田こども家庭課長】 防犯カメラは別に施設

の近くに設置をして、そのほかにプラスという

ことで聞いております。 

【中村委員】 よろしくお願いしておきます。 

 それと、その上の私立学校助成費、これは今

回、保育園じゃなく、幼稚園のほうに入りまし

たよね。昨年は保育園の部分があって、上限が

100万円となったんだけれども、結局、多くの

保育園がまだ整備できていない状況というのは

多いんですよね。私たちは、当然、今年も保育

園も入るだろうという予想をしておったし、担

当課のほうも、できれば補正で入ってくれれば

という考えを私もお聞きしておったものだから、

ただしかし、今回は幼稚園に限定されているん

だけれども、例えば、今後の予定として、保育

園も含んだところで、また次年度、何か計画を

されるようなお話は聞いておられませんか。 

【中野こども未来課長】 今回計上しているのは

幼稚園のＩＣＴ化です。この分につきまして、

もう一つ、昨年度、実施いたしました保育園の

ほうのＩＣＴ化補助金、来年度の国の概算要求

の中には、両方とも要求されているという状況

がございます。 

【中村委員】 要求はされているんだろうけれど

も、何で幼稚園だけになったのかというところ

を、私は不思議に思ったものだから、できれば

双方やってくれればいいのになと思ったんだけ

れども、国の予算的な配分だろうということで、

そう思うけれども、ただしかし、今後県として

も、せっかく保育園に対するＩＣＴ化が始まっ

たということですから、できるだけ多くの保育

園がそういう施設を持って、保育士さんたちの

負担を軽減してもらうのが本来の姿だと思うの

で、ぜひ強く要望していただければと思います。 

 それと、その前ページの1ページに、保育士

人材確保等事業費というのがついているんだけ

れども、これはこの間からもいろいろお聞きを

して、多分これは諫早では開催されないという

ことだったんだけれども、今回この経費として

上がっているんだけれども、参加人員はどのく

らいの予定ですか。 

【中野こども未来課長】 新しく保育士等の処遇

改善制度が入って、今回は、この理解のための

啓発とか、具体的な導入の手だてを施設側にお

知らせする事業として、これは県の事務費とし

て計上しているところでございます。それで、

委員が先ほど言われたのは、この処遇改善に当

たってのスキルアップのための研修について、

確かに佐世保と長崎だけというお話をしていた

んですけれども、検討いたしまして、諫早でも

開催できるようになりました。 

 今回予算計上している施策普及の研修会、説

明会につきましては、県内5カ所、長崎、佐世

保、諫早、島原、五島ということで、各1回ず

つ開催する予定にしております。出席予定の施

設数としては、約500ということを考えており

ます。 

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。 

【中山委員】 中村委員に関連ですが、私立学校

助成費です。昨日の総務部の長崎県私立学校審

議会の中で、カトリック山田幼稚園とか、学校

法人うみのほし学園とかが解散という形になっ

ております。そういう中で、現時点における幼

稚園の園数、そして定員数と教諭の数はどの程

度になっていますか。 
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【山本(由)分科会長】 しばらく休憩します。 
 

― 午前１０時１５分 休憩 ― 

― 午前１０時１５分 再開 ― 
 

【山本(由)分科会長】 再開します。 

【中野こども未来課長】 まず、園数でございま

すけれども、今回の対象になります私学助成を

受けている幼稚園は41園でございます。平成27

年度に新制度になりましたが、新制度が導入さ

れる前の平成26年度の時点では123園でござい

ました。あとこの41園の外、認定こども園とか、

私学助成ではなくて施設型給付という、いわば

保育所と同じような形態の経営になったところ

が別途40園ございますので、それを合わせます

と81園になります。今回の補正予算の対象とな

っている園としましては、先ほど申しましたと

おり、私学助成の補助金をいただいている81園

ということになります。 

 あと、職員数と定員でございますが、数字を

仕分けしなければいけないものですから、後程

報告します。 

【中山委員】 この助成金での教諭等の負担軽減

ということでありますから、やはり正確な教員

数とか定数を把握しておいてもらいたいという

ことを話しておきたいと思います。 

 そうすると、ＩＣＴ化の促進により、業務改

善のための支援システムの導入ということであ

ります。先ほど答弁ありましたが、これはどう

いう段階のものですか。ＩＣＴ化ということは、

もう随分前から言われているんだけれども、現

時点というのは、今まで、どういう形で支援し

てきて、今後どういう形で支援していこうとす

るのか、その辺の今までのものと今後の計画、

これは先ほど話があったから、これを含めて今

後どういう形になっていくのか、その辺を教え

てくれますか。 

【中野こども未来課長】 業務のＩＣＴ化につき

ましては、例えば、医療機関等は相当進んでい

る状況でございますが、就学前の教育施設、幼

稚園等についてのＩＣＴ化は相当遅れている、

ほとんど手がついていないような状況でござい

ます。今回、この助成金ができる以前に、自分

の園で独自でＩＣＴ化に取り組んでいる園とい

うのが全県では3園ぐらいしかないという状況

でございます。 

 ただ、ＩＣＴ化の中身の問題もございます。

例えば、スマートフォンで一斉に保護者にメー

ルを出すとか、そういったものもＩＣＴ化だと

言われれば、それは多くの園でやっているので

すが、今回、この業務の軽減化ということで導

入するシステムにつきましては、例えば、園児

ごとに保育や成長とかの要録をつくるわけです

が、今現在は手書きでやっているんですけれど

も、そういったところがＩＣＴ化によってパソ

コンで入力できて、それを他の教諭たちも共有

できるということで、単なる業務改善ではなく、

いわゆる教育の質の向上につながるような機器

の導入を支援します。今後とも、こういった業

務改善、また質の向上に資するようなシステム

の導入を進めていきたいと考えているところで

ございます。 

【中山委員】 その方向性については理解すると

ころでございます。今まで遅れておったという

ことでありますけれども、そうすると教育の質

の改善を含めてやっていこうということであり

ますので、今回の1,327万8,000円ということに

つきましては、先ほど、私学助成で41園あると

いうことでしたよね。そうすると、これはこの

41園を対象にして、1,327万円で足りるのです

か。全園を網羅した仕組みになっているのか、
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それとも、その中から幾らか園を選んで、こう

いう手当てをしているのか、その辺はどうなん

ですか。 

【中野こども未来課長】 今のところ、26園を

対象に考えているところでございます。 

 先ほど、中村委員の質問にございましたよう

に、来年度もこの事業が継続する予定になって

いますので、この導入について働きかけをさせ

ていただきたいと思っております。ただ、今回

手を挙げなかった園に理由をお尋ねしたんです

けれども、小規模で園児数も少ないような幼稚

園につきましては、ＩＣＴ機器を導入しても、

そこまで業務の軽減化が図られないんじゃない

かと、そういう結論を出された園もございます

ので、そういった園には、いろいろ先進事例も

ございますので、単なる業務改善ではなくて、

幼児教育の質の向上にも資するものだというこ

ともお話をさせていただいて、導入を進めてい

きたいと考えているところでございます。 

【中山委員】 恐らく、幼稚園の現状というのは、

園児が減っていくわけですから、お先真っ暗だ

というような状況に変わっていくと思いますが、

その中で、幼稚園教諭の質をどう確保していく

のか、それとあわせて園の経営をどうしていく

のか、そのための支援の一つというふうに考え

ておりますが、ぜひ今後とも積極的に取り組ん

でいただくことを要望しておきたいと思います。 

【山本(由)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 ほかに、質疑がないよう

ですので、これをもって質疑を終了いたします。 

 次に、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。 

 予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 

 第71号議案のうち関係部分については、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)分科会長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案は原案のとおり可決すべきもの

と決定されました。 

【山本(由)委員長】 次に、委員会による審査を

行います。 

 こども政策局を含む福祉保健部においては、

今回、委員会付託議案がないことから、福祉保

健部長及びこども政策局長から、所管事項につ

いての説明を受けた後、提出資料について説明

を受け、その後、陳情審査を行い、「政策等決

定過程の透明性等の確保などに関する資料」に

ついての質問、最後に、議案外所管事務一般に

ついての質問を行うことといたします。 

 それでは、福祉保健部長より、所管事項説明

をお願いいたします。 

【沢水福祉保健部長】 福祉保健部関係の議案に

ついては、今回ございませんので、議案外の所

管事項についてご説明をいたします。 

 文教厚生委員会関係議案説明資料の福祉保健

部をお開きください。 

 1ページをご覧ください。 

（国民健康保険事業の都道府県化について） 

 国民健康保険事業については、平成30年度か

らの県と市町による共同運営に向けて、国にお

いて、関係政省令の改正及び各種ガイドライン

の見直し等が引き続き行われております。 

 去る7月5日に、新制度に追加交付される

1,700億円の公費拡充分の全体像が取りまとめ
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られたことを受けて、本県でも、前提条件付き

ではあるもの、これまでより精度の高い試算を

用いた市町との意見調整等を行うため、市町連

携会議を8月21日に開催したところであり、速

やかに、平成30年度の運営方法について、市町

との合意を図りたいと考えております。 

 今後は、市町との意見調整の結果等を踏まえ、

新制度における運営の重要事項となる都道府県

国保運営方針の作成、国保事業費納付金の算定

方法の決定等を行うため、都道府県国保運営方

針のパブリックコメントを実施するとともに、

長崎県国民健康保険運営協議会に対する諮問等

を行うこととしております。 

 また、国による政省令の改正を受け、11月定

例県議会に長崎県国民健康保険条例の上程を予

定しております。 

 引き続き、国の動きに留意するとともに、市

町との協議を十分に行いながら、県議会のご意

見もお伺いして、平成30年度に向けた準備を着

実に進めてまいります。 

（健康経営推進企業の認定について） 

 平成28年度から全国健康保険協会長崎支部

と連携し、従業員の健康を会社の財産ととらえ、

会社の成長のために従業員の健康づくりに積極

的に取り組む会社を応援する「健康経営」宣言

事業を実施しており、初年度は65事業所が参加

されました。 

 このうち、健診受診率や事業所全体での活動

などの要件を満たした16の事業所を「健康経営

推進企業」に認定し、9月5日、認定証交付式を

執り行ったところです。 

 働く世代の健康づくりには、日常生活の大半

を過ごす職場を通じた働きかけが有効と考えて

おり、今後とも、普及啓発や他の模範となる認

定企業の表彰制度の検討など健康経営に取り組

む事業所の拡大に向けた対策を進めてまいりま

す。 

 その他の所管事項につきましては、長寿者慶

祝事業について、社会福祉法人等に対する行政

処分についてで、内容は、記載のとおりであり

ます。 

 以上をもちまして、福祉保健部関係の説明を

終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【山本(由)委員長】 次に、こども政策局長より、

所管事項説明をお願いいたします。 

【永松こども政策局長】 引き続きまして、同じ

資料のこども政策局をお開きください。 

 議案外の主な所管事項についてご説明をいた

します。 

（保育の仕事合同面談会について） 

 去る7月8日に佐世保市、29日に長崎市におき

まして、「保育の仕事合同面談会」を開催いた

しました。この事業は学生や潜在保育士と県内

保育施設との面談の機会を設け、県内保育施設

への就職を促進するため開催したものでありま

す。県内の保育所・認定こども園・幼稚園から

157園が参加し、県内外の学生等が376人来場い

たしました。 

 今後とも、新卒者の県内定着及び潜在保育士

の再就職促進に向けて各種施策に全力で取り組

んでまいります。 

（児童相談所における児童虐待相談対応件数に

ついて） 

 平成28年度の全国の児童相談所における児

童虐待対応件数は、前年度比1.18倍の12万

2,578件と過去最多を更新し、本県においても、

前年度比1.3倍の665件と過去最多となってお

ります。 
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 主な増加要因としては、「児童が同居する家

庭における配偶者に対する暴力がある事案（面

前ＤＶ）」について、児童に対する心理的虐待

にあたるとして警察からの通告が増加したこと

や、平成26年度の佐世保事件を受けた関係機関

の連携が進んできたことなどが件数の増加に繋

がっているものと考えております。 

 今後とも、増加する児童虐待相談に適切に対

応するとともに、その防止に努めてまいります。 

 （追加1）のこども政策局をお開きください。 

（平成28年度の配偶者等からの暴力（ＤＶ）に

関する相談件数について） 

 平成28年度の全国のＤＶ相談件数は、10万

6,367件で、平成27年度の11万1,172件と比較し、

4,805件、4.3％減少しております。 

 本県の平成28年度の相談件数は1,499件で、

平成27年度の1,439件と比較し、60件、4.2％の

増加となっております。 

 なお、詳細につきましては、後ほど担当課長

より補足して説明いたします。 

 今後とも、ＤＶに対する県民の理解をより一

層深めていただくため、その広報啓発とともに、

特に、高校生の若い世代から男女間の暴力に対

する予防教育を推進してまいります。 

 その他の所管事項につきましては、児童福祉

施設球技大会についてで、内容は、記載のとお

りでございます。 

 以上をもちまして、こども政策局関係の説明

を終わります。 

 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 次に、提出がありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について、

説明をお願いいたします。 

【上田福祉保健課長】 「政策等決定過程の透明

性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づきまして本委員会に提出

いたしました福祉保健部関係の資料について、

ご説明をいたします。 

 文教厚生委員会提出資料、福祉保健部の1ペ

ージをご覧ください。 

 補助金内示一覧でございますが、県が箇所付

けを行って実施する個別事業に対しまして、市

町並びに直接、間接の補助事業者に対し内示を

行った補助金について、本年6月から8月分の実

績を記載しております。直接補助金に関しまし

ては、資料1ページから15ページに記載のとお

りで、合計で147件、間接補助金については、

資料の16ページにございますが、記載のとおり

で、2件でございます。 

 次に、17ページをお開きください。 

 1,000万円以上の契約案件の本年6月から8月

までの実績については、資料17ページに記載の

とおりで、計1件となっております。内容は、

記載のとおりでございます。 

 続きまして、18ページをご覧ください。 

 知事及び部局長に対する陳情・要望のうち、

本年6月から8月までに県議会議長宛てにも同

様の要望が行われたものは、平戸市、島原市な

ど計5件となっており、それに対する県の取り

扱いについては、18ページから29ページまでで、

記載のとおりでございます。 

 次に、30ページをお開きください。 

 附属機関等会議結果について、本年6月から8

月分の実績は、長崎県福祉保健審議会など計23

件となっており、その内容につきましては、32

ページから54ページに記載のとおりでござい

ます。 

 以上で説明を終わります。 
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【中野こども未来課長】 「政策等決定過程の透

明性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡

充に関する決議」に基づきまして本委員会に提

出いたしました福祉保健部こども政策局関係資

料について、ご説明をいたします。 

 1ページをお開きください。 

 補助金内示一覧表でございますが、県が箇所

付けを行って実施する個別事業に関しまして、

内示を行った補助金について記載しております。

本年6月から8月分の実績は、間接補助金が26件

であり、内容は、1ページから2ページに記載の

とおりでございます。 

 次に、3ページをご覧ください。 

 知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

本年6月から8月までに県議会議長宛てにも同

様の要望が行われたものについての県の対応状

況についてを記載しております。長崎県町村会、

島原市からの要望書4件となっております。 

 それに対する県の対応状況は、3ページから

13ページまでに記載しているとおりでござい

ます。 

 次に、14ページをお開きください。 

 附属機関等の会議結果について、本年6月か

ら8月までの実績は1件でございます。 

 その内容については、15ページに記載のとお

りでございます。 

 以上で報告を終わります。 

【山本(由)委員長】 次に、国保・健康増進課長

より補足説明を求めます。 

【小田口国保・健康増進課長】 平成30年度か

ら国民健康保険の都道府県化が行われることか

ら、その概要等につきまして、お手元に配付し

ております補足説明資料により、ご説明いたし

ます。 

 今回の制度改正は、国民健康保険を将来にわ

たり維持していくためのものであり、制度改正

の柱として、都道府県に財政運営を移管する運

営のあり方の見直しと、国による財政支援の拡

充が行われますので、このことを中心に説明い

たします。 

 まず、資料の1ページになります。 

 まず、国保制度改革の概要、運営のあり方の

見直しについて、ご説明いたします。 

 資料の中段左側に「現行」というところで、

「市町村が個別に運営」と記載をしております。

現在、国民健康保険は市町村が個別に運営して

おりますが、今後は、右側の「改革後」の図に

あるような市町村と都道府県が共同で運営する

仕組みに変わります。改革後の県の役割としま

しては、資料の上段、四角囲みの中の1つ目の

丸印になりますが、平成30年度から、都道府県

が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運

営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的

な役割を担うことであり、一方、市町は、2つ

目の丸印になりますが、住民との身近な関係の

中、保険給付や保険料の決定、賦課・徴収など

を引き続き担うことになります。 

 運営のあり方の見直しは、国保の運営規模を

市町村単位から都道府県単位に大きくすること

で、財政の安定化を図るとともに、都道府県が

国保の運営にかかわることで、国保のさまざま

な業務の効率化を図り、運営を安定化するため

に行われることになっております。 

 資料の2ページをお開きください。 

 次に、改革後の国保財政の仕組みについて説

明いたします。 

 資料の左側、「現行」の図をご覧ください。

現行の仕組みは、各市町が国保特別会計を設け

て、支出である保険給付費を独自に推計し、国

等からの公費を受けながら保険料を決定、徴収
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し、運営を行っております。保険給付費とは、

市町が医療機関等に支払う医療費のことになり

ます。 

 今後は、資料の右側、「改革後」の図のよう

になり、県にも国保特別会計を設けて、市町と

の間で、市町から県には納付金を納めていただ

き、県から市町には交付金を交付する仕組みに

変わります。納付金とは、県が保険給付に必要

な費用から、公費を差し引いた額であり、県は

まず、県全体で必要な納付金の総額を算定した

上で、市町ごとの医療費水準や所得水準に応じ

た納付金を決定し、市町から集めることになり

ます。 

 次に、交付金につきましては、1つには、医

療機関等に支払う保険給付に必要な全額を市町

に交付し、2つ目としては、災害等による保険

料の減免が多額になった場合や市町の保健事業

に対する支援など、市町の特別な事情を個別に

考慮して交付を行います。 

 国保に加入している被保険者の保険料につい

ては、このようなまず県全体で納付金の総額を

算定する仕組みが導入されることから、変動す

る可能性があります。なお、今般の制度改正に

よって保険料が急激に増加する市町には、保険

料の大幅な上昇を抑制する激変緩和措置を講じ

る予定であり、被保険者に過度な負担がかから

ないよう、激変緩和の手法などについては、現

在、市町と協議を進めているところであります。 

 資料の3ページをお開きください。 

 次に、「平成30年度の公費について（拡充分

の全体像）」について、説明いたします。 

 国民健康保険は、恒常的な赤字を抱えて運営

されていることなどを踏まえ、今回の制度改正

で、国による追加的な財政支援が行われ、全国

で1,700億円規模の公費拡充が平成30年度から

新たに行われることになっておりましたが、そ

の概要が7月上旬に提示されております。 

 その主な内訳としましては、資料の左側、1

つ目の丸印、財政調整交付金の実質的増額で

800億円程度、その下の2つ目の丸印、医療費の

適正化に向けた取組等に対する支援で800億円

程度となっております。 

 資料の右側に、さらに内訳を記載しておりま

すが、例えば、全国の都道府県間の所得格差を

調整するための交付分として、ここに「普調」

とありますけれども、普通調整交付金として

300億円や、今回の制度改正により保険料が増

加することを抑えるための激変緩和分として

300億円、各市町村や県の医療費適正化の取組

状況等を特定健診の受診率などで評価して交付

を行う保険者努力支援制度分として、都道府県

分500億円、市町村分300億円などとなっており

ます。 

 資料の4ページをお開きください。 

 次に、国保運営方針の位置付けについて、説

明いたします。 

 都道府県は、都道府県内の統一的な運営方針

として国保運営方針を定めて、国保事務の効率

化、標準化、広域化を推進し、運営の安定化を

図ることになります。 

 主な記載事項は、資料の（1）から（8）の8

項目となっており、（1）国保の医療費、財政

の見通しや、（3）保険料の徴収の適正な実施

に関する事項、（5）医療費適正化に関する事

項などについて記載をしてまいります。 

 具体的な記載内容については、現在、市町と

の協議を進めておりますが、例えば、県全体で

保険料の徴収の適正な実施を進めるために収納

率目標を定めることや、医療費適正化を進めて

いくために特定健診の受診率向上対策を強化し、
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糖尿病性腎症重症化予防等を進めることで新規

の人工透析導入患者の減少を図る取組等を県全

体で進めていくことなどを記載していくものと

考えております。 

 以上、国保の運営のあり方と財政運営の仕組

みの見直し、公費拡充の全体像、国保運営方針

の位置付けについて説明をいたしましたが、平

成30年度に向けた今後のスケジュールとしま

しては、10月6日に開催予定の長崎県国民健康

保険運営協議会において、県国保運営方針の素

案について説明するとともに、平成29年度に制

度改正があったと仮定した保険料の試算を提示

する予定で、市町との協議など、作業を進めて

おります。 

 また、今後行われる国の政省令の改正を踏ま

え、11月定例県議会に国民健康保険条例の上程

を予定しております。 

 今後とも、市町との協議を十分行うとともに、

県議会には状況をご報告し、ご意見を賜りなが

ら、平成30年度に向け、着実に準備を進めてま

いります。 

 説明は以上です。 

【山本(由)委員長】 次に、こども家庭課長より

補足説明を求めます。 

【吉田こども家庭課長】 私のほうからは、配偶

者等からの暴力（ＤＶ）に関する相談件数につ

いて、補足して説明をさせていただきます。 

 事前に配付をいたしております一枚物の「配

偶者等からの暴力（ＤＶ）に関する相談件数に

ついて」という資料をお手元によろしいでしょ

うか。 

 9月15日に、内閣府が平成28年度の全国の配

偶者暴力相談支援センターにおけるＤＶ相談件

数を取りまとめ、公表いたしましたので、本県

の状況とあわせてご説明をいたします。 

 まず、配偶者暴力相談支援センターといいま

すのは、配偶者等からの暴力に対する相談窓口

として県において設置、また市町においても設

置に努めるということとされておりまして、現

在本県におきましては、長崎、佐世保のこども・

女性・障害者支援センターの2カ所のほか、長

崎市と南島原市の計4カ所に設置をいたしてお

ります。なお、その他の市町におきましては、

婦人相談員の配置等により相談を受け付けてい

るところでございます。 

 まず、平成28年度の県内のＤＶの相談件数で

ございますけれども、表の1の左側の一番下の

2,010件がＤＶの相談件数となっております。 

 この内訳といたしまして、その横の1,499件が、

被害者本人からの相談件数となっております。

性別といたしましては、女性からの相談がほと

んどでございまして、相談の方法といたしまし

ても、電話の相談が多くなっておりますが、来

所相談につきましては、平成27年度が563件で、

平成28年度が651件と、90件近く増加している

ところでございます。 

 なお、「相談状況」の「その他」でございま

すが、主にメール等による相談でございまして、

右端になりますけれども、被害者本人以外から

の相談511件につきましては、主に被害者の親

類や知人からの相談ということになっておりま

す。 

 次に、表の2でございますけれども、一番下

が全国のＤＶ相談件数になっております。全国

の数値といたしましては、表に5年間記載して

おります。平成27年度まで増加をしておりまし

たけれども、平成28年度につきましては減少い

たしております。国に全国の状況につきまして

確認をいたしましたが、その要因の分析までに

は至っていないということでございました。 
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 一方、その上段が県の推移でございます。一

番上が合計になっておりますけれども、平成25

年度に一旦件数が減少いたしておりますが、そ

の後、増加をしております。全国との動向の違

いなど、県のほうも増加している明確な要因が

何かというところまでの分析はなかなか難しく、

困難な状況でございます。ただ、表の3段目に

「内被害者本人」という欄がございますけれど

も、この件数が増加しているということからも、

県といたしましては、ＤＶに対する県民の理解、

認識や相談機関の周知といったことが一定進ん

できたことによって、相談件数が増加している

のではないかと考えております。 

 引き続き、ＤＶに対する県民の理解、認識を

深めるための広報啓発や、特に、現在進めてお

ります中学生や高校生といった若い世代に対す

る男女間の暴力、いわゆるデートＤＶと言われ

るものですけれども、こういったものの予防教

育に取り組むことによって、ＤＶに対する件数

の縮減に努めていきたいと考えております。 

 以上で補足説明を終わります。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 以上で説明が終わりましたので、まず陳情審

査を行います。 

 お手元に配付いたしております陳情書一覧表

のとおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。審査対象の陳情番号は、14、15、

24、28、30です。 

 陳情書について、何か質問はありませんか。 

【中村委員】 30番の「身体障害者福祉の充実

に関する要望書」の中の2ページのところに、

「有料道路割引を障害者手帳の提示だけで適用

することについて」ということを書いてあるん

ですけれども、現時点で、障害者の方たちが有

料道路を使って割引を受けるためには、どうい

うふうなシステムになっていて、今後、どうい

う新しいシステムに変わっていくかというのを

把握できていますか。 

【桑宮障害福祉課長】 現在の有料道路割引の制

度でございますが、障害者手帳に車両ナンバー

を登録しまして、その車両を使用する場合にの

み適用することになっております。ですので、

車検などで代車を使用された場合は割引が適用

されないという状況で、それについて手帳の提

示等で対応ができないかというのが今回の要望

の趣旨でございます。 

【中村委員】 手帳を提示するのは普通の料金所

を通過した時の場合でしょう。最近は、ほとん

どＥＴＣのシステムになっているんだけれども、

ＥＴＣの活用については、どうなっているので

すか。 

【桑宮障害福祉課長】 ＥＴＣの場合は、市や県

の福祉事務所から、道路公団が付与した整理番

号が記載されたＥＴＣ利用対象者証明書の発行

を受けまして、その後、利用者が公団等の窓口

でＥＴＣカードと車載器に割引可能とする処理

をしていただくということで、実際に通る時は、

バーが上がるようなシステムになっているとい

うことでございます。 

【中村委員】 ＥＴＣは、すっと通っていくので

すか。 

【桑宮障害福祉課長】 ご自分の車であれば使え

る状況でございます。 

【中村委員】 普通、ＥＴＣというのはカード会

社と契約をしてカードをつくるじゃないですか。

そうしたら、それを道路公団に持っていって、

そこでそれにまた別のＩＱかなんかが入るわけ

ですか。セキュリティーのあれが入って。でし

たら、もともとの料金からその分が割引をされ

るというシステム。ということは、カードをつ
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くった後に、道路公団にその障害者本人の方た

ちが持っていって申請をやり直さなければなら

ないということなんですか。 

 ということは、ここに要望で「ＥＴＣ車の有

料道路割引についても実現できるよう併せてお

願いいたします。」と書いてあるんだけれども、

今、実現できているのですか。 

【桑宮障害福祉課長】 ご要望の趣旨としまして

は、ＥＴＣ以外の車両も同様なのですが、登録

された車両のみ割引が適用されるということで、

それ以外の車両を使用される際も割引を適用し

ていただけないかという要望のご趣旨でござい

ます。 

【中村委員】 それは例えば、そのＥＴＣのカー

ドをほかの車両に持っていって、そのカードを

突っ込めばいいわけでしょう。使えるんじゃな

いですか。違うのですか。 

【桑宮障害福祉課長】 ＥＴＣのカードと車載器

に登録の手続をしますので、割引が適用される

車両というのが限定されている状況でございま

す。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 
 

― 午前１０時５４分 休憩 ― 

― 午前１１時 零分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 再開します。 

 ほかに質問はありませんか。 

【浅田委員】 後ほどお伺いしようと思っていた

のですが、陳情にもありますので、障害者の災

害対策について、お伺いをさせていただきたい

と思うのですが、ここにもありますように、福

祉避難所は市町に結構委ねられている現状かと

は思うんですが、そのばらつきがあるというこ

とがここに書かれていて、すごく少ないところ、

多いところ、状況とかを教えていただいてよろ

しいでしょうか。市町の数。 

【山本(由)委員長】 浅田委員、すみません、何

番ですか。 

【浅田委員】 ごめんなさい、30の1ページです。

「身体障害者福祉の充実に関する要望書」の中

の1ページの2の障害者の災害対策のところに

ついて、お伺いします。 

【上田福祉保健課長】 福祉避難所の状況でござ

いますが、県下で415あるということは記載の

とおりでございますが、一番少ないところは1

カ所というのがございまして、具体的な町名で

申しますと、時津町、川棚町については1カ所

しか指定がないということでございます。あと、

2カ所というのが長与町とか東彼杵町というこ

とで、町のほうは、規模が小さいということで

指定数が少ないということで、一番多いのが、

長崎市が89施設という状況になっております。 

【浅田委員】 どうしても人口で、当たり前です

けれども、その数になるかと思うんですが、そ

の1カ所しかない時津町とか、2カ所の長与町、

そういうところの場合の障害者の人の数とフォ

ローの体制の仕方というか、それで見合うのか、

地域によってどうなのかというところの把握を

県のほうでは、どのようになさっているのでし

ょうか。 

【上田福祉保健課長】 今、施設数で申し上げま

したが、例えば、施設の中で何人ぐらい使用で

きるかというのが大事でございます。例えば長

与町でいきますと、施設は指定しておりますけ

れども、収容人数については未定ということも

あったり、川棚町でいくと、2施設ですけれど

も、75人しか収容できないということで、指定

については、大概が特別養護老人ホーム等高齢

者の施設であるとか、障害者の施設をそのまま

指定するという状況がございまして、そこのス



平成２９年９月定例会・文教厚生委員会・予算決算委員会（文教厚生分科会）（９月２７日） 

- 68 - 

ペースにどのくらい収容できるかということで

算定をしている状況でございます。委員がおっ

しゃるとおり、我々としても、福祉避難所の数

は実際はそこの要配慮者等の数から指定すべき

だということは、市町に対しては指導をしてい

るところでございます。 

【浅田委員】 県のほうからは指導なさっている

ということで、その実態等、今後の状況をしっ

かりと市町ともお話をいただいて、不具合がな

いような形で、しっかりとフォローアップをし

ていただきたいという点と、ここの（1）のと

ころに「身体障害者相談員への要配慮者情報の

共有化をお願いします。」というのがあるので

すが、これは要は、例えば、福祉施設の場所と

か、ハザードマップ的なものとか、もっと全体

的に知らせてほしいということなのかなと思っ

ているのですが、今までいかがだったのでしょ

う。 

【桑宮障害福祉課長】 要望に書いておられます

身体障害者相談員への要配慮者情報の共有化と

いうのは、どこに、どういう障害をお持ちの方

がおられて、どういう配慮をしなければいけな

いという情報を相談員に提供する、相談員もそ

の情報を共有するというところがあるんですけ

れども、個人情報を提供するには、やはり本人

の同意が要りますので、そこを努力していただ

きたいという要望のご趣旨でございます。 

【浅田委員】 確かに個人情報というのがあろう

かと思うんですが、それは個々人の人たちとそ

の共有をどう詰めていくかというのは、市町の

ほうがしっかりと話をしてということになろう

かと思うんですけれども、そのあたりは、県と

してのフォローはどのようになさっているので

すか。 

【桑宮障害福祉課長】 委員ご指摘のとおり、市

町のほうの対応となりますので、個人情報の問

題を考慮に入れた上で、県としても、市町に関

係者間で情報共有化を図るような働きかけをし

ていきたいと考えております。 

【浅田委員】 個人情報の問題があるにしても、

ここは助けていただきたいと思っていらっしゃ

る側の状況把握というのをしっかりやっていた

だければと思います。 

 障害者の方の災害対策の一つとして1つお伺

いしたいのが、県がやる避難訓練とかに障害者

の方が参加するとか、そのあたりは、どういう

ふうになっているのでしょうか。これはここで

聞いていいですか、後ほどがいいですか。 

【山本(由)委員長】 できれば後に。 

【浅田委員】 じゃ、後にします。 

【山本(由)委員長】 ほかに質問はありませんか。 

【吉村(正)副委員長】 1件だけ、先ほどのＥＴ

Ｃの障害者の割引の件で私もぜひ申し上げたい

のが、実際私が今、手帳を持っていて、車でバ

イパスをＥＴＣで通っているんですけれども、

自家用車で行く時は、それはどっちも登録して

おけばいいという話で、手間はかかりますが、

ありがたい制度だなとは思っています。ところ

が、困るのは、これが長崎空港にタクシーで行

かなければいけないとかいう時に、やっぱり高

速を使うわけです。その時に、カードだけぽっ

と渡して「これで行ってください」と言っても、

そのタクシーは行けないわけですよね。そうい

うのは非常に不便です。 

 ですから、障害を持っているのは車じゃなく

て個人、人間なんですよね。ということを考え

ていただければ、さっき、障害が属人的なもの

なのかとか、そういうふうな議論がなされてい

るという話でしたけれども、まさに障害を持っ

ているのは人間個人です。ですから、その個人
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がどう使いいいかどうか。機械のどうのこうの

とか、悪用とか、それはいろいろあるけれども、

実際に障害を持った個人が、そのＥＴＣ化する

ことによって、どれだけ便利になるのか。これ

はＥＴＣだけじゃなくて、実は、バスとか電車

の乗り降りの時にスマートカードとかを使いま

すよね。あんなのも一緒なんですけれども、要

は、どこに視点を置くか、誰のための制度なの

かというのをもう少し考えていただいて、そこ

は使いやすいように、便利な制度に改めていた

だきたいと思います。 

 この場合は、たまたまＥＴＣですけれども、

そのほかにも考えただけでもいろいろあります

よということを皆さんにはぜひ知っていただき

たいと思いまして、一言つけ加えてさせていた

だきました。 

【山本(由)委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ほかに質問がないようです

ので、陳情につきましては、承っておくことと

いたします。 

 次に、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 この件につきましては質問

がないようですので、次に、議案外所管事務一

般について、質問はありませんか。 

【里脇委員】 1点、国保の件で、今度みんな一

緒にやるということなんですけれども、地域に

帰ると毎回よく言われております。例えば、大

村は保険料が、よその市と比べて高いとかいっ

た部分が均一になるということで、その部分は

助かると思うんですが、ところが今度問題にな

ってくるのは、今までは、市単位、町単位で徴

収をやっています。だから、足らない部分をど

うやって補っていくかというようなことで、徴

収率の問題もかかわってくると思うんです。そ

れで、結局、足らない部分をどうしていくかと

いうと、まじめに払っている人に、どんどんい

わゆるおっかぶせたような形で保険料というの

を決められていくものです。別に一般会計から

繰り入れるというのは、税の二重負担みたいな

形になるので、それはできないということにな

りますから。 

 そのような中で、今度は全体で話し合って、

徴収率とかの目標設定をするということなんで

すが、その部分について、恐らく、それぞれの

ところによって徴収率というのは変わってくる

と思うんですが、市町それぞれ今の段階でどの

くらいの平均徴収率があって、今度全体まとま

った中で、目標値をどういうふうに設定してい

くのかというのは非常に気になるところです。

この部分の責任分担というのは、市や町が自分

のところで目標分を集められなかったらどうな

るのか。その分は結局、県全体として保険料を

上げなければいけなくなっていく、要するに、

徴収率の悪かった市町の分を、徴収率のいい市

町で賄っていかなければいけなくなってくるん

じゃないかと思うんです。その辺で、県として

は、どのような方向で考えられているのかなと

いうふうな思いでお尋ねし、今ご答弁いただき

たいのは、県としては、どういうふうな方針で

いきたいというのと、現在の市町の保険料の徴

収率というのは、把握しておられれば、後で資

料をいただきたい。 

【小田口国保・健康増進課長】 まず、市町ごと

の収納率の状況ですけれども、後ほど、21市町

ごとの資料は用意いたしますが、平成27年度の

県の平均で93.29％になっております。一番高い
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ところが98％で、一番低いところが約90％です

ので、7～8％の差が生じております。 

 委員ご指摘のとおり、平成30年度からは財政

運営の仕組みが変わりまして、市町は、県が計

算する納付金というものを保険料を集めて県に

納めてもらう格好になります。そこで、収納率

が低くなって、保険料を予定どおり集め切るこ

とができない場合におきましては、県のほうで

基金を設けまして貸し付けを行うということに

しております。単年度の収支については、そこ

で補うこととしております。ただ、収納率の向

上というのは全市町一丸となって取り組む必要

があるものですので、収納率の具体的な目標に

ついては、現在、市町と協議を続けているとこ

ろでございます。 

【里脇委員】 多分、率直な気持ちとして、市町

の担当者、要するに、収納課にしてみれば、ほ

っとしているのが実情じゃないのかな。市町単

独でやっている場合には、あからさまに徴収率

が悪いじゃないか、どうしているのかとがんが

んやられた分が、市町の議会なんかでも表に出

てこなくなるんですよね。要するに、払っても

らえないところに、無理して何回も、どうにか

して払ってくださいと言うより、基金で賄って

もらえるから、まあいいかなという気持ちが出

てくると、徴収率は悪化してくると思うんです

よ。その辺のところで、要するに、何かペナル

ティーじゃないけれども、指導監督というもの

がちゃんとなされるのかなという思いがあって、

むしろ、一緒にしたばっかりに、基金で賄って、

いつまでもその基金を当てにするわけにいかな

いですから、逆に言うと、まじめに払う方々で

保険料を賄っていかなければいけないですよね。

収入と支出で必ずそうなっていくので、要する

に、保険料が上がっていく可能性がないのかな

という心配もあります。その辺のところをお願

いいたします。 

【小田口国保・健康増進課長】 先ほどの私のご

説明が不足しておりまして、収納率が予定に満

たない場合に、基金のほうからと申しましたけ

れども、これは貸し付けでありまして、その分

は翌年に市町のほうで保険料等の影響が出てく

ることになりますので、それは当然、県が納付

金として納めてくださいという分の保険料の徴

収については、責任を持って徴収してもらわな

ければいけないということになります。ですの

で、当初は、市町ごとの収納率というのは保険

者の規模によって何段階か分けて設定する方向

での協議をしておりますけれども、将来的には、

みんな同じ基準を満たしてしていきたいと思っ

ておりますので、ここは引き続き、協議を続け

ていきたいと思っております。 

【里脇委員】 新たに疑問が出てきたんですけれ

ども、要するに、徴収に満たない部分というん

ですか、基金で貸し付けるという、それは市町

に対して、例えば、目標設定値を95％で設定し

ましたと。95％に満たない部分については、そ

の市町に対して基金を貸し付ける。その貸し付

けた基金は、市町はどこから支払うのか。一般

会計から返したら、これは何もならないですも

のね。要するに、徴収率を95％に設定して、94％

しか集まらなかった。そうしたら、次の年、そ

この市町では96％に上げないと返済できない、

そういう理解でいいんでしょう。 

【小田口国保・健康増進課長】 基金の貸し付け

を行いますので、その分は翌年度以降に当該市

町から返還してもらう形になります。ですので、

その増額する分については、基本的に、保険料

等によって対応する必要があるかと思いますの

で、だからこそ、県が納付金として示す収納率
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については、ここは頑張って徴収をしていただ

く必要があるのかなと思っております。 

【里脇委員】 幅が90％から98％ぐらいあるん

ですけれども、あくまでも収納率の目標値を設

定する時は、その市町の現状に合わせて、おた

くの市は何％を目標にしなさいとか、そういう

やり方をされるのですか。それとも、話し合っ

て、統一したものになさる予定ですか。 

【小田口国保・健康増進課長】 現在、市町と協

議を進めている状況におきましては、市町の被

保険者数の規模別に標準的な収納率を設定して、

それをもとに県で納付金を計算して、市町のほ

うから納めていただく形で考えております。具

体を挙げますと、例えば、被保険者数が10万人

以上ですと88％で、1万人未満だと94％、やは

り被保険者数に応じて、徴収というのは規模が

小さいほど、きめ細かくできるというか、上が

るところはありますので、今、被保険者数の規

模に応じて、4段階で収納率を設定する方向で

市町と協議を進めております。 

【里脇委員】 私が心配して言うのは、将来的に、

統合して運営としては均等になりますというこ

となんですけれども、個々の国保の加入者にと

って、このことによって、要するに、保険料が

上がるんじゃないのかという心配、その辺のと

ころだと思うんですよ。その辺については、ど

のように考えておられますか。 

【小田口国保・健康増進課長】 今回、都道府県

化に伴いまして、算定方式が変わります。まず、

納付金という仕組みを導入します。今までは、

市町ごとに医療費を見積もって、保険料で考え

ていたものが、県全体で被保険者の数とか、所

得の状況、医療費水準に応じて納付金を計算す

るという仕組みを導入しますので、その部分に

よって増減する可能性というのはあります。た

だし、その仕組み導入によります保険料の急激

な変動というのは避ける必要がありますので、

ここはしっかりと激変緩和措置を講じまして、

その具体的な手法については、今、市町と協議

を行っているところであります。 

【山本(由)委員長】 先ほど里脇委員から話があ

りました各市町ごとの徴収率の表を後ほど委員

さんに配ってください。よろしくお願いします。 

 ほかに、質問はありませんか。 

【中山委員】 健康経営推進企業の認定について

お尋ねします。これを読みますと、「平成28年

度から全国健康保険協会長崎支部と連携」とあ

りますけれども、長崎県としては、この認定事

業をどのように位置付けしているのかというの

が1つ。 

 もう一つは、従業員の健康を会社の財産と捉

え、会社の成長のために従業員の健康づくりに

積極的に取り組むことによって、企業にどうい

うメリットが発生するのか、まずこの点を教え

てくれますか。 

【小田口国保・健康増進課長】 健康経営につき

ましては、現在、県としましては、健康増進計

画である第2次「健康ながさき21」を策定して、

各健康施策に取り組んでいるんですけれども、

働き盛り世代と申しますか、お勤めになってい

る世代の健康づくりにおきましては、やはり会

社における各種健康対策の取組というのが大事

なものですので、これは協会けんぽの長崎支部

と県で協働して、この健康経営の推進に取り組

んでいるところでございます。 

 あと、健康経営の会社側のメリットでござい

ますが、健康経営に取り組むということで、企

業イメージ等のアップにつながるということが

あります。また、この健康経営を宣言されて、

1年間取り組んでいただきまして、一定の基準
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を満たしている企業は、その推進企業というこ

とで県が認定を行います。その認定をされます

と、ロゴマークとかステッカーを配付しますの

で、こういうものを掲示いただきますと、なお

企業のイメージアップ等につながるのかなと考

えております。 

【中山委員】 これを推進することによってイメ

ージがアップするということですけれども、ち

ょっと弱いなという感じがしますが。そうする

と、これは企業になってきますよね。そうする

と、医療法人とか、社会福祉法人、団体とかあ

るでしょう。例えば、県、長崎市町とかね。な

ぜ企業だけですか。そういう団体も入っている

のですか。 

【小田口国保・健康増進課長】 現行の協会けん

ぽ長崎支部と県で協働して行っておりますのは、

協会けんぽ加入事業所を中心にしておりますの

で、そういう意味でいけば、病院や団体等につ

いても協会けんぽに加入していれば、この対象

となります。ただし、委員ご指摘のとおり、今

後これは広く取組を進めていく必要があります

ので、協会けんぽ加入以外の事業所につきまし

ては、今、県のほうでも、広く周知等の取組に

ついては検討しているところでございます。 

【中山委員】 協会けんぽに入っているところが

対象だということでありましたけれども、県が

やっていく以上は、やはりこれは全県的な問題

であって、そこまで拡大していくということは

当然考えなければいけないし、そういう方向で

やっていくということですから、ぜひそういう

方向でやっていただきたいと思います。 

 それと、この初年度なんですけれども、65事

業所が参加されて、認定が16ということで、非

常に意外な感じがするんですよね。恐らく、初

年度で参加したというのは、かなり積極的な企

業じゃなかったのかなと思うんだけれども、認

定基準が厳しいのか、その辺を教えてくれます

か。 

【小田口国保・健康増進課長】 健康経営に宣言

いただきますと5つの取組を行っていただきま

すが、今回、この5つの取組で基準を決めてお

りまして、ここでなかなか厳しかったのは、健

診の受診率につきまして80％以上とか、その健

診で一定保健指導が必要な方への保健指導の利

用率が50％以上という数値基準を設定してい

る項目がございます。健診受診率とか、保健指

導の利用率、この数字が、参加された企業は取

り組まれているんですけれども、なかなかここ

をクリアするのが難しかったので、こういう結

果になっております。 

【中山委員】 この受診率というのは、社長を含

めて社員の健康診断という受診率ですか。 

【小田口国保・健康増進課長】 基本的に、40

歳以上の方を対象とする特定健診を想定してお

りますが、生活習慣病の予防健診を取組対象と

しております。 

【中山委員】 健康ながさきを目指す上で、希望

した65社の中で受診率80％を上回ったところ

が16社ぐらいしかないということで、非常にび

っくりしました。健康管理する以上は、特定健

診までいくかどうかは別として、ほとんどの企

業というのは毎年、全社員について健康診断は

やっているんじゃないかという気がしているの

ですが、そうじゃないんですか。 

【小田口国保・健康増進課長】 労働安全衛生法

上の義務付けられております健康診断というの

もありまして、これは以前から企業のほうで引

き続き実施されておりますけれども、ここと特

定健診項目がダブるものにつきましては、その

健康診断をもって特定健診としておりますが、
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確かに委員ご指摘のとおり、普通、職場の健康

診断を受ければ、これはクリアするわけですの

で、宣言された企業につきましては、ここは

80％を超えるように頑張っていただきたいと

考えております。 

【中山委員】 認定の前に、これは政策として、

やはりこの受診率を上げていくということは大

事な問題だから、それはぜひ協議してほしいと

思います。 

 それと、今度、表彰制度を検討するというこ

とでありましたけれども、いつから表彰制度を

検討するのか、その表彰の内容はどうなるのか

教えてくれますか。 

【小田口国保・健康増進課長】 現在行っており

ます健康経営の事業につきましては、昨年度、

宣言していただきまして、その1年間の実績を

もとに、今年、初の認定を行ったんですけれど

も、一回認定をしたら終わりというわけではな

くて、引き続き、優良な取組事例を行っている

会社につきましては、さらに表彰ということを

考えておりますので、その具体的中身につきま

しては今後検討して、来年度以降に行いたいと

考えております。 

【中山委員】 来年度以降ということじゃなくて、

来年度なら来年度ということで、きちんと明確

にしてやってほしいと思いますし、そしてこれ

は表彰するのは知事ですか。誰の名で表彰する

んですか。 

【小田口国保・健康増進課長】 認定と同じよう

に、知事と協会けんぽの連名で考えております。 

【中山委員】 企業についても何万社とあるわけ

ですよね。それで16社ぐらいで満足せずに、一

つの数値目標を持っていって、積極的に取り組

んでいくという形を、今回は見えていませんけ

れども、そういう形で今後の取組、意気込みを

話してくれますか。 

【小田口国保・健康増進課長】 これはどんどん

広く企業に参加宣言をいただきまして、取組を

広げていきたいと思っております。具体的な目

標につきましては、現在、協会けんぽとも協議

をしておりますけれども、平成28年度からスタ

ートしましたけれども、現在の目標としまして

は、平成28年度、平成29年度ともに50社程度を

宣言いただくことを考えております。ただ、こ

れにつきましては広がることが大事ですので、

この見直し等を含めて、協会けんぽのほうと協

議をしていきたいと思っております。 

【中山委員】 目標の数が1桁2桁少ないですよ。

これは積極的にやるならばやっていく、やらな

いならばやめたほうがいいですね。この状況な

らね。やるなら、もう少し思い切った数字をつ

くって、きちんとやっていったほうが事業効果

が出てくると思いますので、ぜひその辺、ちゃ

んとしていただきたいと思います。 

 それと、もう一点お尋ねしたいと思いますが、

平成28年度、児童相談所における児童虐待件数

の対応等についてでございますけれども、これ

は前年度比1.3倍伸びて665件という形でござ

いまして、主な理由が、警察からの通告が増加

したということでありましたけれども、この資

料を見せていただくと、警察からの通報で、全

国平均は大体45％程度ということになってい

ますよね。本県は29.3％ということであります

から、この辺の差というのは、どういうところ

からこういうふうに出てきているのか、その辺

をまず教えてくれますか。 

【吉田こども家庭課長】 確かに虐待の経路別の

相談件数でいきますと、警察が本県で平成28年

度で約30％で、全国的な割合数45％ということ

で、差があります。ただ、警察等からの相談に
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つきましては、平成27年度が19％から、警察の

ほうから積極的に面前ＤＶとかの通報を受けて、

本県としても増加をしているところでございま

す。 

 本県として見た場合に特徴的なのは、市町か

らの相談が平成28年度は20％程度ございます

けれども、全国的には6％というような割合に

なっておりまして、佐世保事件等を含めて関係

機関と連携がとれて、どちらかというと市町、

警察も含めて、幅広く相談が来ているというこ

とで、割合的に、率の話でございますので、多

様なところからの相談を受けられるような状況

になっているのではないかと考えております。 

【中山委員】 事件等があって、福祉事務所から

の相談が上がっているということであって、バ

ランスがいいという話でありましたけれども、

いずれこれが完全に定着してしまうといいんだ

けれども、全国的平均を見ると、警察からの通

報が非常に高いんですよね。私が調べて、こう

いう傾向になっていくんじゃないかという気が

しているわけです。そうすると、より警察との

対応のあり方、この辺の連携というのは今後必

要になってくると思いますので、その辺の警察

との連携のあり方について、どのように考えて

いるのか、お尋ねしたいと思います。 

【吉田こども家庭課長】 委員ご指摘のとおり、

警察との連携は非常に重要だと考えておりまし

て、昨年度末に、県警とも児童相談所と連携の

協定を締結させていただいたところでございま

す。これまでも、警察と一緒になって年1回、

合同で訓練等をやっておりまして、立入調査等

には児童相談所よりも警察のほうがスキルがご

ざいますので、一緒になって家庭訪問する時の

立入調査等の訓練も含めてやっておりますし、

毎年、佐世保、長崎それぞれで関係の警察署と

の連携会議等も行っておりますので、今後とも、

警察とは十分連携を深めていきたいと考えてお

ります。 

【中山委員】 ぜひ警察との連携を十分に、今ま

で以上に密にとっていくことが必要ではないか

と思います。 

 次に、主たる虐待者の中で、実母が349件で

全体の52.5％、実父が209件で31.4％で、約84％

は親からということになりますけれども、これ

の要因について、どのように分析しておりまし

ょうか。 

【吉田こども家庭課長】 特に母親につきまして

は、虐待を受ける子どもの年齢からいくと乳幼

児までが多いということも考えますと、子ども

ができて養育するのに、前とは違って、核家族

化が進んで、おじいさんとかおばあさんがいて

子育ての相談をするとか、そういった場面が少

なくなっているというふうなことも要因として

は考えております。 

 今、妊産婦につきましても、産前産後の鬱と

いうことで、約4％ぐらいがそういった悩みを

抱えていて、メンタル的な支援が必要だという

ような数字も出ておりますので、今年度、事業

としましては、妊産婦に対するケア、相談する

ネットワークというものを、今でも、児童虐待

のための児童虐待ゼロプロジェクトということ

で、市町と産科の先生たちが連携するネットワ

ークをつくっておりますけれども、それに精神

科のドクターも入れたネットワークを新たにつ

くるということで、精神科、産科、小児科の先

生方とも一緒に今、協議を進めているところで

ございます。 

【中山委員】 それでは、母親については、今言

ったように、そういう話がありました。これは

父親も一緒ですか。父親が30％ぐらいやってい
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ますけれども、いかがですか。やはり同じよう

な要因ですか。 

【吉田こども家庭課長】 母親のほうが高いのは、

そういった理由ではないかと考えておりますけ

れども、父親は、ＤＶ件数も増えておりますし、

家庭内での暴力がどういったストレス等が原因

で暴力に及んでいるかというところまでは、申

し訳ございません、今手元に理由がありません

ので、分析はできておりません。 

【中山委員】 父親の家庭内暴力についても、何

かの要因があってやるわけですから、分析して

いないということで正直にお話しされたので、

それ以上責めませんけれども、後日、的確にそ

の内容について分析していただくことを要望し

ておきたいと思います。 

 それと、虐待について、家庭の所得、ひとり

親とか、何か特徴がありますか。 

【吉田こども家庭課長】 確かに貧困であります

とか、経済的な理由も含めて、家庭内でいろい

ろ問題があるというのも想定はされますけれど

も、それとは別に、子どもの育てにくさとか、

そういったことも含めて、いろいろな原因は考

えられると思いますけれども、確かに経済的な

要因も1つ家庭内でのトラブルとしては考えら

れます。 

【中山委員】 恐らく、家庭の経済的な問題もあ

るだろうと思いますし、この辺をどう支援して

いくかというのはなかなか難しい部分はあると

思いますが、相談体制をよくとっていただいて、

密に相談体制をやっていくことが今は最善かな

と思いますが、ぜひその辺の把握と防止に努め

ていただきたいと考えております。 

 あと一点、児童虐待の相談対応の中で、一時

保護の必要なものが182件ありますよね。一時

保護の委託と一時保護とやっていますよね。そ

して、これは一時保護の場合と一時保護委託の

場合、103件と79件となっておりますが、平成

28年度において、平均どの程度の期間を委託し

たりやっているのか、その辺の実情を教えてく

れますか。 

【吉田こども家庭課長】 一時保護が必要な児童

につきまして、施設も含めて、特に、乳幼児と

か小さい子どもになりますと、なかなか一時保

護所で対応が難しい場面もありますので、乳幼

児等小さい子どもにつきましては、乳児院に委

託するということはあります。 

 一時保護は法律的に最長2カ月までと決まっ

ておりますので、それを前提にやっております

けれども、本県は、全体的に見て、平均的に1

カ月未満の一時保護の期間ということになって

おります。 

【中山委員】 1カ月未満ということでありまし

たけれども、これは一時委託して、その後は家

庭に返すという形になるんですね。そうすると、

例えば、103件と79件でありましたけれども、

再発ということはあるんですか。一回保護して

おって、大丈夫だということで保護者のもとに

帰らせて、その後、また一時保護するというよ

うなケースというのはあるんですか、ないので

すか。あれば、実態とかを教えてくれますか。 

【吉田こども家庭課長】 一時保護を行った場合

は、家庭に戻す場合と、そのまま施設に入所す

るという場合がございますので、再発の危険性、

例えば、親の暴力等、児童相談所の職員のほう

で面接をやっても、なかなかここは改善が難し

いという話になれば、当然リスクが高いわけで

すから、施設に入所して、そこの状況を見てい

くということもありますし、家庭の状況が受け

入れができるという場合は、当然、家庭に戻す

場合もございます。そういった場合に、再発す
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る場合もあると思います。 

【中山委員】 それは再発はあると思いますので、

平成27年度と平成28年度の実績、数はわかって

いますか。 

【吉田こども家庭課長】 申し訳ありません、そ

こは今、手元にございませんので、調べた上で、

ご報告をいたします。 

【中山委員】 ぜひそこまできちんと把握してほ

しいということを申し上げて、質問を終わりま

す。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 
 

― 午前１１時４３分 休憩 ― 

― 午前１１時４３分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開します。 

 午前中の審査はこれにてとどめ、午後は、1

時30分より再開いたします。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午前１１時４４分 休憩 ― 

― 午後 １時３２分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 意見書についての審査をいたします。 

 今回、公明党より、「受動喫煙防止対策を進

めるために健康増進法の改正を求める意見書」

提出の提案があっております。 

 ここでお諮りいたします。 

 宮本議員より、意見書提出の趣旨説明のため

委員外発言をしたい旨の申し出があっておりま

すが、これを許可することにご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、委員外議員の発言を許可することに

いたします。 

 それでは、宮本議員より意見書提出について

の趣旨説明等をお願いいたします。 

【宮本議員】 午後の一番、お時間をいただきま

して、まことにありがとうございます。 

 それでは、「受動喫煙防止対策を進めるため

に健康増進法の改正を求める意見書（案）」に

ついて、概要説明をさせていただきます。 

 厚生労働省がまとめた報告書、たばこ白書と

いうものの中には、喫煙者の方にはちょっと耳

の痛い話になるかもしれませんけれども、喫煙

は、肺がん、喉頭がん、胃がん、循環器疾患、

呼吸器疾患などに因果関係があると報告されて

います。そしてまた、受動喫煙におきましても、

肺がん、虚血性心疾患、脳卒中などなどに因果

関係があることが示されており、受動喫煙によ

る死亡者は年間約1万5,000人になると推計も

されています。 

 こういったことから、受動喫煙を防止するた

めには、たばこの煙についての健康被害を招く

ことを国民に発信していくことが重要であると

考えられています。 

 ＷＨＯのまとめによりますと、日本の受動喫

煙対策については、世界におきましては最低ラ

ンクに位置付けられています。こういう状況の

中、2020年の東京オリンピック・パラリンピッ

クに向けて、日本の受動喫煙防止対策の取組を

国際社会に対しても発信していく必要があると

考え、国民の健康を最優先に考えるべく、以下

の4点にわたり健康増進法の早急な改正を強く

国に対して求める意見書でございます。 

 1点目、対策を講じるに当たっては、準備と

実施までの周知期間というのをしっかりと設け

てくださいということ。 

 2点目、室内の職場・公共の場を全面禁煙と

するように求める「ＷＨＯたばこ規制枠組条約
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第8条の実施のためのガイドライン」を十分に

考慮してくださいということ。 

 3点目、屋内における規制においては、喫煙

専用室の設置が困難な小規模飲食店に配慮して

ください。そしてまた、未成年者や従業員の受

動喫煙対策をしっかりと講じてくださいという

ことを求めるものであります。 

 4点目、各自治体の路上喫煙規制条例などと

の調整を視野に入れて規制を検討してください。 

 この4点にわたり意見書を地方自治法第99条

の規定により提出するものでございます。 

 委員各位の皆様方のご賛同を賜りますように、

よろしくお願い申し上げます。 

【山本(由)委員長】 ありがとうございました。 

 ただいま、宮本議員から説明がありました、

「受動喫煙防止対策を進めるために健康増進法

の改正を求める意見書（案）」について、ご質

問はありませんか。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 １時３５分 休憩 ― 

― 午後 １時３５分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 意見書の提出について採決を行います。 

 本提案のとおり、意見書を提出することに、

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、「受動喫煙防止対策を進めるために

健康増進法の改正を求める意見書」については、

提出することに決定されました。 

 なお、体裁の修正等については、いかがいた

しましょうか。 

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、正副委員長にご

一任願います。 

 それでは、議案外所管事務一般について、質

問はありませんか。 

【浅田委員】 まず、1点目、先ほどご質問した

かった問題ですけれども、避難訓練の際、多分、

各地域とか学校、施設では、障害者の方の避難

訓練等々もやられているかと思うんですけれど

も、もちろん在宅の方がいらっしゃったり、災

害に応じての避難のやり方というのがあろうか

と思うんですが、障害者の方の避難訓練の状況、

現状というのを教えてください。 

【桑宮障害福祉課長】 障害者支援施設に入られ

ている方の避難訓練の状況でございますけれど

も、県の条例におきまして、社会福祉施設にお

いては、火災、地震、風災害等のその他の災害

における避難計画を策定することになっており

ます。これにつきましては全ての施設で策定を

しているところであります。 

 避難訓練の状況なんですけれども、午前中の

お話を受けて、電話ではありますが、各施設に

照会したところ、大体5割程度の施設が避難訓

練をしているという状況でございます。 

【浅田委員】 5割程度、半分しかやっていない

ということ自体も問題なのかなと。やっぱり何

かあった時に、なかなか自分の思いだけで避難

できない方々ですから、逆に言うと、そこはか

なり強化する必要性があろうかと思いますが、

いかがでしょうか。 

【桑宮障害福祉課長】 委員ご指摘のとおり、今

回問い合わせて、そういう状況を把握した次第

でございますので、計画という仏の方はつくっ

ているんですけれども、魂が入っていないよう

な状況もあろうかと思いますので、そこは実際

に災害弱者でもありますので、訓練等を各施設

で行っていくような対応というのは促していく
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必要があると考えております。 

【浅田委員】 その5割しかなさっていないとい

う状況の中で、先ほど、福祉避難所の話もしま

したけれども、そういうものの把握ですとか、

例えば、避難所のあり方のハザードマップとか、

県の中でもしっかりつくられて、それを落とし

込んでいるとか、そのあたりはいかがでしょう

か。 

【上田福祉保健課長】 ハザードマップについて

は、各市町はつくっていると思うのですが、県

については、一体的なものはつくっていないと

いうことでございます。 

【浅田委員】 福祉のハザードマップをというこ

とです。私が言っているのは、さっき言った福

祉避難所とか、そういったことに関するしっか

りとした情報共有ができるようなものをつくら

れているのかどうなのかというところに関して。 

【上田福祉保健課長】 福祉避難所については、

公表しているところは、当然ハザードマップは

できているんですけれども、中には、名前を出

してほしくないというところもありますので、

そういうところについては出していないという

ことでございます。基本的には、市町でそこの

情報は押さえているということはございます。 

【浅田委員】 しかし、今お話を伺っていて、浸

透もしていないのかなと感じるところでありま

した。5割しかやっていないという現状と、い

ざ何かあったら、私は何度も東北地方、熊本と

か、ボランティアで行っているんです。そうい

う時に、障害者の方の避難のあり方とか、常日

頃の訓練のあり方等々もすごく問題になってい

ました。そこはその5割がさらに増えてもらわ

ないと困るので、そこをしっかり県としてもご

指導、発信ということをやっていただければと

思います。 

 また、県とか自治体がやられている避難訓練

に関して、障害者の方にも参加していただくと

いうようなことはやられているのでしょうか。 

【桑宮障害福祉課長】 それについても先ほど電

話での照会でありますけれども、45施設のうち

1施設、市が実施されている避難訓練に参加を

されているという回答をいただいたところです。 

【浅田委員】 それは逆に、施設のあり方なのか、

自治体のあり方として、自治体が主催するそう

いう避難訓練に関しては、積極的に障害者の方

も参加できるようにしているのか、通知してい

るのかというところの問題があろうかと思うの

ですが、そのあたり、いかがでしょう。 

【桑宮障害福祉課長】 県の総合防災訓練もそう

なんですけれども、避難訓練自体の性格という

のも私どもも十分に把握していない部分もあり

ますので、把握する必要があるかなと思ってい

ます。というのは、県の総合防災訓練であれば、

多分、防災機関の相互の連携の確認というとこ

ろに主眼が置かれていると思います。市の防災

訓練の場合、どういったところに主眼を置かれ

ているのかというところで、また参加者も変わ

ってくると思いますので、障害者の施設におい

ては、施設のほうでしっかりと避難訓練をして

ほしいという考え方のもと、お声をかけていな

いと、そういう面もあろうかと思いますので、

そこは考え方を確認してみたいと思います。 

【浅田委員】 そういう時の弱者の方になります

ので、詳細にわたって、そのあたりの把握とい

うのは必要だと感じております。 

 施設の方だけでも参加していただくだけで、

誘導のあり方とかも全然違ってくるでしょうし、

自治体が積極的にそういうところにこそやって

いく必要性が、これは危機管理と福祉保健部の

連携のあり方も問われるところだと思うんです。
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今度たしか11月にまた雲仙で大きな避難訓練

がありますよね。そういう避難訓練だから、な

かなかに参加しづらい方たちだから声をかけな

かったと一方あるかもしれませんが、そういう

時に参加していないと、有事の時に大変困ると

いう方たちでもあるので、そこは福祉保健部長、

今度11月とかにもあるわけですけれども、そう

いったところの考え方というのをきっかりと含

めて、しっかりご協議いただかないと、いざと

いう時に取り残されるとか、問題があるという

ことになろうかと思うんですが、いかがでしょ

うか。 

【沢水福祉保健部長】 先ほど障害福祉課長から

も話がありましたけれども、訓練の趣旨、目的、

どこに目的を置いてやっているのかということ

もございます。そういうことを含めまして、危

機管理監とも避難訓練のやり方について、障害

者、弱者の参加の仕方をどうするかということ

を含めて、話はしたいと思っております。 

【浅田委員】 訓練の目的は、いかなる人も助け

るということ、長崎県は、いかなる方にとって

も安全・安心を与えるということが大事な目的

であろうかと思いますので、そこは健常、障害

とかという問題ではなく、県民のお命というこ

とで、防災訓練のあり方を福祉的な視点からも

しっかりと取り組んでいただければと考えてお

ります。 

 続いての質問なんですが、今日、朝からＤＶ

問題の質問などがたくさんあって、ご説明もい

ただいておりました。いろんな県の政策にのっ

とってＤＶの声が表にどんどん、どんどん出て

きやすくなったというようなところはあろうか

と思います。 

 そんな中で、調べていくと、ＤＶの中にも、

もちろん性暴力的なものもあるわけです。性犯

罪の場合は県民生活部のほうにもなろうと思う

んですけれども、しかし、ＤＶの中にそれも含

まれているという観点からお伺いをさせていた

だきたいのですが、県によっては、24時間での

相談受け付け、その相談も携帯でやられている

ところ、休みが全然なく365日それをやれると

いうようなところがあります。それにはやっぱ

り財政的なこと、人的負担等々はあるわけです

けれども、相談者が相談をする時間帯はどうい

う感じなのか、まずそこからお聞かせいただけ

ますか。 

【吉田こども家庭課長】 性暴力被害のワンスト

ップセンターについては県民生活部で所管して

おりますけれども、相談の時間帯は、9時30分

から5時までとお聞きをしております。 

 それとは別に、長崎こども・女性・障害者支

援センターでは、婦人に関する性暴力、午前中

に説明しましたＤＶでありますとか、そのほか

に、家庭の問題のほかにも経済的な問題とか、

ご自身の病気の問題も含めた中で、婦人相談を

全般的に受けている機関が婦人相談所としてご

ざいます。 

 婦人相談所につきましても、基本的には時間

中の対応になりますけれども、一時保護所等あ

りますので、夜間の電話で緊急に一時保護等を

要するようなものにつきましては、一時保護所

にいる非常勤嘱託の職員の方から職員のほうに

電話連絡がありまして、そこで一時保護等の対

応をやっているということで、緊急なものにつ

いては、ＤＶ、婦人相談事業全般として、性暴

力も含めたものとして、深夜帯も含めて対応で

きるような体制はとっているところでございま

す。 

【浅田委員】 ただ、24時間で緊急の場合とい

うのは、多分、性暴力とかを受けたＤＶ被害者
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の人にとってみると、常に緊急時なわけですよ

ね。ワンストップ型等長崎も去年からいろんな

流れでできるようにはなった中で、相談したい

緊急時が24時間なのかどうかというのは、実は

表でわからない感じなんです。5時までで時間

が区切られていて、メールも受け付けられます

とか、緊急対応はここです、みたいな情報発信

というのがなされていないですよね。そこはど

うですか。 

【吉田こども家庭課長】 確かに婦人相談所でも

電話は受けておりますけれども、基本的には、

午前中説明いたしました配偶者暴力相談支援セ

ンターとしては、一応時間は5時45分までとい

うふうになっております。そういうことで、Ｄ

Ｖ相談カードというものをつくって配布してお

りますけれども、連絡先は配暴センターであり

ますとか、警察署も含めて書いておりますけれ

ども、時間的には確かに5時45分までというこ

とで運用しております。 

【浅田委員】 滋賀県に視察に行った時に、24

時間体制で配偶者暴力、ＤＶ含めてしていまし

て、先ほど、中山委員もおっしゃっていました

けれども、父親から娘ということ等々も最近の

事例では増えているという現状の中で、受けた

側の女性からすると、夜中にフラッシュバック

的なこととか、これは今だったら話せるという

タイミングが、夕方の5時とかだと、すごく限

られた感じがあって、もちろんメールというの

もありますが、なかなかメールでそれを訴えて

いくというのも、すごく苦痛的な部分だったり、

世代間とかにもよりますけれども、やっぱり電

話ということのほうが往々にして一つはある。

そういうものを考えると、その緊急でも対応で

きていますよというのを、もう少し発信をして

いただく必要性があるのではないかなと。夕方

の5時と言われると、やっぱりそこで何か随分

利用者は少なくなっているのではないかな、増

えてはいるけれども、本筋のところでどうなの

かなと私は思っているのですが、この辺の対応

は今後になると思うんですけれども、どうでし

ょう。 

【吉田こども家庭課長】 性暴力のワンストップ

センターのほうでも、昨年度1年間の深夜帯の

対応が5件程度だとお聞きをしております。婦

人相談所のほうでも、時間外の電話については、

相談対応は直接にはできない場合が多いわけで

ございます。非常勤嘱託の方は、あくまでも一

時保護所の管理という面で配置をしております

ので、相談対応のスキルがなくできませんので、

深夜帯に電話をかけても、通常の一般相談は何

時から何時におかけ直しくださいという対応を

させてもらっております。昨年度でいくと、性

犯罪も含めて婦人相談という大きなくくりの中

では、年間270件とか280件程度ですので1日に1

件あるかないか、そういった件数の対応です。

確かに県民の皆さんからの相談の対応をいかな

る時でも受ける必要というのは理解いたします

けれども、そういった件数の中で、冒頭、浅田

委員がおっしゃったように、その件数の中で必

要な相談対応とか、カウンセリングができるよ

うな職員の確保を夜間を含めてやる分について

の人数とそれに必要な予算等を考えた時に、現

時点では、なかなか厳しい状況にあると考えて

おります。 

【浅田委員】 滋賀県で聞いた時には、24時間

になったから相談者も増えているわけです。ど

っちが先かという問題で、これはボランティア

精神でやってくださっている病院側、看護師さ

んがいて、そういう対応をできるようになった

ということで、非常に大変な部分だとは思うん
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ですけれども、少ないからではなくて、相談で

きる状況があれば相談する人は、多分1人とか

じゃなくて、本当はもっともっと多いんじゃな

いかなということがあったものですから。例え

ば、緊急であるということも、正直言って、そ

ういう相談窓口があるんだということとか、知

らない人が多いんですよね。みんな自分に何か

が降りかかってこないと、そこを対応しないも

のですから、その時には、なかなかすぐ動けな

い状況だったりするので、常日頃からそういう

ことを県はちゃんとやっているし、例えば24時

間でも対応できる部署だってあるんだという発

信をもう少しフォロー体制として今後はしっか

りやっていただければと考えます。 

 もう一方で、昨日、教育委員会のほうでも伺

ったのですが、今の若い人たちは多分、ＤＶと

かもそうなんですけれども、電話とかよりも何

よりも、ＬＩＮＥでの相談というのがあるんで

す。これも大津市だったんですけれども、11月

からＬＩＮＥの会社と組んで、いじめの対策を

ＬＩＮＥで受け付けると。ＬＩＮＥだったらば、

ＬＩＮＥでいじめられたやりとりとかも全部写

真でぱっとその場で送って、こういうものは、

というものの対応がいち早くできるというのが

あって、ＤＶとかは写メでそれを送る必要性は

ないですけれども、何かあった時に送っておけ

る、それで後から対応するとかということもで

きると思うので、今の若い世代で、そういう親

だったり、デートＤＶとかは特にそうなんです

けれども、デートＤＶとかだと、まずＬＩＮＥ

とかで男の子と女の子が中高生でも既にそうい

うものが始まっているのと一緒で、逆に言うと、

デートＤＶ防止のためにＬＩＮＥの使い方を教

育するのと同じように、ＬＩＮＥとかを使って

相談窓口をつくるとか、もっと相談しやすいよ

うな体制づくりというのをしていただければと

思いますが、要望も含めていかがでしょう。 

【吉田こども家庭課長】 さきの6月定例県議会

の時でも、メール等も含めたデートＤＶの教育

のやり方とか、そういったお話も伺いました。

確かに今の若い世代でいくと、携帯とかスマー

トフォンを利用したやりとりというのが多いの

で、そういった相談をする入り口を低くすると

いう対応は必要だと思いますけれども、一方で、

相談については、情報管理の話でありますとか、

いたずら防止も含めて、虐待なんかもそうです

けれども、相談を受けた側とすれば、どこでそ

ういった状況が起きているのか確認をしなけれ

ばいけないというようなところが、メール等に

なると一方通行になってしまうので、かなり困

難なところもあると考えておりますので、そう

いったことも含めて、委員から先進県のお話を

お聞きしましたけれども、どういったやり方が

できるのかというのは、我々としても研究をし

ていきたいと考えております。 

【浅田委員】 そういってやっていらっしゃると

ころもあるので、昨日も教育委員会に聞いたら、

そういうところの分析とか、問い合わせはして

いないということでしたので、そういうやられ

ているところの話等々をこれから密にやってい

ただければと思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに、質問はありません

か。 

【中村委員】 １つだけ質問させていただきます。

今回の補正予算説明資料の6ページに、地域生

活定着支援センター運営委託事業費というもの

が上がっているんです。これは刑務所からの出

所者のうちの知的障害者等に対する指導・援助

ということを名目にしてあるんです。直接的に

は関係ないかもしれないけれども、現在、刑務
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所に服役している方たちが服役を終えて出所さ

れる時に、恐らく、その中の知的障害者の方た

ちに対して就職をあっせんしている事業だと思

うんですけれども、服役の方たちで、今、刑務

所内でいろんな作業をされて収入を得ながら、

その収入を出所後に利活用して生活をされると

いうようなシステムになっていると思うんです。

全国津々浦々で矯正展というものが開催をされ

ていまして、たんすを含めた家具、靴とか、い

ろんなものを刑務所内でつくられて、販売をさ

れているんですけれども、そういう中で、いろ

んな方たちと話をしている中で、実際今、刑務

所の中で作業をしながら物品をつくっていらっ

しゃいますけれども、その物品をつくる技術力

を活かして、服役が終わった後に職につくとい

うのが本来の姿だと思うんです。もちろん、そ

れを狙って刑務所内ではやられていると思うん

ですけれども、ただ、今、出所をした後に就職

をする時に、今、刑務所内でやられている作業

内容というもの、要するに、自分の身に付けた

技術が出所した後に役立つような時代なのかな

と。実際それが本当に役立って就職ができてい

るのかなということを考えた時に、相談を受け

た時に、何とか服役中、手につける職を、もっ

と今の時代に合ったようなものに変えていただ

ければ、出所した後、自分たちもすぐ職につく

ことができる。ただしかし、今の時代にマッチ

していないから、なかなか就職する場所が見え

ないんだと。働くところがない、そうしたら、

結局また同じようなことを繰り返してしまう。

その繰り返しなんだそうです。 

 だから、今回は知的障害者等に対する指導・

援助ですから、直接的なものはないかもしれな

いけれども、実際、担当課として、もちろん刑

務所の中の作業については、おたくたちのほう

から言えることはないと思うんですけれども、

ただ、お願いとして、今の時代にマッチした職

業を刑務所内で取得できるような作業に変換を

するべきじゃないかと思うんです。その辺につ

いて、どこまでタッチできるのか、そして、ど

ういう考えを持っておられるのか、お聞きをい

たします。 

【上田福祉保健課長】 まず、横長の6ページの

地域生活定着支援センターの事業というのは、

先ほど委員がおっしゃったとおり、刑務所等の

入所者の中で、高齢あるいは障害であるとかと

いうことで、出所後に福祉サービスが必要な方

について、入所の段階からフォローしていきま

しょうという事業でございます。今、委員がお

っしゃっているのは、それ以外の方も含めて、

一般の入所者について、刑務所で作業している

方がいらっしゃる、その作業について、いろい

ろな作品をつくる等の作業をやっている方がい

らっしゃるけれども、出所後には、それが活か

せないということで、また無職になって再犯を

繰り返すということだと思います。確かに法務

省とか、意見交換をした中でも、再犯が多いの

は、無職の方というのは伺っております。法務

省のホームページを見ると、単に作品をつくる

だけではなくて、国家資格を取るような訓練と

いう内容はあると聞いております。所管につい

ては、基本的に、刑務所の中でございますので

法務省の矯正局になりますが、実は、このセン

ターの事業を通しまして、長崎県は、保護観察

所、検察庁あるいは刑務所等の方と意見交換を

する場を持っておりますので、そこで十分に話

していきたいと思っております。 

【中村委員】 これは本当の服役の後の方からも

お話を聞いたことがあるし、実は先日、テレビ

でそれがあっていたんです。それを見た時に、
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この間、あの人がそういうことを言っていたな

と思ったんですけれども、確かに今の刑務所内

で作業をされている、資格を取れるようなもの

かもしれないけれども、まず外に出ても、その

養った作業と技術力では就職するところはない

な、本当に雇用をしようと思っている会社のニ

ーズにマッチしていないなというのが見えてき

たんです。だから、そういう協議をする場があ

るのであれば、刑務所としても、今そろえてい

る機械とかを考えれば、なかなか簡単に変える

ことは難しいと思うけれども、しかし、徐々に

でも変えていって、二度と再犯をさせないよう

な技術力をつけていってということが一つの方

法じゃないかと思うものですから、その辺につ

いて、ぜひその協議する場で発言をしていただ

いて、何らかの形で私が言っているような姿に

なるようなことを実現させていただきたいと思

います。これは要望にかえさせていただきます。

できるだけ努力をしていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

【山本(由)委員長】 ほかに、質問はありません

か。 

【吉村(正)副委員長】 1 点だけ、国保の件につ

いてお尋ねをしたいと思います。本当は質問す

るのはよそうかと思ったのですが、どうしても

気になるものですから、させていただきたいと

思います。 

 国保は、それまで長崎県内の市や町が持って

いたものが県に 1 つにまとまるということで、

財政的には確かに大型化はすると思うんです。

ところが、私も長崎市の国保の審議会にいたの

ですが、44 万人という人口を持っている長崎市

でさえ、国保財政は赤字です。そうしたら、ほ

かの県内の市町はどういう状況かといったら、

やはり赤字の市町が多いですよね。そういう中

で、それぞれの赤字の財政を集めたところで黒

字の財政にはならないですよね。確かに財政規

模は大型化するかもしれません。ところが、そ

れだけ大きな赤字を抱えている国保の財政、県

に一本化して、それを今から皆さん、運営して

いかなければいけないわけですよ。 

 国保については、この内容をくだくだ述べて

も皆さんには釈迦に説法でしょう。戦後 50 年

たつ中で、確かに国保はセーフティーネットと

してはいいと思うんです。職域と地域のそれぞ

れの保険でセーフティーネットを築いていくと

いう哲学からつくられたものでしょうから。職

域では何かといえば、皆様なら共済ですし、協

会けんぽもありますし、企業保険もあるわけで

すよね。あと、そういったところで働いていな

い人たちのために国民健康保険が用意されてい

るわけですよね。 

 この国保の加入者、当初は何だったかという

と、要は、農業、漁業に従事されている方とか、

小さな町の商店主さん、そういったところで働

かれている人たちが被保険者の加入の対象にな

っていたわけです。ところが、今の国保財政を

この前調べたら、加入者のうち 8 割とか 9 割と

か、それくらいの割合で被保険者が無職なんで

すよ。そういう方々が国保の加入者なわけです

よね。となれば、これは制度的な問題であって、

そのあたりからしっかりとつくり込んでいかな

いと、幾ら県にまとめたからといって長続きす

るものではない。今までどおり、皆さん方の共

済とか、協会けんぽ、企業保険、それぞれの税

金とか、そういったところからの給付がないと

成り立っていかないような財政でしかないわけ

ですよね。本当はそこを解決していかなければ

いけないところだと思うんです。 

 そのあたりについて、せっかく制度も変わる
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わけですから、長崎県の場合は、こうやって長

崎方式というものをやろうと思っていますとか、

もしそういうふうなことがあれば、教えていた

だきたいと思います。 

【小田口国保・健康増進課長】 委員ご指摘のと

おり、国民健康保険は、なかなか構造的に問題

を抱えております。今回の都道府県化に当たり

ましては、まず国保に全国ベースで 3,400 億円

の追加の財政支援を国のほうで行った上で、財

政単位を市町村から都道府県に広域化して財政

の安定を図るとされております。 

 当然のことながら、今後、国民健康保険を運

営していくに当たりましては、例えば、医療費

の適正化等に各市町とともに、県も一緒に取り

組む必要があると思っております。 

【吉村(正)副委員長】 今の私の考えとしては、

現時点での県に一本化という国保の大規模化と

いうのはメリットがないんじゃないかと。逆に、

デメリットがたくさん出てきて、財政としては

安定するかもしれないけれども、その他に例え

ば、被保険者に対してのサービスとか、そうい

ったものがどんどん低下していくのではないか

とか、収納率の話は出ていましたけれども、収

納率よりも、むしろ、国保に対する加入者がま

たどんどん減っていくのではないかという心配

もあるんです。そういったところを 1 つ 1 つク

リアしていきながらの運営になっていくと思い

ますので、もう余り申し上げませんが、そうい

う心配をしているということをお考えいただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

 国保を決してこういう制度はだめだと言うの

ではなくて、国保には期待していますけれども、

そういう心配があるということで、残ってもら

わなければいけない制度だから申し上げている

ということでご理解いただければと思います。 

【橋村委員】 今の吉村(正)副委員長の関連とい

えば関連ですけれども、国保事業者によって、

それぞれの保健事業というものをやったりして

おったのですけれども、今回、統合されるとい

うことになると、それぞれの保険者で保健事業

をやっておったけれども、そこら辺に対して、

どう継承されていくのか、そこら辺のところを

まずお尋ねしておきたいと思います。 

【小田口国保・健康増進課長】 現在におきまし

ても、各市町で保健事業等を行っております。

これにつきましては、都道府県化されましても、

各市町で引き続き行っていただくことになりま

して、なおかつ保険者努力支援制度といいまし

て、その市町村の取組に応じて交付金等も今回

造成されておりますので、そこは市町のほうに

は、引き続き積極的に取組をしていただきたい

と考えております。 

【橋村委員】 要するに、財政面で統合をすると

いうことで、今までの国保事業は、各市町村長

が保険者であったから、それぞれの保健事業そ

のものは受け継いでいくということ、それは結

構なことだと思うんですけれども、今度は逆に、

いろいろと特別に積極的に取り組んでいる保険

者がおったわけです。そこにはある程度、財政

負担を要するということになっておったわけで

す。したがって、そこら辺のアンバランスを、

統合された場合に、あそこだけああやっている

けれども、していないところは、そういうこと

につけても最終的には負担をするということに

帰結するんだけれども、その点はどうなのかと

いう利己主義と言ってはいけないけれども、保

険者間での不均衡に対する問題提起がされた時

には、どういうふうに調整をされようとしてい

るのか、お伺いしておきたいと思います。 

【小田口国保・健康増進課長】 平成 30 年度か
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ら都道府県化になりますけれども、その際に、

県は、計算をして、納付金というものを市町に

払っていただくことになるのですが、この納付

金は、当初は保険給付費を中心に計算をしてお

りますので、市町が保健事業に要する費用は、

その外側で計算をしてもらい、保険料を設定と

いう感じになりますので、市町が独自に行う保

健事業につきましては、基本的には、現在行っ

ているものが引き続き踏襲されるものと考えて

おります。 

 ただし、将来的に保険料一本化ということに

なれば、当然、市町における保健事業について

も一定、統一的なものが必要かと思いますけれ

ども、これにつきましては将来的な課題として

引き続き検討していくということで、現在、市

町と協議を進めている状況でございます。 

【橋村委員】 そうすると、完璧に統合される中

間段階というか、そういう段階では、個々の保

険者の保健事業の独自性というのは一応継続さ

れると。その場合には、保険者がその分に対し

ては個別に負担をして別枠でという、共通部分

について拠出して、それで還付されてという統

合を図るというような形になるというふうな理

解をしてよろしいのですか。 

【小田口国保・健康増進課長】 納付金の算定に

おいて、県が医療費等を見込みまして、県は納

付金を示すものだと。標準保険料率というもの

をあわせて市町に示します。その標準保険料率

は、市町が独自にやる保健事業を含んだところ

で計算をするということになります。 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩します。 

 

― 午後 ２時１３分 休憩 ― 

― 午後 ２時１４分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 再開します。 

【小田口国保・健康増進課長】 委員ご指摘のと

おり、市町独自の保健事業を除いた分を県に納

めてもらう格好になりますので、そういう意味

では、市町は今までどおりに保健事業を継続し

てもらう形になります。 

【橋村委員】 しかし、いずれかは一本化という

ことに収れんしていかなければいけないと思う

んです。しかし、途中段階としては、激変緩和

みたいな感じで、現在の運用のやり方をしばら

くの間は踏襲していくと。その間の独自の事業

については、いわば追加分の医療費プラス幾ば

くかの部分と。その区別はないけれども、財政

上にすれば、徴収した分の幾ばくかを保健事業

に充当しておったということだから、その部分

の特別枠というか、保険者によっての特別枠部

分は、しばらくはそういう形でやっていくと。 

 それはそれとして、また詳しくは一緒に検討

したいと思いますけれども、いずれにしても、

ちょっと言い方は悪いけれども、県は実際やっ

ていないんですよね。だから、市町村が、我々

は保険者で全部やってきているからわかるんだ

けれども、そこら辺のところの不公平感が伴わ

ないように、あるいは一本化していった時には、

どこら辺に落としどころを見出すのかというこ

とを、ただ医療費の部分だけであれば何ら問題

ないんだけれども、そういう独自な保健事業部

分というのは個別でやってきているので、そこ

ら辺の統合というか、どうやっていくのか、あ

るいは保険者によってそれぞれ事情があると思

うんですよ。そして、都市部の場合と郡部の場

合と、人数もそれぞれ違ってくるし、だからそ

ういうところで個別の保険者がどういうことを

やっておったかということも、一本化というこ

と、これが本論だけれども、そちらの部分も決

しておろそかにしてはならないという思いなの
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で、そこら辺を十分配慮しながら、統合に向け

て、そしてコンセンサスを得られるようなこと

で取組を進めていってほしいということを申し

上げて、また詳しいことは後もって議論をした

いと思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに、質問はありません

か。 

【浅田委員】 この間から一般質問とかでも出て

いましたし、協会からも申し出があったヘルプ

マークについてなんですけれども、積極的に前

向きに取り組むというご答弁があっていたかと

思いますが、現状どうなっていて、いつぐらい

に導入というのが確定しているのかどうなのか

というのをお伺いできますか。 

【桑宮障害福祉課長】 ヘルプマークにつきまし

ては、ただいま障害者団体のご意見とか、市町

の取組状況等をお聞きしまして、どういう形で

マークを作成したらいいかとか、そういったと

ころも含めた検討をしているところであり、カ

ード型、タグ型とかありますけれども、どうい

う形が使いやすいのかとか、そういった点も含

めまして検討をしているところであります。県

も来年度の当初予算の要求時期がそろそろ参り

ますので、そこら辺を目処に、どういうやり方

でやっていくかという結論を出したいと考えて

おります。 

【浅田委員】 ということは、もう来年度には、

しっかりとでき上がると考えてよろしいのでし

ょうか。 

【桑宮障害福祉課長】 でき上がる方向で検討を

しているところでございます。 

【浅田委員】 検討に次ぐ検討というような感じ

ですが、わかりました。しっかりと早急にやっ

てあげることが必要だと思いますので、ここは

スピードを上げてやっていただければと思いま

す。 

 それと、先日の吉村(庄)議員の質問にあった

かと思いますが、看護師の方の人数、今、少な

くなっている、だけれども、どんどん、どんど

ん高齢化していて、そこを埋めていかなければ

いけない、みたいな質問だったと思うんですが、

その時に、免許保持者の人たちを今後どうまた

戻ってもらうかというような話があったかと思

いますが、働いていない保持者の方の数とかは

全部押さえているんでしたか。そこがわからな

かったものですから。 

【山本(由)委員長】 暫時休憩します。 

 

― 午後 ２時２０分 休憩 ― 

― 午後 ２時２０分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 再開します。 

【浅田委員】 後で数字を教えていただければと

思います。もう一度、後でお願いいたします。 

【山本(由)委員長】 ほかに、ご質問はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 次に、自由民主党より、「介

護事業等に伴う送迎中の交通事故防止対策の推

進を求める意見書」提出の提案を受けておりま

す。 

 里脇委員から、意見書提出についての提案、

趣旨説明等をお願いします。 

【里脇委員】 今回、「介護事業等に伴う送迎中

の交通事故防止対策の推進を求める意見書」を

提案させていただきます。 

 項目については 2 点であります。 

 1 つは、介護施設の運営において、介護と送

迎を分けて行えるような財政措置を行うこと。 

 2 点目が、交通事故防止対策のための指針を

作成し、各県に関係機関による連絡会議の設置
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や、行政による安全講習の実施等を規定するこ

と、というこの 2 項目で、提案の理由につきま

しては、近年、介護事業者等による高齢者送迎

中の交通事故が多発しており、死亡事故に至っ

ているものも散見されております。 

 デイサービスを利用する高齢者は年々増して

おりまして、全国でも 220 万人に上っていると

いうことであります。 

 厚生労働省は、安全確保の観点から、運転を

専門とする事業者への外部委託等を促進するこ

ととしております。 

 ところが、現状としては、施設の職員が日常

業務と兼務して運転を行うケースが多くて、な

かなか思うように至っていない、財政的にも厳

しいという部分、運営面についても厳しいとい

うことで、そう至っていないということが現状

であります。 

 そういうことから、国においては、介護と送

迎を分けて行うことができるような財政を含め

た対策を求めるということで、この 2 項目を提

案させていただきます。 

 県内におきましても、平成 24 年に 2 件、2

名、平成 28 年に 1 件、1 名、平成 29 年には 2

件、2 名の死亡事故が発生しております。その

他の事故もあるんですけれども、その部分につ

いては統計がとられていないということで、実

態把握はできておりません。 

 以上のようなことで、地方自治法第 99 条の

規定により意見書を提出させていただくもので

あります。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

【山本(由)委員長】 ただいま、里脇委員から説

明がありました、「介護事業等に伴う送迎中の交

通事故防止対策の推進を求める意見書（案）」に

ついて、ご質問はありませんか。 

 委員長を交代します。 

【吉村(正)副委員長】 山本(由)委員長、発言を

どうぞ。 

【山本(由)委員長】 おっしゃるとおりの状況だ

ろうと思っておりますけれども、今、長崎県の

中で、実際に送迎を分けて実施している事業者

の状況というのは把握されているのでしょうか。 

【小村長寿社会課長】 申し訳ありません、移送

を別としている業者については、どの程度ある

のかという現状については、把握していない状

況でございます。 

【山本(由)委員長】 わかりました。 

【吉村(正)副委員長】 委員長を交代します。 

【山本(由)委員長】 ほかに、ご質問はありませ

んか。 

【吉村(正)副委員長】 その送迎の件です。本来

ならば、送迎と介護の事業を分けるということ

なんですが、分けてしまえば、送迎の事業とい

うのは、基本的に、緑ナンバーを持った運送事

業者じゃないとできないですよね。そのあたり

の整理がきちんとできていないと、要は、法律

違反を行政の力で押しつけるようなことにもな

りかねないですよね。要は、運送のバスとかタ

クシーの事業者じゃないのに、緑ナンバーを持

っていないのに、そっちのほうに手を出すとい

うのは道路運送法違反ですよ。それについては、

どういうふうにお考えでしょうか。 

【小村長寿社会課長】 お話のありましたとおり、

業として輸送を行う場合には、運輸局の登録も

しくは許可が必要でございます。当然、今回の

移送を別にするということに当たりましても、

そういった手続は踏んでいただく必要があるか

と考えております。 

【吉村(正)副委員長】 わかりました。移送を別

にするのだったら、移送の部分だけについては、
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ちゃんと緑ナンバーを取得して、その業に当た

りなさいよということですよね。そういうお答

えだと私は理解をしましたので、もし、違うと

いうことであれば、後ほど説明していただけれ

ばと思います。 

【山本(由)委員長】 ほかに、ご質問はありませ

んか。 

 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ２時２６分 休憩 ― 

― 午後 ２時３０分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 再開します。 

 ほかに、ご質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時３１分 休憩 ― 

― 午後 ２時３１分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 それでは、意見書の提出について採決を行い

ます。 

 本提案のとおり、意見書を提出することに、

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、「介護事業等に伴う送迎中の交通事

故防止対策の推進を求める意見書」については、

提出することに決定されました。 

 なお、体裁の修正等については、いかがいた

しましょうか。 

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、正副委員長にご

一任願います。 

 次に、改革21より、「ウイルス性肝炎患者に

対する医療費助成の拡充を求める意見書」提出

の提案を受けております。 

 久野委員から、意見書提出についての提案、

趣旨説明等をお願いします。 

【久野委員】 「ウイルス性肝炎患者に対する医

療費助成の拡充を求める意見書（案）」につい

て、ご説明をさせていただきたいと思います。 

 国内において350万人以上というようなこと

を言われておりますけれども、ウイルス性感染

は蔓延をいたしているというような状況でござ

います。特に、肝炎対策基本法や特定フィブリ

ノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によ

るＣ型肝炎及びＢ型肝炎感染被害者を救済する

ためのいわゆる給付金の支給に関する特別措置

法等々においても確認をされ、国の法的責任は

明確であるというふうなことになっております。 

 要は、治療しても、なかなか完治をしないと。

そのために働くこともできない。おまけに高額

の医療費がかかり、生活費も大変厳しい状況に

なってきているというような状況でございます

ので、安心して治療ができるように、医療費の

助成をぜひとも拡充していただきたいというよ

うなことで、以下1項目について意見書を提出

するものでございます。 

 どうぞひとつよろしくお願い申し上げます。 

【山本(由)委員長】 ただいま、久野委員から説

明がありました、「ウイルス性肝炎患者に対す

る医療費助成の拡充を求める意見書（案）」に

ついて、ご質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時３３分 休憩 ― 

― 午後 ２時３３分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 意見書の提出について採決を行います。 
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 本提案のとおり、意見書を提出することに、

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、「ウイルス性肝炎患者に対する医療

費助成の拡充を求める意見書」については、提

出することに決定されました。 

 なお、体裁の修正等についてはいかがいたし

ましょうか。 

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、正副委員長にご

一任願います。 

 引き続き、改革21より、「待機児童の解消及

び保育人材の確保を求める意見書」提出の提案

を受けております。 

 久野委員から、意見書提出についての提案、

趣旨説明等をお願いします。 

【久野委員】 「待機児童の解消及び保育人材の

確保を求める意見書（案）」について、ご説明

をさせていただきます。 

 待機児童につきましては、ご案内のとおり、

3年連続で増加をしてきているというような状

況でございます。 

 今年4月時点で、昨年より2,528人多い2万

6,081人ということになっているわけでござい

ますけれども、しかし、まだ潜在的な待機児童

というのは全国でも約7万人弱というようなこ

とも言われて、過去最多を更新し続けていると

いうような状況でございます。 

 また、保育人材不足の解消をするためには、

保育士の処遇改善が必要不可欠であるというよ

うなことでございます。 

 政府は、全ての子どもたちが安心して育つこ

とのできる社会の実現のため、十分な財源確保

に努め、待機児童の解消、さらには保育人材確

保のため、早急な施策の実施を求め以下3項目

について、意見書を提出するというものでござ

います。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

【山本(由)委員長】 ただいま、久野委員から説

明がありました、「待機児童の解消及び保育人

材の確保を求める意見書（案）」について、ご

質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時３５分 休憩 ― 

― 午後 ２時３５分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 意見書の提出について採決を行います。 

 本提案のとおり、意見書を提出することに、

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議なしと認めます。 

 よって、「待機児童の解消及び保育人材の確

保を求める意見書」については、提出すること

に決定されました。 

 なお、体裁の修正等についてはいかがいたし

ましょうか。 

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、正副委員長にご

一任願います。 

 それでは、ほかに質問がないようですので、

福祉保健部、こども政策局関係の審査結果につ

いて整理したいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時３６分 休憩 ― 

― 午後 ２時３６分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 
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 これをもちまして、こども政策局を含む福祉

保健部関係の審査を終了いたします。 

 この後、分科会長報告及び委員長報告の取り

まとめなどの委員間討議を行います。 

 理事者退室のため、しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時３７分 休憩 ― 

― 午後 ２時３９分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 今定例会で審査いたしました内容について、

10月4日の予算決算委員会における文教厚生分

科会長報告、10月6日の本会議における文教厚

生委員長報告の内容について協議、及び10月24

日から予定されている予算決算委員会における

文教厚生分科会の決算審査の日程について、協

議を行います。 

 それでは、審査の方法について、お諮りいた

します。 

 協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行うことといたしたいと存じますが、

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。 

 それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時４０分 休憩 ― 

― 午後 ２時４１分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

 文教厚生分科会長報告及び、文教厚生委員長

報告については、協議会における委員の皆様の

意見を踏まえ、報告させていただきます。 

 次に、予算決算委員会文教厚生分科会の決算

審査の日程については、お手元に配付しており

ます「日程案」のとおりでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 ご異議がないようですので、

そのように決定させていただきます。 

 次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時４２分 休憩 ― 

― 午後 ２時４２分 再開 ― 
 

【山本(由)委員長】 委員会を再開いたします。 

閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。 

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【山本(由)委員長】 それでは、正副委員長にご

一任願いたいと存じます。 

 これをもちまして文教厚生委員会及び予算決

算委員会文教厚生分科会を閉会いたします。 

 大変お疲れさまでした。 
 

― 午後 ２時４３分 閉会 ― 
 

 

 



文教厚生委員会委員長　　山本　由夫

１　議　　案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

和解について 承 認

計　１件（承認　１件）

番　　号 

記

文 教 厚 生 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

平成２９年９月２７日

　　　　議長　　八江　利春　　様

報 告 第 16 号

－91－
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委員長（分科会長）      山  本  由  夫 

 

副委員長（副会長）      吉  村  正  寿 

 

署  名  委  員       中  山   功 

 

署  名  委  員         坂  本  智  徳 

 

 

 

 

書  記   渡 辺  むつみ 

 

書  記   堀 川  勝 巳 

 

速  記   (有)長崎速記センター 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配 付 資 料 
 

 

 

 














































































